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東十条駅北口跨線人道橋 

 エスカレーター 

東十条 4-15 先 Ｈ16.4.9 9,000 人／ｈ、4 台 

運転時間 24 時間 

音 無 橋 

 エレベーター 

王子本町 1-2 先 Ｈ21.4.22 ロープ式、15 人乗り、1 台 

運転時間 AM4:30～ＡM1:30 

車坂跨線人道橋 

 エレベーター 

上中里 2-32 先 Ｈ23.2.3 ロープ式、17 人乗り、2 台 

運転時間 24 時間 

東十条駅北口西側 

 エレベーター 

中十条 3-36 先 Ｈ23.11.18 ロープ式、15 人乗り、1 台 

運転時間 24 時間 

田端ふれあい橋 

 エレベーター 

東田端 1-17 先 Ｈ24.1.10 ロープ式、15 人乗り、1 台 

運転時間 24 時間 

赤羽台トンネル脇 

 エレベーター 

赤羽台 1-4 先 H31.2.28 ロープ式、22 人乗り、1 台 

運転時間 24 時間 

 

２．街路緑化事業 

   緑化事業の一環として、区道の歩道幅員が２．５ｍ以上ある場所に並木桝や植樹帯を築造し、 

高・中・低木類の植栽をしている。 

なお、昭和４８年度からは、既設植樹帯の除草、刈込、清掃等の管理委託も併せて行っている。 

     街路樹一覧表                           （平成３１年４月１日現在） 

番号 樹 種 名  （科名） 本数 (本) 備    考 

１ ハナミズキ （ミ ズ キ 科） 1,282  

２ ソメイヨシノ （バ ラ 科） 940  

３ イ チ ョ ウ （イチョウ科） 438  

４ ケ ヤ キ （ニ レ 科） 344  

５ サルスベリ （ミソハギ科） 331  

６ スズカケノキ （スズカケノキ科） 175 プラタナス 

７ フ   ウ （マンサク科） 213 タイワンフウ 

８ トウカエデ （カ エ デ 科） 182  

９ タ ブ ノ キ （クスノキ科） 173  

１０ モミジバフウ （マンサク科） 155 アメリカフウ 

１１ シ ラ カ シ （ブ ナ 科） 151  

１２ ヤマザクラ （バ ラ 科） 119  

１３ コ ブ シ （モクレン科） 119  

 そ の 他 893  

 計 5,515  

 

３．私道私下水改修補助事業 

     本事業は私道の舗装及び下水施設の設置工事を、北区の補助制度に基づいて実施している 

   ものである。 

   経年による舗装の破損箇所について、地元権利者等からの申請に基づく再舗装、既設下水施 

設の改修及び管渠の清掃を実施している。 

     本年度は、下水管渠改修工事約３００ｍ、Ｌ型側溝工事約２５０ｍ、舗装工事約１，０００ 

㎡を実施する予定である。 

平成３１年度から、舗装及び路面排水施設の工事費は全額補助、下水施設の工事費は１０％ 

の申請者負担とした。 
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ま ち づ く り 部 組 織 図 
平成３１年４月１日 

ま ち づ く り 部     都 市 計 画 課     都市計画主査（庶  務） 

（横 尾  政 弘）     （丸 本 秀 昭）            都市計画主査（開発調整） 

都市計画主査（総合計画） 

ま ち づ く り 推 進 課       まちづくり推進主査（２） 

 （坂 本 大 輔）      主  査（３） 

副参事（防災まちづくり事業担当） 

               （まちづくり推進課長 坂本大輔 兼務） 

住        宅        課        住宅計画係  

（栃 尾 俊  介）          主  査（２） 

住宅管理係 

建        築        課        建築指導係 

                              （ 西  山   仁 ）           主  査（２） 

                構造設備係 

建築主査（構造設備） 

細街路係 

建築主査（監察） 

建築主査（建築防災） 

十条・王子まちづくり         十条まちづくり担当課長        十条まちづくり担当主査 

推 進 担 当 部 長      （ 石  本  昇  平 ）            主  査（２） 

（寺 田  雅 夫）                       十条駅西口再開発相談事務所 

 主  査 

副参事（連続立体交差事業担当） 

              （市 川 貴 之） 

王子まちづくり担当課長     王子まちづくり担当主査 

                            （ 倉  林   巧 ）
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ま ち づ く り 部 職 員 配 置 状 況 
平成３１年４月１日現在

課名 係名等 部長 課長 
係長 
/主査 係員 再任用 再雇用 計 備考 

都市計画課 

都市計画主査 
（庶務） １ １ １ ３ ６

都市計画主査 
（開発調整） １ ４ ５

都市計画主査 
（総合計画） １ ２ ３

計 １ １ ３ ９ １４

まちづくり 
推進課 

まちづくり 
推進主査 

１ 5
５

（※1）(2)
１１

（※1）兼務2名 

（十条まちづくり担当課長）

副参事 
（防災まちづくり事業担当） 

（※２）(1)
（※2）兼務副参事 

（まちづくり推進課長） 

住宅課 

住宅計画係 １ ３ ６ １０

住宅管理係 １ ４ １ ６
区営・区民住宅受付担当 

計 １ ４ １０ １ １６

建築課 

建築指導係 １ ３ ４ ８

構造設備係 ２ ５ ７

細街路係 １ ６ ７

建築主査 
（監察） １ ３ ４

建築主査 
（建築防災） １ ４ １ ６

計 １ ８ ２２ １ ３２

十条まちづくり
担当課長 

十条まちづくり
担当主査 １ １ ３ ４ １ １０

十条・王子まちづくり 

推進担当部長 

十条駅西口再開
発相談事務所 ２ １ ３

計 １ １ ５ ５ １ １３

副参事 
（連続立体交差事業担当） １ １

王子まちづくり
担当課長 

王子まちづくり
担当主査 １ １ ２ ４

合 計 ２ ７ ２６ ５３ ３ ９１  
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分 掌 事 務 

まちづくり部  

都市計画課 

課務担当主査（庶務） 

１ 部の総合窓口に関すること。    

２ 都市計画審議会の庶務に関すること。 

３ 景観づくり審議会の庶務に関すること。 

４ 地価公示図書の閲覧に関すること。                  

５ 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。        

６ 国土利用計画法に基づく届出及び遊休土地の調査に関すること。 

７ 市街地復興に関すること。      

８ 部の庶務に関すること。     

９ 部の歳入歳出予算及び決算の資料に関すること。  

１０ 部内他の課に属しないこと。   

課務担当主査（総合計画） 

１ 都市計画に関すること（他の課に属するものを除く。）。       

２ まちづくりに係る総合的計画及び調整に関すること。 

３ 都市計画マスタープランの実現に向けたまちづくりの推進及び調整に関すること。 

４ 都市計画道路、都市計画公園等の計画及び調整に関すること。 

５ 駐車場及び駐輪場の整備計画に関すること。 

６ 踏切対策（十条地区を除く。）に関すること。 

課務担当主査（開発調整） 

１ 都市計画法に基づく地域地区等に関すること。 

２ 都市計画法に基づく開発許可に関すること。 

３ 居住環境整備指導要綱に関すること。 

４ 土地利用現況調査に関すること。 

５ 景観に関すること（他の課に属するものを除く。）。        

６ 公共サインの整備に関すること。 
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まちづくり推進課                   

課務担当主査 

 １ まちづくり事業の実施に関すること。 

 ２ 地区計画に関すること。                                 

３ 市街地再開発事業に関すること。                          

４ 土地区画整理事業に関すること。                           

５ 優良建築物等整備事業・都心共同住宅供給事業に関すること。 

６ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）に関すること。 

 7 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）に関すること。 

 8 大規模団地建替え計画等の調整に関すること。      

 9 景観形成地区に関すること。                

 １０ 都市防災不燃化促進事業に関すること。 

副参事（防災まちづくり事業担当） 

１ 木密地域不燃化１０年プロジェクトに関すること。 

2 無電柱化チャレンジ事業に関すること。 

3 防災街区整備事業に関すること。 

4 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の新規事業地区に関すること。 

5 その他防災まちづくり事業に関すること。 

住 宅 課 

住宅計画係 

１ 住宅施策の企画立案に関すること。 

２ 建築紛争調停委員会の庶務に関すること。 

３ 空家等対策審議会の庶務に関すること。 

   ４ 居住支援協議会の庶務に関すること。 

   ５ 住宅マスタープランに関すること。 

６ 小規模都営住宅の移管計画及び調整に関すること。 

７ 区営住宅の供給に関すること。 

８ 高齢者住宅の供給に関すること。 

９ 住宅に係る調査統計及び情報に関すること。 

    １０ マンションの管理及び建替相談に関すること。 

  １１ 住まいの相談及び支援に関すること。 

  １２ 定住化基金に関すること。 
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  １３ 住まい改修支援事業に関すること。 

    １４ 高齢者等の住宅支援事業に関すること。 

    １５ 課内他の係に属しないこと。 

課務担当主査（建築調整） 

１ 新築又は改築等に係る建築物に起因する紛争の調停に関すること。 

２ 建築紛争調停委員会に関すること（他に規定するものを除く。）。 

３ 建築基準法に基づく公聴会に関すること。                                  

４ 建築審査会に関すること。                     

５ 路上建築物等連絡協議会に関すること。         

６ 集合住宅の建築及び管理の指導に関すること。 

7 建築物解体工事計画の事前周知に関すること。 

課務担当主査（空き家対策・居住支援） 

  １ 空家等の対策に関すること。 

  ２ 空家等対策審議会に関すること（他に規定するものを除く。）。 

  ３ 居住支援協議会に関すること（他に規定するものを除く。）。 

住宅管理係 

１ 区営住宅の管理に関すること。 

２ 区民住宅の管理に関すること。 

   ３ 高齢者住宅の管理に関すること。 

   ４ 都営住宅の入居者の公募及び地元割当入居者の決定に関すること。 

   ５ 住宅管理基金に関すること。 

建 築 課

建築指導係 

１ 建築関係の諸証明に関すること。 

   ２ 建築基準法等に基づく申請書の受理及び確認書等の交付に関すること。 

   ３ 建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧に関すること。 

   ４ 建築基準法等に基づく統計及び報告書の作成に関すること。 

５ 指定確認検査機関からの報告書等の受理、照会、受付及び回答に関すること。 

   ６ 建築物等（構造及び設備を除く。）の審査、指導及び検査に関すること。 

７ 一団地の総合的設計及び連担建築物設計制度の認定に関すること。 

８ 東京都駐車場条例に基づく特例の認定に関すること。 

９ 長期優良住宅建築等計画認定に関すること（構造及び設備審査を除く。）。 

  １０ 建築物等の実態調査に関すること。 

  １１ 建築基準法に基づく特例の許可に関すること。 

  １２ 低炭素建築物等計画認定に関すること（設備を除く。）。 
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  １３ 建築協定に関すること。 

  １４ 都市計画法に基づく高度地区内における建築物の高さの特例許可に関すること。 

  １５ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物（構造及び設備を除

く。）の審査、認定及び許可に関すること。 

  １６ 課内他の係に属しないこと。 

  構造設備係  

   １ 建築物等の構造及び設備並びに昇降機の審査、指導及び検査に関すること。 

   ２ 工事現場の危害防止に関すること。 

   ３ 危険ながけ、よう壁、落下物、ブロック塀等の査察及び改修指導等に関すること。 

   ４ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定に関すること。 

   ５ 長期優良住宅建築等計画認定の構造及び設備審査に関すること。 

６ 低炭素建築物等計画認定の設備審査に関すること。 

   ７ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の構造及び設備の審

査、指導及び検査に関すること。 

   ８ 特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機の定期報告及び防災指導に関すること。 

   ９ 木造民間住宅の簡易耐震診断に関すること。 

      １０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物の審査、認定及び適合性判定 

 に関すること。 

  １１ 建築物の応急危険度判定に関すること。 

細街路係 

   １ 道路位置等の指定等に関すること。 

   ２ 建築基準法第４２条に規定する道路（同法第４２条第１項第１号及び第２号を除く。）の調査及

び判定に関すること。 

   ３ 私道の廃止及び変更に関すること。 

   ４ 指定道路図及び指定道路調書に関すること。 

   ５ 指定道路の種別、位置等の確認及び確定に関すること。 

６ 狭あい道路の拡幅整備に関すること。 

課務担当主査（監察） 

   １ 違法建築物等の取締りに関すること（他に規定するものを除く。）。 

   ２ 保安上危険、衛生上有害な建築物等に対する調査、指導、勧告及び命令等に関すること。 

   ３ 計画通知に係る建築物等に対する必要な措置の要請に関すること。 

   ４ 雑居ビルに関する安全対策連絡協議会に関すること。 

   ５ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受理及び指導に関すること。 

課務担当主査（建築防災） 

    １  耐震改修促進計画に関すること。 

２ 木造民間住宅の耐震化に係る意識の啓発及び知識の普及に関すること。 

３  木造民間住宅の耐震診断及び耐震改修に係る助成に関すること。 
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４ 危険ながけ、よう壁等に係る助成に関すること。 

５  緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る意識の啓発及び知識の普及に関すること。 

６ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震に係る助成に関すること。

７ 老朽家屋の除却に係る助成に関すること。

８ ブロック塀等のアドバイザー派遣及び除却等に係る助成に関すること。

十条・王子まちづくり推進担当部

十条まちづくり担当課長 

  課務担当主査     

１ 十条駅周辺のまちづくりに関すること。                        

２ 十条地区の地区計画に関すること。 

３ 十条地区の防災都市づくり推進計画に関すること。 

４ 十条地区の住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）に関すること。 

５ 十条地区の都市防災不燃化促進事業に関すること。 

６ 十条地区のその他防災まちづくり事業に関すること。 

十条駅西口再開発相談事務所 

１ 十条駅西口地区再開発の総合調整に関すること。 

副参事（連続立体交差事業担当）  

１ 十条駅付近連続立体化に関すること。  

２ 十条駅付近連続立体化に関する計画等に関すること。

３ 十条地区の都市計画道路等に関すること。 

王子まちづくり担当課長

  課務担当主査 

   １ 王子駅周辺まちづくりの調査、計画及び調整に関すること。 
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ま  ち  づ  く  り  部 

都 市 計 画 課 

 １．都市計画に関する事務 

（１）東京都北区都市計画審議会に関する事務（８４６千円） 

    北区都市計画審議会は都市計画行政の円滑な運営を図るため、昭和５１年に設置され、区長の諮問

に応じて都市計画に関すること及び都市計画について区が提出する意見に関することなどについて

審議し答申している。事務局として、審議会の進行、委員の招集及び答申の処理等を行っている。 

    平成３０年度は３回開催した。 

  第１０１回（平成３０年１０月２２日） 

  ・諮問：「東京都市計画防災街区整備事業の決定について（志茂三丁目９番地区防災街区整備

事業）」 

    ・報告事項：「北区都市計画マスタープランの改定」の方向性について 

  第１０２回（平成３０年１２月１３日） 

  ・諮問：「東京都市計画公園の変更について（神谷公園）」 

    第１０３回（平成３１年３月２７日） 

  ・報告事項：「北区都市計画マスタープランの改定」の素案について 

（２）都市計画に関する方針 

 ア 北区都市計画マスタープラン２０２０の策定（１０，７１６千円） 

      北区都市計画マスタープラン２０１０策定から８年が経過し、社会情勢や関連計画・法令、  

        土地利用等に変化が生じてきた。これらの変化に対応しつつ、着実に計画的なまちづくりを推

 進するため、「北区都市計画マスタープラン２０２０」の策定に向けて、平成２９年度から３

 ヶ年で計画内容の改定を行う。 

     平成３０年度は、都市計画マスタープラン専門部会における検討を開始し、区民意向調査やワ 

    ークショップ等を通じて、「キーワード」を把握していきながら、北区の魅力や改善すべき課題 

    に基づき方針の検討を行い、改定素案（案）の取りまとめを行った。 

令和元年度は、改定素案（案）について更に検討を進め、東京都・隣接区や庁内関係部署と 

 調整・協議を行うとともにワークショップやパブリックコメントを通じて区民意見の把握を図

 り、北区都市計画審議会から改定（案）の答申を得る。 

イ 東京都市計画区域マスタープラン 

      「都市計画区域マスタープラン」は、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、

その実現に向けての大きな道筋を明らかにするものとして、都市計画区域ごとに策定するもので

ある。東京都は、平成１６年度に東京都市計画区域マスタープランの都市計画決定を行った。ま

た、平成２０年度に都市計画区域マスタープランで定める都市の将来像の実現を目指すものとし

て、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図るための「都市再開発の方針」、延焼防災機能及び

避難機能等が確保された防災街区として整備を図るための「防災街区整備方針」、住宅市街地の

開発整備の構想の明確な位置付けを行うための「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更

を行った。 

      その後、平成２１年度に策定した５０年先の将来を展望している「東京の都市づくりビジョン

（改定）」を踏まえ、平成２６年度に都市計画区域マスタープランと上記の 3 方針の都市計画

変更を行った。 
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      平成３０年度、東京都では平成２９年度に策定した「都市づくりのグランドデザイン」を踏ま

えた「東京における土地利用に関する基本方針について」を東京都都市計画審議会から答申され

た。 

      令和元度からは、改定に向けた具体的な作業が開始され、令和２年度中に都市計画変更の予定

である。 

東京都の定める広域的な計画は、北区都市計画マスタープランの上位計画にあたり、個別の都

市計画のよりどころとなるものである。北区は、都市計画変更にあたって、原案の作成や計画調

整を行っている。     

 （３）地域地区 

    地域地区は、都市計画法に基づき都市計画区域内の土地を、その利用目的によって区分し、建築物

などについての必要な制限を加えることにより、土地の合理的な利用を図るものである。こうした制

限は、計画的な土地利用を推進し、さらに、都市計画の目的を実現していく上で、最も重要な都市計

画規制の１つとなっている。 

    その中でも用途地域等は、市街地環境の悪化を防止するため、建築物の用途や建ぺい率、容積率、

高さなどを規制するもので、区民に最も身近で基本的な制限である。 

東京都では、東京の都市づくりビジョンに示している「めざすべき市街地像」を実現するため、従

来の概ね８年ごとに行ってきた用途変更等の一斉見直しに代え、原則、地区計画を定めることを条件

に適時用途変更等の変更を行うこととなった。これにより、地域のまちづくりに合わせて、迅速かつ

効果的な用途地域等の変更が可能となった。 

   〔経  緯〕 

    平成１６年度 東京都における用途地域等の一斉見直し 

平成２１年度 補助８３号線周辺南地区地区計画の都市計画決定に伴う変更 

（用途地域、防火地域・準防火地域、高度地区） 

平成２３年度 旧古河庭園周辺の高度地区を変更（３５ｍ高度地区） 

    平成２４年度 飛鳥山公園周辺の高度地区を変更（４０、３５ｍ高度地区） 

十条駅西口再開発事業の都市計画決定に伴う変更 

           （用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域、高度利用地区） 

    平成２５年度 赤羽台周辺地区地区計画の都市計画決定に伴う変更 

           （用途地域、容積率） 

平成２６年度 志茂一丁目、二丁目の新たな防火規制区域を追加 

平成２７年度 西ケ原三丁目、四丁目の新たな防火規制区域を追加 

志茂地区地区計画の都市計画決定に伴う変更 

（用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域） 

赤羽西地区の用途変更に伴う変更 

（用途変更、高度地区、防火地域・準防火地域、新たな防火規制区域） 

補助８１号線沿道地区の高度地区、防火地域・準防火地域の変更 

補助８３号線周辺北地区地区計画の都市計画決定に伴う変更 

（用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域） 

平成２８年度 十条駅周辺西地区地区計画の都市計画決定に伴う変更 

           （用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域） 
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 （４）都市施設 

    ア 道  路 

      都市計画事業については、東京都が都市の骨格を形成する放射線・環状線及び補助線のうち原

則として標準幅員が１６ｍ以上であって放射線・環状線を補完する複数区にまたがる広域的な路

線を施行し、それ以外のものを区が施行する。（平成１２年の都市計画法改正により、４車線未

満の区道の計画決定は区に権限委譲され、法改正以降、区が計画決定した路線については区施

行。） 

      現在、北区における都市計画路線は４６路線、北区が事業を予定している未着手路線は、補助

２４３、２４５号線、東日本旅客鉄道赤羽線付属街路１号線ほか５路線の８路線である。計画区

域内の建築構造物が将来の道路事業に支障をきたすことのないよう、建築に係る事前相談等があ

った時点において、区域線の指導（都市計画法第５３条関係）をしている。 

     〔経  緯〕 

      平成１２年度 区画街路５号線の都市計画決定 

      平成１３年度 区画街路６号線（赤羽駅東口駅前広場の区域と面積）の都市計画変更 

      平成１５年度 補助８５号線の都市計画変更 

平成１６年３月 東京都と特別区は東京都市計画道路（区部）の第二次事業化計画（平成３年度

～１５年度）の期間終了に伴い、「区部における都市計画道路の整備方針（第

三次事業化計画）」（平成１６年度～２７年度）を策定し、優先整備路線を選

定した。 

             優先整備路線の選定 

平成２４年度 区画街路７号線の都市計画変更 

平成２８年３月 東京都と特別区及び２６市 2 町は東京都市計画道路（区部や多摩地域）の第

 三次事業化計画（平成１６年度～２７年度）の期間終了に伴い、「東京におけ

 る都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（平成２８年度～令和７年

 度）を策定し、優先整備路線や計画内容再検討路線などを選定した。 

平成２９年11月 東日本旅客鉄道赤羽線付属街路１号線ほか５路線の都市計画決定 

    イ 公園緑地 

平成１０年、都市計画法施行令改正で区決定の公園面積が４ha 未満から１０ha 未満に変更 

された。北区内は浮間公園、音無・荒川緑地以外の公園緑地が区の決定権限となった。 

      平成２３年、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（以下「第２次一括法」という。）の施行に伴い、区決定の都市計画に係る

知事の同意が不要となり協議になること、公園面積が１０ha以上の公園緑地でも区が設置する

ものは、区決定に変更された。これに伴い、音無・荒川緑地の決定権限等について、東京都と協

議を進めている。 

〔経  緯〕 

平成１８年１月 外語大跡地公園の都市計画決定 

平成１８年３月 都区市町は都市計画公園緑地の整備方針を策定 

             重点公園・緑地の選定、優先整備区域の選定 

平成２３年１２月 都区市町は都市計画公園緑地の整備方針（改定）を策定 

             重点公園・緑地の選定、優先整備区域の選定 

平成２４年度 桐ケ丘中央公園の都市計画変更 

             王子三丁目公園の都市計画変更 

      平成２５年度 赤羽台のもり公園の都市計画決定 
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      平成２６年度 稲付公園、袋町公園（赤羽台さくら並木公園、赤羽台四丁目公園へ変更）、 

飛鳥山公園の都市計画変更 

      平成２８年度 滝野川三丁目公園の都市計画決定 

             浮間三丁目公園の都市計画変更       

      平成３０年度 神谷公園の都市計画変更 

ウ そ の 他 

      都市高速鉄道、河川、下水道等の都市計画決定・変更については、東京都等の決定権者と協議・ 

          調整を行っている。 

      また、都区制度改革に伴う事務移管等により、その他の供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場及

びその他の処理施設（産業廃棄物処理施設を除く）が区決定となった。 

 （５）都市計画決定・変更等に関する事務 

    特別区は、防火地域及び準防火地域、高度地区や区域内都市計画道路のうち４車線未満の区道及び

１０ha未満の公園、緑地等の都市計画決定・変更等を行っていた。平成２３年、「第２次地方分権

一括法」の制定に伴い、都施行以外については、原則として区の決定権限となった。また、都決定に

係わる用途地域についての協議・調整を行っている。 

２．都市計画道路・公園事業に関する事務 

 （１）都市計画道路事業    

    北区内の都市計画道路は４６路線、延長約５９．４㎞であり、平成３０年度末の整備状況は完成延

長が約３５．８㎞、整備率が６０．３％となっている。 

    現在、事業中の路線は路線の一部を含め１４路線、延長８．６㎞であり、放射１０号線（北本通り）

をはじめ、環５－２、補助７３、８１、８３、８５、８６、８７、８８、９０、９２、１８１号線、

区画街路３、７号線である。 

      区は事業の施行者及び対象路線の地元住民との連絡調整等の事務を行っている。 

   〔経   緯〕 

    平成１３年度 補助７３号線（赤羽駅西口～赤羽西２丁目）の事業着手（2月） 

    平成１４年度 補助８８号線（豊島２丁目～豊島６丁目）の事業着手（5月） 

    平成１５年度 東京都と特別区において、「区部における都市計画道路の整備方針」（平成１６年

度～２７年度）策定、都市計画道路の必要性の検証や第三次事業化における優先整

備路線などを選定 

    平成１６年度 補助８５号線の事業区域を追加 

    平成１８年度 環状５-１号線、区画街路５号線が事業完了 

    平成１９年度 補助２４６号線が完了 

    平成２０年度 放射９号線が完成 

    平成２１年度 補助９３号線（東田端二丁目地内）の事業着手 

           補助８３号線（中十条一、二、三丁目地内）の事業着手 

    平成２５年度 区画街路３号線の事業着手 

    平成２６年度 補助７３号線（上十条二丁目、十条仲原一、二丁目地内）の事業着手 

           補助８１号線（豊島区巣鴨五丁目、駒込六、七丁目、北区西ケ原三丁目地内）の事 

           業着手 

           補助８３号線（中十条二、三丁目地内）の事業着手 

           補助８５号線（赤羽台一、二、三丁目地内）の事業着手 

           補助８６号線（志茂一丁目、赤羽西一、四、五丁目地内）の事業着手 
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           補助９２号線（田端三、五丁目地内）の事業着手 

    平成２７年度 補助８６号線（赤羽南一丁目、志茂二丁目地内）の事業着手 

           補助９０号線（堀船三丁目、上中里三丁目地内）の事業着手 

（２）都市計画公園事業    

    北区内の都市計画公園・緑地は平成３１年４月１日現在６３カ所、面積約２８４．０haであり、

平成３０年度末では、約８６．５haの整備状況となっている。 

   現在、事業中の公園は、浮間公園と飛鳥山公園、赤羽台のもり公園、滝野川三丁目公園の４公園で

ある。 

 ３．北区バリアフリー基本構想の推進（７，６７４千円） 

    北区の平成３１年４月１日現在の高齢化率は約２４．９％であり、国や東京都  

      を大きく上回っており、急速な高齢化が進んでいる。また、身体障害者手帳交付者は１万人を 

      超え、現在も増加傾向にあり、バリアフリー社会の早期の実現が課題となっている。 

    北区交通バリアフリー全体構想は、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化の促進に関する法律」（以下「交通バリアフリー法」という。）に基づくバリアフリーのまちづく

りを総合的かつ計画的に推進していくための基本的な方針となるもので、国、東京都、北区、隣接区、

道路管理者、交通管理者及び交通事業者等の協力を得て策定した。この全体構想に基づき、東十条駅

周辺をはじめ５駅周辺の基本構想を策定し、順次事業を進めている。 

このような中、国においては、平成１８年６月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（以下、バリアフリー新法という。）が制定された。さらには平成２３年 3 月には「移動等

円滑化の促進に関する基本方針」が一部改正され、バリアフリー化の目標年次が、令和２年末へ変更

になった。区では、障害者差別解消法の施行等も踏まえ、新たに「北区バリアフリー基本構想」を策

定し、人にやさしい福祉のまちづくりを推進していく。 

     〔経    緯〕 

    平成１２年度 交通バリアフリー法施行 

    平成１３年度 「北区交通バリアフリー協議会」発足 

    平成１４年度 北区交通バリアフリー全体構想策定 

           東十条駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定 

    平成１６年度 王子・上中里・田端各駅周辺の交通バリアフリー基本構想策定 

    平成１８年度 板橋駅周辺の交通バリアフリー基本構想策定 

           「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」が統合し、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律」が施行 

    平成２２年度 移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正 

    平成２７年度 北区バリアフリー基本構想（全体構想）策定 

     平成２８年度 北区バリアフリー基本構想【地区別構想（赤羽地区）】策定 

 平成２９年度 北区バリアフリー基本構想【地区別構想（滝野川地区）】策定 

 平成３０年度  北区バリアフリー基本構想【地区別構想（王子地区）】策定 

 ４．駐車場整備に関する事務    

    駐車施設の整備は公共交通機関の整備、道路の整備とともに都市交通問題解決のために重要な施策

の一つである。また、駐車施設は地域の商業や経済活動の活性化を図るための施設としてもその重要

性を増している。 

    駐車施設対策は公民の適切な役割分担を踏まえ、総合的かつ計画的に区としての施策を進めてい
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く。 

   〔経  緯〕 

    平成１５年度 「駐車場法」等に基づく路外駐車場設置届の受理事務等を特別区で処理することと

なる 

           東京都・特別区駐車場整備基金廃止 

    平成１６年度 既契約の利子補給事務は引き続き駐車場公社が実施 

           運用益は、都と区で協議の上、駐車場公社が自動車駐車場対策など、渋滞解消に資

する事業を行い、その活用を図っていく 

     平成１７年度 既契約の利子補給事務及び運用益による自動車駐車場対策などの事業を（公財）東

京都道路整備保全公社が引き続き実施     

    平成１８年度 駐車場法改正により自動二輪車が法対象に追加 

    平成２４年度 第２次一括法の施行に伴い、路外駐車場設置届等を特別区で処理することとなる 

   〔平成３０年度の実績〕 

    路外駐車場設置届出       ０件 

        満空情報発信端末設置支援申請  ０件 

５．居住環境整備指導要綱に関する事務     

    市街地の居住環境の向上を図り秩序ある整備を促進するため、集合住宅等の建設を対象とし、事業

者に対し、必要な指導及び協力要請を行う。 

    〔適用範囲〕 

    階数３以上かつ住戸数１５戸以上の集合住宅又は延べ床面積１，５００㎡以上の建築物の建設につ

いて適用する。 

   〔内  容〕 

    一定規模以上の建築物を建設する事業者は、建築基準法で定められた建築確認申請を行う前に、要  

綱で定める事項について、プランニングの提出及び協議申し出を行う。区は、事業者に対し、公開空

地、壁面後退、駐車場の設置などについて必要な指導及び協力要請を行う。 

   〔平成３０年度の実績〕 

  協議の申し出件数      ７２件 

６．開発行為の許可に関する事務 

    ５００㎡以上の宅地造成などの開発行為を行う場合には、都市計画法により事前に区長の許可が必

要になっている。 

    開発行為の許可申請を受理すると、必要に応じて道路、下水、消防水利等の公共施設管理者と調整

及び協議を行い、開発行為の計画内容が関係法令に適合しているか否かを審査し許可をする。許可後、

現場検査を行い、適合する場合には検査済証を発行し工事完了の公告を行う。 

   〔平成３０年度の実績〕  

      開発行為許可の申請件数     3 件（新規：1件、変更：2件）  

      完了検査件数               2 件 

７．土地調整事務 

 （１）国土利用計画法に関する事務 

    ア 土地取引の規制 

     国土利用計画法に基づく土地取引の規制は、地価動向を踏まえ、土地取引の円滑化に資するため、

平成１０年９月１日からは契約締結後に届出を行う事後届出制となっている。同法の審査対象は、
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適正かつ合理的な土地利用を図るための利用目的に関する審査である。 

     区は、土地取引の譲受人から都知事あてに提出される土地売買等の「届出」を受理し、土地利用

目的に関する区の意見を添えて東京都に送付する経由事務を行っている。 

     届出対象面積は、２，０００㎡以上 

           平成３０年度届出件数 １５件 延面積 ４８，０１１．３７㎡） 

イ 遊休土地に関する事務 

     遊休土地については、東京都より送られてくる利用現況調査表に基づき、遊休土地の要件 

（２,０００㎡以上、２年以上未利用）に該当するかどうか、利用現況調査を行い、結果を報告し

ていた。平成１６年度からは「遊休土地実態調査」を休止しており、有効かつ適切な利用を特に促

進する必要のある土地があれば報告している。 

      平成３０年度低・未利用地に関する情報提供  ０件 

（２）公有地の拡大の推進に関する法律に関する事務 

    この制度は公共利用の目的に必要な土地について、譲渡の「届出」や買い取りの「申出」があった

とき、公的機関が優先的に土地所有者と先買いの協議ができるものである。 

          平成３０年度土地有償譲渡届出  ９件（面積 １７，７２３．０７㎡） 

          平成３０年度土地買取希望申出   １件（面積    ６７０．８３㎡） 

（３）地価公示価格・基準地価格の周知に関する事務 

    地価公示法等に基づき、一般の土地の取引価格の指標等として活用されるよう、国土交通省及び東

京都からの依頼を受け周知を図っている。 

８．景観づくりの推進に関する事務（１２，０３３千円）      

   北区は、平成６年に「北区都市景観づくり基本計画」を策定し、「北区都市景観づくり条例」に基づ

く景観行政を進めてきた。平成２７年４月には、景観法に基づく景観行政団体となり、新たに制定した

「北区景観づくり条例」を施行するとともに、平成２７年９月、「北区景観づくり計画」を策定した。

景観法及び条例、計画に則り、総合的な景観づくり施策を展開し、うるおいと快適性のある都市景観の

形成を推進していく。 

 （１）大規模建築物等の届出及び景観届出 

    景観づくりに大きな影響を与える一定規模以上の建築行為等を行う事業者に対して景観届出を求

め、適正な景観づくりの形成を図るため、景観形成基準に基づき必要な助言・指導を行っている。 

景観届出 

平成３０年度届出  １２２件（事前協議） １２５件（景観届出） 

（２）北区景観づくり審議会  

「北区景観づくり条例」に基づき、北区における景観づくりに関する重要事項を調査審議するため、

区長の附属機関として平成２７年４月に設置した。 

平成３０年度は１回開催した。 

第５回（平成３１年３月６日） 

・諮問：「新景観百選等の認定に関することについて」 

・報告事項：「ワークショップ、シンポジウムの実施報告」など２件 

（３）景観まちづくりの推進 



- 15 - 

区民や事業者の自主的な取組みによる景観づくりを促進するため、身近にある様々な景観づくりに

必要な情報提供等を実施。 

 ア 景観情報誌の発行 

「みんなでつくる北区の景観 景観づくりニュース＜第４号＞」を平成３０年７月２０日に発行

し、北区ニュースと共に、北区全戸配布した。 

    イ 新景観百選等の認定 

       区民や事業者等の景観づくりへの機運を醸成するとともに、観光資源としての魅力を発信する

ことを目的として、改めて、良好な景観づくりに重要な景観資源を「みんなでつくる『北区景観

百選２０１９』」等に認定する。 

     平成３０年度は、６月から１０月にかけて景観投票を実施し、平成３１年３月に開催された北区

景観づくり審議会にて「みんなでつくる北区景観百選２０１９」、「北区を代表する景観１０選

２０１９」、「こどもが選ぶ景観２０１９」を選定した。 

    ウ 景観ワークショップの実施 

       新景観百選の選定投票に際して、荒川、隅田川の船上から景観百選の候補地を見学し、その魅

力を身近に感じてもらうことにより、景観まちづくりへの機運の醸成を図ることを目的として開

催した。 

    平成３０年度 景観ワークショップ「荒川、隅田川の船上から北区の景観を巡る」 

           開催日：平成３０年８月２３日 

           参加者：３１名 

   エ 景観シンポジウムの実施 

      新景観百選等の投票実施にあたり、講演・パネルディスカッションをとおして、北区の景観資

源の魅力を共有することにより、景観まちづくりへの機運の醸成を図ることを目的として開催し

た。 

                       開催日：平成３０年９月２２日 

            参加者：４５名 

（４）地域公共サイン 

区内各駅周辺などから公共施設への正確な誘導を図るため、総合案内板等の公共サイン整備し、維

持管理を行う。 

ア 公共サインの清掃委託 

公共サインの持つ景観的要素や情報伝達機能を維持するため、定期的な清掃委託を実施する。 

 平成３０年度 １１６基の公共サイン等について月1回の清掃を実施。 

イ 総合案内板等の改修工事 

経年的な劣化や破損等に伴う補修や案内表示内容等の変更に伴う改修を実施する。 

      平成３０年度 誘導標４ヶ所の改修を実施。 
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ま ち づ く り 推 進 課 

１．地区計画制度に関する事務 

  〔目的・内容〕 

   地区計画制度は、それぞれの地域にふさわしい良好な市街地環境を形成するため、法的に土地利用を

コントロールする制度である。地域住民と話し合い、まちづくりルールを都市計画として決定し、良好

な市街地を維持・形成するよう建築事業者等を指導していく。 

〔実   績〕 

地 区 名 

都市計画決定年月 
地区計画の目標 

面 積 

累計届出件数 

（平成30年度件数）

浮間舟渡駅周辺地区 

昭和 61年 1月 

駅周辺にふさわしい市街地の形成と土地の合理的な高度 

利用、周辺公園と調和した良好なまち並みを形成する。 

約 3.1ha 

4４件 

（1件） 

北赤羽駅浮間口周辺地区

昭和61年 3月 

駅周辺において、住・商・工混在地区にふさわしい土地 

の合理的な高度利用と活気のある良好なまち並みを形成 

する。 

約 3.9ha 

10４件 

（0件） 

北 区 環 状 7 号 線 

（沿道地区計画） 

平成元年4月 

道路の騒音の著しい環状7号線の沿道において、「幹線 

道路の沿道の整備に関する法律」に基づき、沿道環境の 

整備・保全に関する事項を都市計画（沿道地区計画）に 

定めている。 

約 13.3ha 

416件 

（19件） 

田 端 駅 周 辺 地 区 

平成元年10月 

田端駅周辺地域の核としてふさわしい、土地の合理的な 

高度利用と活気のある良好な市街地を形成する。 

約 1.5ha 

5 件 

（0件） 

豊 島 八 丁 目 地 区 

（再開発等促進区を 

定める地区計画） 

平成 6年 4月 

隣接する隅田川の水辺環境を生かし、道路、公園、都市 

型住宅、業務施設を整備することにより、業務・居住機 

能が複合した良好な市街地を形成する。 

約 4.6ha 

４件 

（0件） 

豊 島 四 丁 目 地 区 

（再開発等促進区を 

定める地区計画） 

平成 16年 12月 

隅田川スーパー堤防整備事業により親水空間を実現する 

とともに、道路、公園等の基盤の整備及び商業系生活利 

便施設や都市型住居機能の整備を行い、あわせて周辺地 

区を含めた市街地の防災性の向上、商業系及び住居機能 

が共存する複合的なまちづくりを推進する。 

約 2.9ha 

３件 

（1件） 

豊島五・六丁目地区 

（再開発等促進区を 

定める地区計画） 

平成 17年 8月 

新田地区の開発にあわせ整備される、北区画街路第５号 

線の周辺地区において、土地の合理的かつ健全な利用と 

周辺地区を含めた市街地の防災性の向上を図り、良好な 

まちづくりを推進する。 

約 2.5ha 

３件 

（0件） 

田端二丁目周辺地区 

平成 18年 3月 

土地区画整理事業による都市基盤の整備にあわせ、地区 

の特性に応じた街並みの形成を誘導し、暮らしやすい住 

環境を確保する。 

約 7.5ha 

248件 

（0件） 

豊 島 一 丁 目 地 区 

平成 20年６月 

地区の現況、住民意向などを踏まえ、居住環境に配慮し 

た良好な市街地の形成と中高層住宅と業務系施設の共存 

を図る。 

約 2.9ha 

８件 

（0件） 

桐ケ丘一・二丁目地区

平成24年 12月 

都営住宅を適切に誘導し、道路・公園の再配置を行い、 

地区の防災性を高め、ゆとりある住環境と豊かなみどり 

あるまちを形成する。 

約 47.3ha 

６件 

（0件） 
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赤羽台周辺地区 

平成 26年 3月 

住宅団地建替や公益的施設の建築等を適切に誘導し、道路

・公園等の適切な再配置を進め、災害時の防災性向上と、

緑豊かで良好な住宅市街地を形成する。 

約 25.9ha 

３件 

（1件） 

志茂地区 

（防災街区整備地区計画）

平成 27年 12月 

本地区の防災機能を強化し、地区特性に応じた快適で安全

な市街地を形成する。 

約 116.0ha 

251件 

（74件） 

西ケ原地区 

平成 29年 1月 

防災公園への安全な避難経路や消防活動のための道路、身

近な防災機能や環境形成に資する公園・広場等、公共施設

の確実な整備を図るとともに、地域特性にあわせた建築物

等の適切な制限を行い、健全な土地利用と建替えの誘導を

図り、安全で良好な住環境を形成する。 

約 30.0ha 

51件 

（29件） 

（変更届含む） 

２．赤羽駅東口地区まちづくり 

  〔事業目的〕 

   赤羽駅東口地区は、戦後の区画整理事業により市街地が整備され、商店街を中心に繁栄してきた。一

方で商業地区の分散や建替えが困難な長屋形式の老朽化した店舗・住宅、自転車の違法駐車などの諸課

題が生活環境改善や商業停滞の要因と指摘されている。 

   そこで、駅前の土地の高度利用や地域の環境改善などにより、地域特性を活かした市街地活性化を目

指す地域に愛着を持った住民主体のまちづくり活動を支援し、赤羽駅東口地区を賑わいがあり、将来に

わたり住み続けることができる持続発展可能なまちづくりへ誘導する。 

 （１）赤羽駅東口地区まちづくり全体協議会 

[事業内容] 

本協議会は赤羽駅東口地区（約４３ｈａ：赤羽一丁目、赤羽二丁目、赤羽南一丁目３番～２０ 

番）を対象区域とし、地域に愛着を持ち、住み続けられるまちづくりを目指し、勉強会や情報交換等を

行う住民主体の組織であり、区は、協議会の事務局として活動を支援している。 

協議会は年４回程度の幹事会を中心にまちづくりの課題等について検討を行うとともに、作業部会

（交通関連部会、赤羽小学校部会、東洋大学連携部会）など特定課題の研究を行っている。 

平成２７年９月には「赤羽駅東口地区まちづくりゾーニング構想」をまとめ、将来の赤羽駅東口地区

の望ましい姿をまとめた。 

最近は地区内で事業化が検討されている市街地再開発事業を契機に、ゾーニング構想の実現に向けた

具体な検討を主な活動内容としている。 

  〔経  緯〕 

平成２１年１０月 赤羽駅東口地区まちづくり全体協議会設立 

平成２２年２～３月  ユビキタス光のまちプロジェクト実証実験（東本通り東ブロック、スズラ 

           ン通り商店街）※ＬＥＤ照明にＩＣＴ通信機能を付加する社会実験ユビキ 

           タス特区事業を誘致し実施 

     平 成 ２ ２年 度 赤商連、ＪＲ東日本による赤羽駅リニューアル計画に関する関係者会議開 

           催 

赤羽スズラン通り商店街における商店街活性化事業実施のため、地域商店 

街活性化法に基づく計画認定に向けて検討を実施 

     平 成 ２ ３年度 ３月（Ｈ24.3）赤羽駅東口地区まちづくり全体協議会総会を開催。役員の 

改選と駅前通南ブロック部会と駅前通北ブロック部会を統合し駅前通り南 

北ブロック部会とし、東口駅前広場とその周辺の諸課題を検討することと 

した。 

平 成 ２ ４年 度  オアシス アート ラ・ラ・ガーデン 環境整備事業（コミュニティ道路の一 

           方通行化、歩道の拡幅、歩道内駐輪スペースの設置、彫刻の展示等） 

   平 成 ２ ６年 度 赤羽駅東口地区のまちづくりゾーニング構想の策定について話し合いがも 
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           たれ、３月（H27.3）の総会にて構想の中間報告が採択された。 

      平 成 ２ ７年 度 ９月（H27.9）の臨時総会において、「赤羽駅東口地区まちづくりゾーニ 

ング構想」を正式に採択した。 

            ２月（H28.2）の総会において、今後の活動方針として、東洋大学との大 

           学連携によるまちづくりをはじめとして地域課題の解決等の事項を確認。 

   平 成 ２ ８年 度 ２月（H29.2）の総会において、幹事会で承認された作業部会の設置の報 

           告。 

平 成 ２９年度 ２月（H30.2）の総会において、会則の変更、作業部会の活動報告、新た 

なまちづくりの動き（後述（２）参照）を応援する旨の平成３０年度の活動方針

を決定。 

   平 成 ３ ０年 度 3月（Ｈ31.3）の総会において、幹事会及び作業部会の活動報告、幹事の選任、

周辺の事業計画にあわせた地域の拠点施設の在り方を検討していく新年度の活動

方針が承認された。 

〔令和元年度予定〕 

引き続き、住民主体のまちづくりを支援する。特に地域内で事業化が検討されている市街地再開発事

業と、協議会活動の整合を事務局として図る。 

（２）赤羽一丁目市街地再開発事業 

〔事業内容〕 

 大規模商業施設と商店街が共存する商業の中心地である赤羽駅東口地区において、土地の合理 

的かつ健全な高度利用を図ることにより、一層のにぎわい創出と生活利便性の高い住生活環境 

を整備し、かつ災害に強いまちとするため、都市再開発法に基づき、赤羽一丁目における第一種 

市街地再開発事業を民間の再開発組合により施行する。 

〔経過等〕 

 平成 28年 6月 「赤羽一丁目第一地区市街地再開発準備組合」設立 

平成 29年 12月 区長進達により、都知事に準備組合設立届を提出 

平成 30年 5月 「赤羽一丁目第二地区市街地再開発準備組合」※設立 

平成 30年 6月 準備組合から区に、事業化に向けた要望書が提出される 

※第二地区は加入率が法定要件を満たしていないため、区としては「準備組合」の名称を使用 

した準備組織と受け止めている。（平成31年 3月現在 56％） 

   〔令和元年度以降の予定〕 

   （第一地区準備組合の想定） 

令和元年度  都市計画決定 

令和２年度  再開発組合設立認可、権利変換計画認可 

令和３年度  着工 

令和６年度    竣工 

３．田端地区土地区画整理事業 

  〔都施行までの経緯〕 

    昭和２１年４月 土地区画整理を都市計画決定 

   昭和２３年３月 約８３haの区域で、田端復興土地区画整理組合（旧組合）を設立 

            土地区画整理事業を開始 

   昭和３３年２月 裁判所の組合設立無効の判決によって組合を解散 

   昭和６３年３月 既に事業が進捗していた約４１haについて、都が換地処分を実施 

都は、残り約４２ｈａのうち、土地の権利と現況土地利用が著しく異なっ 
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ている区域を中心とした約７.５haについて、東京都施行の土地区画整理事 

業の実施を決定 

〔都施行決定後の経緯〕 

   平 成 元 年 度 都は、事業計画素案の説明会を開催し、田端地区事務所を開設 

   平 成 ４ 年 度 区は、都の依頼を受け、田端第二公園を都市計画変更し、童橋公園の都市計画決

定 

   平成１０年２月 都は、事業計画（事業施行期間：平成19年 6月 30日まで）を告示 

平成１１～１４年度 区は、滝野川第一小学校の減歩充当用地として1,604.82㎡の用地を取得 

   平成１７年６月 都は、事業計画変更（事業施行期間：平成26年3月 31日まで）を告示 

           し、換地設計（案）発表 

   平成１８年１月  第１回仮換地指定の通知（以降、平成２２年１０月までに計６回の通知が行われ

る） 

平成１８年３月  地区計画を都市計画決定 

平成１９年６月  第１回仮換地の引渡し（以降、平成２４年8月まで計９回の仮換地引渡し 

                 が行われ、全域の仮換地引渡しが完了） 

   平成２５年３月 補助９２号線道路工事完了、交通解放 

平成 27年 10月  換地処分の公告 

   平成 28 年 3 月 事業計画（清算）変更（事業施行期間 平成 34年 3月 31日まで） 

平成２８年６月 区は都から、区有施設（旧滝野川第一小、田端児童館）の清算金3,702,620 

円の交付を受ける。 

〔その他〕 

  平成 28 年 9 月 地元連合自治会からの防災広場としての活用をとの要望を受ける。 

  平成２９年５月 区画整理事業区域内に児童遊園用地を東京都より取得 

  〔令和元年度予定〕 

東京都は令和３年度の事業完了に向け、清算金の徴収・交付を行っていく。 

 ４．赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業（拠点開発型） 

  〔事業目的〕 

   赤羽台団地の建替えにあわせ、周辺の道路・公園等の公共施設整備を総合的に行い、都市機能の更新

や市街地環境の改善、良質な都市型住宅の供給を進める。 

  〔経  緯〕 

   平 成 １ ５年 度  「赤羽台周辺地区住宅市街地整備総合支援事業」の整備計画について、国 

           土交通大臣が承認 

   平 成 １ ６年 度 整備計画書の縦覧 

   平 成 ２ ２年 度 社会資本総合整備計画（第一期）の提出 

   平 成 ２ ３年 度 事業評価の実施、社会資本総合整備計画変更の提出 

     平 成 ２ ５年 度 社会資本総合整備計画変更の提出 

     平 成 ２ ７年 度 社会資本総合整備計画（第二期）の提出 

     平 成 ２ ８年 度 東京都事業評価委員会による事業の再々評価の実施 

社会資本総合整備計画（第一期）の事後評価の実施 

      平成２９年６月 区議会建設委員会に「赤羽台トンネル付近昇降機設置計画について」 

を報告 

平成３１年２月 赤羽台トンネル脇エレベータ供用開始 

〔令和元年度予定〕 

 （仮称）赤羽台のもり公園整備工事着手予定 

 ５．大規模団地建て替え計画等の調整に関する事務 

大規模団地の建て替え計画等について、都市計画マスタープランや北区基本計画等との整合を図るた

め、庁内各課並びに関係機関との調整を行う。 
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 （１）都営桐ケ丘団地再生計画 

東京都は、昭和２９年から５１年にかけて建設された桐ケ丘団地（５，０２０戸）について、平成

４年９月に「都営桐ケ丘団地再生基本計画」、平成７年３月に「都営桐ケ丘団地再生推進計画」を作

成し、同計画に基づき既存住宅の改善事業と建替事業を実施している。 

平成２４年１２月、既決定されている都市計画一団地を廃止し、桐ケ丘一・二丁目地区地区計画を

都市計画決定した。 

◇建替事業 

〔建替戸数〕  

     前期 第１期：平成 ８～１２年度   ６ 棟５８２戸 

       第２期：平成１２～１６年度  １４棟８７２戸 

       第３期：平成１６～２０年度   ９ 棟６１１戸（前期合計 ２９棟２，０６５戸） 

    後期 第４期：平成２０～２９年度 

第５期、第６期：平成２４～令和７年度  事業中 

    〔事業経過〕 

    平成 9年 3月～ 

    平成２４年 2 月 建替 1期～3期までの事業を完了 

   平成２２年６月 都が区議会建設委員会に第４期・５期計画を報告 

       平成２５年１月 第４期・第５期建替事業に係る環境影響評価書を公示 

    平成２６年３月 建替第4期GN02街区の工事に着手（平成２８年度末完成） 

       平成２８年６月 都が区議会建設委員会に第６期計画（案）を報告 

      平成２９年７月 建替５期GN04・05街区の工事に着手 

      平成３０年９月 Ｅ47号棟の解体工事に着手 

〔令和元年度予定〕 

 ・東京都と連携を図りながら、第 6 期計画に係わる諸課題の整理を進める。特に、公共公益施設等

に係わる地域開発要綱の協議を進める。 

   ・建替 5期ＧＷ05街区の建築工事に着手予定 

（２）赤羽台団地建て替え計画 

都市再生機構は老朽化した赤羽台団地の建替事業を実施している。 

商業施設、広場の整備が完了し、従前居住者の移転用住宅の建替えの最終段階を迎えている。 

区は住宅団地の建替えに合わせ、赤羽台地区全体の今後のまちづくりについて、西工区への都市計

画公園の整備計画や団地東工区への教育・文化拠点としての大学誘致などを定め、地区全体の課題に

ついて整理し、都市再生機構とまちづくり協定を締結した。なお、協定の内容や今後の土地利用の方

針等を踏まえ、平成２６年３月に赤羽台周辺地区地区計画の都市計画決定を行った。 

〔事業経過〕 

     平成１３年３月 団地建替に伴う環境影響評価調査計画書を都に提出 

     平成１５年７月 環境影響評価書を都に提出 

平成１６年１～３月 都市公団法３１条（現都市機構法１４条５項）の規定に基づく団地建替 

             計画協議を実施 

     平成１６年８月 第 1期 1ブロックの建物除却及び建築工事に着手 

     平成１８年９月 第 1期 1ブロックの戻り入居を開始（402戸） 

     平成１９年４月 第 1期 2ブロックの建物除却及び建築工事に着手 

平成２２年１１月 第 1期２ブロックの入居開始（941戸） 

平成２３年１２月 第Ⅱ期、第Ⅲ期の一部建物除却工事着手 

平成２４年１２月 商業施設（マルエツ他）オープン 

 平成２５年５月 赤羽台団地50～53号棟の建物除却工事に着手 

平成２５年１０月 第Ⅲ期（D2）建築工事に着手（平成28年 8月完成） 

平成２７年１２月 第Ⅲ期（D1）の入居開始 

        平成２８年１月 赤羽台保育園（新園舎）開園 
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平成２８年８月 第Ⅲ期（D２）の入居開始 

         通所介護施設（日生デイサービスセンターきずな赤羽台）オープン 

平成 30年 9月  第Ⅳ期の入居開始 

〔令和元年度予定〕 

   ・Ｆ街区及びＧ街区の土地利用方針を含めた地区計画の変更に向けて協議調整を進める。 

（３）都営王子本町三丁目アパート建替え計画 

    老朽化した王子本町三丁目アパートの建替えを行う。 

   〔建設計画〕 

    建替え前 ５階建て １２棟（１～12号棟）５７０戸 

      （13～16号棟の建替えは将来計画とする） 

    建設計画 ５～８階建て ８棟（A～H棟）５６０戸 

   〔保育所の整備〕 

    地域開発要綱により王子本町保育園の新園舎を整備した（平成２６年１月移転済）。 

   〔事業経過〕 

       平成２２年３月 移転補償説明会（４～１２号棟） 

平成２２年 12 月  建替第1期（４～12号棟）の解体工事に着手 

平成２３年12月 建替第1期（４～12号棟）の建物基礎解体工事、新築工事着手 

       平成 27 年３月 建替第1期工事完了（外構工事含） Ａ～Ｆ棟計444戸完成 

       平 成 27 年 度  建替第2期 解体工事に着手 

       平成 28 年７月 建替第2期 新築工事に着手（G,H棟計 116戸） 

   〔令和元年度予定〕 

   ・令和元年秋に13号、14号棟及び上十条アパート１、２、５号棟の居住者の一部がＧ棟 

        及びＨ棟へ移転予定 

（４）都営浮間三丁目アパート建替え計画 

    老朽化した浮間三丁目アパートの建替えを行うとともに、区立浮間三丁目公園を移設する。 

   〔建設計画〕 

    建替え前 ５階建て １６棟５５０戸 

    建設計画 ７～９階建て ８棟５４７戸（第１期３棟136戸 第２期５棟411戸） 

第１期  １2～14号棟を解体し３棟建替え 

第２期  １～11号棟、16号棟を解体し５棟建替え 

〔浮間三丁目公園の移設〕 

     都営住宅の建替えを契機に、公園施設の更新、公園へのアクセス性を高め、公園の利便性・防災

性の機能向上を図るため、計画地内の北東角に移設する。 

   〔事業経過〕 

       平成２７年８月 建替第1期Ａ棟（7階建て48戸）建築工事に着手（平成29年 9月完 

            成） 

平成 28年 10月  建替第1期Ｂ、Ｃ棟（５階、７階建て計88戸）建築工事に着手（平成 

             30 年度完成予定） 

    平成２９年４月 建替第2期計画まとまる 

平成２９年１２月 建替第２期8～10号棟解体工事に着手 

平成３０年5月 建替第2期 Ｄ棟（8階建て、88戸）建築工事に着手 

      〔令和元年度予定〕 

    ・建替第2期3～5号棟解体工事に着手  

（５）都営上十条アパートの撤去 

    老朽化し現地で建替えが困難な上十条アパートを撤去する。 

    現居住者の移転先の確保の都合から段階的に撤去を行い、同地は国有地のため東京都から国に返還
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される。 

[現況] 

   ５棟１６６戸 

   [撤去（移転）計画] 

    第１段階  

１，２，５号棟の居住者移転及び同建物解体工事 

     ５号棟用地のみ国に先行返還 

第 2段階  

３，４号棟の居住者移転及び同建物解体工事 

     １～４号棟用地の国への返還 

 [跡地利用] 

    区は十条まちづくり用地に活用するため、先行して返還される5号棟用地について、平成 

３０年１１月、国に対し取得意向を表す文書を提出した（平成30年 11月 27日区議会十条まちづ

くり特別委員会報告）。 

   [令和元年度予定] 

    元年冬頃 １，２，５号棟居住者移転 

    （元年４月１７日、居住者向け移転説明会が開催され、移転先として王子本町三丁目アパート等が

提示された。） 

６．景観形成地区に関する事務 

 〔事業目的〕 

  景観法に基づく景観行政として、総合的な景観づくり施策を展開し、うるおいと快適性のある都市景観

の形成を推進する。 

 〔事業内容〕 

平成２７年９月に策定した「北区景観づくり計画」を踏まえ、良好な景観づくりの取り組みを進め、新

たに景観形成重点地区の指定に向けた作業を行う。 

平成３０年度から２か年計画で「中央公園周辺地区」を景観形成重点地区に指定するための取組みに着

手した。 

３０年度は現在の景観形成方針地区内の町会自治会を中心に教育機関、自衛隊等の参加を得て計３回の

ワークショップを開催し、景観形成基準の骨子を検討した。 

 景観形成重点地区（３地区）  景観形成方針地区（６地区） 

・西が丘地区 

・隅田川沿川地区 

・旧古河庭園周辺地区 

 ・飛鳥山公園周辺地区 

 ・石神井川沿川地区 

 ・崖線沿線地区 

 ・都電沿線地区 

 ・荒川沿川地区 

 ・中央公園周辺地区 

 〔令和元年度予定〕 

  引き続き「中央公園周辺地区」について、景観形成基準の検討を進め、年度内に景観形成重点地 

区に指定する。 

７．優良建築物等整備事業・都心共同住宅供給事業 

〔事業目的〕 

市街地環境の整備改善及び良質な中高層共同住宅の供給を図ることを目的とする。 

〔事業内容〕 

２人以上の敷地の共同化により共同住宅を建設したり、老朽マンションを建替えようとしたりする者

に対し、区が建設費の一部（事業計画作成費、共同施設整備費、土地整備費）を助成する。 

（東京都住宅マスタープランにおいて「重点供給地域」と定められた地域では「都心共同住宅供給事業」
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を、それ以外の地域では優良建築物等整備事業が適用される） 

〔事業実績〕 

地 区 名 採択年度 完成年度 戸 数 事業の別 

神谷一丁目地区 平成元年 平成４年 ５９ 優良建築物等整備事業 

上十条四丁目地区 平成５年 平成６年 ９９ 優良建築物等整備事業 

滝野川六丁目地区 平成７年 平成９年 ８４ 優良建築物等整備事業 

王 子 五 丁 目 地 区 平 成 ８ 年 平成 10年 ９６ 都心共同住宅供給事業 

王子五丁目第２地区 平成 11年 平成 12年 ３０ 都心共同住宅供給事業 

神谷一丁目第２地区 平成 12年 平成 13年 １９ 都心共同住宅供給事業 

王子五丁目第３地区 平成 14年 平成 15年 ７９ 都心共同住宅供給事業 
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防災まちづくり事業担当副参事 

１．都市防災不燃化促進事業（１０５，１７７千円：十条地区を含む） 

  〔事業目的〕  

   大規模な地震に伴い発生する火災等から、区民の生命を保護するための防災都市づくりの一環とし

て、避難地や避難路周辺区域の建築物の不燃化を促進することを目的としている。（不燃化率目標７

０％） 

  〔事業内容〕 

避難地、延焼遮断帯又は避難路の周辺に不燃化促進区域を指定し、その区域内で一定の基準（２階以

上かつ高さ７ｍ以上（地区防災道路志茂地区は各部分の高さが５ｍ以上）等）を満たす耐火建築物等を

建築する方に建築費等の一部を助成している。 

また、事業の一層の促進と定住化を図るため、三世代住宅加算・住宅型不燃建築物助成を行っている。 

さらに、平成２６年度より、一定の基準を満たす建築物の解体除却に係る費用の一部を新たに助成対

象としている。 

現在、補助８６号線志茂地区、補助８６号線赤羽西地区、地区防災道路志茂地区、補助８１号線沿道

地区が事業中である。 

〔事業中〕 

地 区 事 業 面 積 事 業 期 間 
助成棟数 
（Ｈ30年度分） 

助成棟数(累計）
(平成31年3月末現在)

不燃化率 

[耐火率] 
(平成 31年3月末現在)

補助86号線志茂地区 ３．２ha 

平成 27 年度

(12月)～ 

令和７年度 

３棟

(うち除却助成１棟)
４棟 

５９．３８％ 

[４６．９６％] 

補助86号線赤羽西地区 ３．７ha 

平成 27 年度

(12月)～ 

令和７年度 

１棟 ５棟 
４４．３７％ 

[３２．５１％] 

地区防災道路志茂地区
１８．３

ha 

平成 27 年度

(12月)～ 

令和７年度 

１６棟 

(うち除却助成２棟)

３５棟 

(うち除却助成9棟)

５９．４９％ 

[４３．３９％] 

補助81号線沿道地区
０．２５

ha 

平成28年度～ 

令和７年度
０棟 １棟 

５１．２９％ 

[４２．４４％] 

〔事業予定〕 

地 区 事 業 面 積 経過 

補助８６号線赤羽南地区 ２．３ha 

平成 29年度 事業導入調査実施 

平成 30年～ 事業化に向け必要な都市計画等の手続きを 

       進める。 
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〔事業完了〕 

＊小台通り、環状７号線地区、本郷・区役所前通り地区、北本通り地区は不燃化率未調査 

不燃化率…（耐火建築物＋準耐火建築物の建築面積×0.8）／全建物の建築面積×100％ 

   耐 火 率…耐火建築物の建築面積／全建物の建築面積×100％ 

２．住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）（以下 密集事業という） 

（７０５,４０８千円：十条地区を含む） 

（１）西ケ原地区：地区面積３０．０ha  

   〔事業目的〕 

    西ケ原みんなの公園をはじめとした、東京外国語大学跡地への公園、道路整備にあわせ、周辺の密

集市街地の防災性向上及び居住環境の改善を図るため、住民との協働により、良好な住環境を整備す

る。 

   〔事業内容〕 

    整備計画に基づき、道路・公園等の公共施設の整備を行う。共同建替などを行う住民等に対し、そ

の費用の一部を助成する。 

   〔事業実績〕 

    平成１４年度 現況調査（調査区域約７０ha西ケ原三、四丁目及び滝野川一丁目） 

    平成１５年度 整備計画作成（区域面積２５．４ha） 

    平成１６年度 事業計画作成（地区面積２５．４ha） 

           国土交通大臣より整備計画の承認・事業計画の同意 

    平成１７年度 西ケ原まちづくり協議会設立 

           外大周辺道路用地の取得 

    平成１８年度 仮称：東京外国語大学記念施設用地を取得 

    平成１９年度 東京都建築安全条例による新たな防火規制（新防火規制）を６月１日より実施 

平成２２年度 西ケ原みんなの公園開園（防災公園街区整備事業：UR） 

平成２３年度 西部つどい広場用地の取得 

平成２５年度 地籍調査に係る用地測量及び求積測量成果の閲覧を実施（西ケ原三丁目の一部地

区） 

平成２６年度 西部つどい広場整備工事及び開園。 

地 区 事 業 面 積 事 業 期 間 助成棟数(累計)

事業完了時

不燃化率 

［耐火率］

小台通り地区  ３．１ｈa 
昭和６０年度～

平成６年度 
４５棟 

[７０．３８％] 

環状７号線地区 １３．３ｈa 
平成元年度～

平成１５年度 
５７棟 

[６１．１４％] 

本郷・区役所前通り地区 １３．８ｈa 
平成６年度～

平成１５年度 
４６棟 

[５９．１２％] 

北本通り地区 １５．２ｈa 
平成９年度～

平成１８年度 
５２棟 

[６９．７２％] 

補助 88号線地区 ６．７２ｈa 
平成 16年度～

平成26年度 

建築 ４７棟 
７１．４６％ 

[５５．２２％]
除却 ２棟 
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（仮称）滝野川一丁目児童遊園用地の一部を取得。 

密集事業の整備計画を変更。西ケ原三丁目58～64、同四丁目1～6を追 

加し、約30.0ha に拡大。3２年度まで延長。 

    平成２８年度 平成 29年 1月 27日付けで地区計画の都市計画の決定告示を行った。 

（仮称）滝野川一丁目児童遊園用地及び（仮称）西ケ原三丁目広場用地の取 

得 

    平成２９年度 （仮称）西ケ原三丁目児童遊園拡張部２画地用地取得 

    平成 30年度 （仮称）滝野川一丁目児童遊園整備工事（その1） 

（仮称）西ケ原三丁目児童遊園整備工事 

〔令和元年度予定〕 

・（仮称）滝野川一丁目児童遊園整備工事（その２） 

・（仮称）滝野川一丁目児童遊園道路拡幅整備工事 

・谷戸さんさん児童遊園公園台帳作成委託 

（２）志茂地区：地区面積９９．４ha 

〔事業目的〕 

    平成１６年度、防災生活圏促進事業の完了にともない、本事業を導入し、継続して地区内の防災性

向上及び居住環境の改善を図るため、住民との協働により、道路・公園等の整備を行い、良好な住環

境を整備する。 

〔事業内容〕 

    整備計画に基づき、道路・公園等の公共施設の整備を行う。共同建替え等の建て替えを行う住民等

に対し、その費用の一部を助成する。 

〔事業実績〕 

    平成１４年度 現況調査（調査区域約１２３ha志茂一～五丁目及び岩淵町） 

    平成１６年度 整備計画作成（区域面積３８．２ha） 

    平成１７年度 事業計画作成（地区面積３８．２ha） 

           国土交通大臣より整備計画の承認・事業計画の同意 

    平成１８年度 志茂まちづくり協議会設立 

平成１９年度 東京都建築安全条例による新たな防火規制（新防火規制）を６月１日より実施 

    平成２０年度 志茂三丁目を整備地区へ編入拡大するため整備計画・事業計画を変更（地区面積６

２．０ha） 

           旧志茂小学校の体育館を除却し、その跡地に子育て支援施設と併せた防災まちづく

りの拠点施設となる集会所・防災備蓄倉庫を建設 

    平成２１年度 東京都建築安全条例による新たな防火規制（新防火規制）を７月１日より志 

           茂三丁目に拡大 

           志茂三丁目小柳公園用地取得 

           志茂ゆりの木公園整備工事 

平成２２年度 志茂ゆりの木公園開園 

平成２３年度 共同建替え勉強会開催（志茂三丁目） 

       志茂五丁目で防災マップを作成 

       志茂三丁目小柳川公園整備工事 

平成２４年度 志茂三丁目小柳川公園開園 

       共同建替え勉強会実施（志茂三丁目） 

       志茂一～四丁目で防災マップを作成 

平成２５年度 志茂一、二丁目を整備地区へ編入拡大するため整備計画を変更（地区面積９９．４

ha） 

       志茂一～五丁目を不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）志茂地区として申請（地

区面積９９．４ha） 

       モデル事業（主要生活道路４号線）として用地折衝委託実施 
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 志茂四わかば児童遊園用地取得および測量・基本設計（ワークショップ４回） 

平成２６年度 不燃化特区事業開始（４月１日指定） 

東京都建築安全条例による新たな防火規制（新防火規制）を６月１日より志茂一・

二丁目に拡大 

       道路拡幅予定箇所に用地折衝委託の本格導入 

平成２７年度 防災街区整備地区計画策定（12月 17日） 

       志茂四わかば児童遊園の整備工事 

平成２８年度 志茂四わかば児童遊園開園 

              共同建替勉強会（志茂3-9）（志茂1-14） 

平成２９年度 無電柱化勉強会の開催（計4回） 

        志茂三丁目9番地区防災街区整備事業の検討 

平成 30年度 旧志茂地域振興室解体工事 

       （仮称）志茂二丁目児童遊園基本設計委託（話し合う会2回） 

〔令和元年度予定〕 

（仮称）志茂二丁目児童遊園実施設計委託 

 3．木密地域不燃化10年プロジェクト    

   （1）不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度の取組（２６１,０５２千円：十条地区を含む） 

  〔事業目的〕 

東京都では、木密地域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」に取り

組んでいる。区では、従来の木密対策に加え、より積極的な取り組みを行う地区について、同プロジェ

クトの主要施策の一つである「不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）」の指定を受け、東京都の支援

策を活用しながら、令和２（２０２０）年度までに、「燃え広がらない・燃えないまち」の実現を図る

ことを目的とする。  

①志茂地区 

〔経  過〕 

平成２３年度 １月  東京都が木密地域不燃化１０年プロジェクト実施方針を公表 

平成２４年度 ６月  志茂一・二・三・四・五丁目の各自治会長の連名で、「木密特区の選定を求

める要望書」を区長宛提出 

平成２５年度 ９月  東京都に不燃化特区の指定を申請 

平成２６年度 ４月  不燃化特区の指定（助成制度開始） 

       ４月～ 整備プログラムの実施  

       ５月  不燃化特区制度を志茂まちづくり協議会、不燃化特区説明会において地域住

民に説明 

平成２７年度 ７月～ 事業周知のため、主要生活道路および補助８６号線沿道に全戸訪問を実施 

          １２月～ 壁面後退奨励金の助成開始 

平成２８年度 ７月～ 長屋及び共同住宅も助成対象となるように要件を緩和 

      １０月～ 老朽空き家の除却に対する助成金を拡大 

平成２９年度 ５月  不燃化セミナーを実施 

１１・２月  住まいの相談会を実施 

１２月～ 戸別訪問による意向調査を実施 

 ３月  整備プログラムを変更（コーディネーター派遣を追加） 

   平成 30年度 9月～ 戸別訪問による意向調査を実施 

          9月  不燃化セミナーを実施 

        10・3月  住まいの相談会を実施 

〔平成30年度実績〕 

・専門家派遣      13件 

  ・老朽建築物除却支援  20件 

  ・不燃化建替え支援   20件 
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  ・壁面後退奨励金     1件 

〔令和元年度予定〕 

 ・不燃化セミナー及び住まいの相談会を実施予定 

・平成２９年度に実施した防災生活道路の全戸訪問に対するフォローアップ 

〔取組み（主なもの）〕 

・不燃化建替え助成や老朽建築物除却助成による不燃化建替えの促進 

・壁面後退奨励金による道路状空間の確保 

  ②赤羽西補助８６号線沿道地区 

〔経  過〕 

   平成２６年度 １0月   不燃化特区相談会を開催 

１２月   東京都に不燃化特区の指定を申請 

  2 月   整備プログラムの認定を受ける 

   平成２７年度  ４月   不燃化特区の指定（助成制度開始） 

         ４月～  整備プログラムの実施 

          9月   東京都に不燃化特区の整備プログラム変更を申請 

（エリア拡大の変更申請を行った。） 

１２月   不燃化特区の指定（区域拡大） 

１２月～  整備プログラムの実施 

   平成２８年度  ７月～ 長屋及び共同住宅も助成対象となるように建替助成の要件を緩和 

       １０月～ 老朽空き家の除却に対する助成金を拡大 

平成２９年度  ８月～ 戸別訪問による意向調査を実施 

平成３０年度  ９月～ 戸別訪問による意向調査を実施 

         ３月    整備プログラムを変更（士業派遣を追加） 

〔平成30年度実績〕 

・専門家派遣         4件 

 ・老朽建築物除却支援    5件 

〔令和元年度予定〕 

 ・平成２９年度に実施した防災生活道路の全戸訪問に対するフォローアップ 

〔取組み（主なもの）〕 

・不燃化建替え助成や老朽建築物除却助成による不燃化建替えの促進 

  ③補助８１号線沿道地区 

〔経  過〕 

平成２６年度  ７月   不燃化特区説明会開催 

8月   東京都に不燃化特区の整備プログラム変更を申請 

            （既に補助81号線沿道地区として豊島区が不燃化特区の指定を受け 

            ていたため、エリア拡大の変更申請を行った。） 

１０月    不燃化特区の指定（助成制度開始） 

１０月～ 整備プログラムの実施 

   平成２８年度  ７月～ 長屋及び共同住宅も助成対象となるように建替助成の要件を緩和 

       １０月～ 老朽空き家の除却に対する助成金を拡大 

〔取組み（主なもの）〕 

    ・不燃化建替え助成や老朽建築物除却助成による不燃化建替えの促進 

（２）特定整備路線に関する事務 

特定整備路線は、東京都が木密地域不燃化１０年プロジェクトの施策の一つとして、「防災都 

  市づくり推進計画」の中で指定した整備地域内の都市計画道路のうち、延焼遮断帯の形成など、 

  防災上、整備効果の高い区間を対象として、平成３２年度までに整備を行うとしている。区は、 
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  道路整備と併せて沿道のまちづくりを進める。 

〔経  過〕 

平成２４年度  東京都が、北区内で以下の路線を候補区間として選定 

・補助７３号線      幅員 20ｍ、延長890ｍ（十条まちづくり担当所管） 

・補助８１号線      幅員 20ｍ、延長930ｍ（うち北区内は約30ｍ） 

・補助８６号線（赤羽西）  幅員 20ｍ、延長1,150ｍ 

・補助８６号線（志茂）  幅員 20ｍ、延長620ｍ

   平成２５年度  東京都が、１０～12月にかけて区間ごとに事業説明会を実施 

平成２６年度  東京都が、現況測量及び用地測量をすすめ、事業認可を取得 

     ・補助７３号線      平成２７年２月２４日（十条まちづくり担当所管） 

     ・補助８１号線      平成２７年２月２４日 

     ・補助８６号線（赤羽西） 平成２７年２月２４日 

     ・補助８６号線（志茂）  平成２７年２月６日 

      平成２７年度  東京都が、用地買収を開始 

           北区が、補助８６号線（志茂、赤羽西）沿道の一部用途地域等を変更。 

           （12月） 

４．地区防災不燃化促進事業（２３，６４６千円：十条地区を含む） 

  〔事業目的〕 

東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するた

め、防災生活道路周辺に不燃空間を形成するとともに、防災上のネットワークを形成し、地域の防災

性向上と区民の安全確保を目的とする。 

〔経  過〕 

平成２９年度 「東京都北区地区防災不燃化促進事業」を導入 

平成３０年度 西ケ原地区の事業対象路線を拡大 

       全戸訪問による周知及び相談会の実施 

〔令和元年度予定〕 

全戸訪問による周知 

５．志茂三丁目9番地区防災街区整備事業 

〔事業内容〕 

志茂三丁目 9 番地区は、建替えができない老朽木造住宅が密集しており、災害時における延焼火災

等による被害が懸念されてきた。こういった背景のもと、これまで、地元住民と共に共同建替えの検討

を進めてきた。平成２９年度に区は、一般財団法人首都圏不燃建築公社と基本協定を締結し「防災街区

整備事業」の導入の検討を進め、平成３０年３月に「志茂三丁目9番地区防災街区整備事業準備組合」

が設立された。今後区は、志茂地域における防災まちづくりの一環として、都市計画決定、事業認可に

向けた支援を行う。 

〔経  過〕 

平成２１年度 防災まちづくり勉強会、建替え意向等のアンケート等を実施 

平成２２年度 共同建替え勉強会、地権者ヒアリング調査等を実施 

平成２３年度 共同建替え勉強会、地権者意向調査を実施 

平成２４年度 共同建替え勉強会、地権者事業参画意向確認を実施 

                     一部の権利者の賛同が得られず、共同建替えの検討中止を決定 

      平成２７年 「志茂地区防災街区整備地区計画」決定 

平成２８年度 戸別訪問の実施、共同建替え勉強会の再開 

平成２９年度  一般財団法人首都圏不燃建築公社と「志茂地区のまちづくりに関する基本協定」を

締結 

連携協力のもと「防災街区整備事業」の導入を検討 

      志茂三丁目９番地区防災街区整備事業準備組合設立 
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   平成 30年度 まちづくり提案書が提出される 

          「防災街区整備事業」の都市計画決定 

          事業組合設立認可 

〔令和元年度予定〕 

 （組合の予定） 

権利変換計画認可 

既存建物解体工事着手 

６．無電柱化チャレンジ事業（２４,１６２千円） 

〔事業目的〕 

平成２８年１２月に「無電柱化の推進に関する法律」、平成２９年９月には「東京都無電柱化推進条

例」が施行されるなど、制度上の環境も整備され、電線類の地中化（無電柱化）の推進が求められてい

る。 

これまで区では、都市計画道路等の歩道がある幅員の広い道路において、無電柱化を実施してきたが、

新たに、志茂の木造住宅密集地域における主要生活道路の歩道のない狭い道路（北 1284 号（志茂ス

ズラン通り商店街の一部・志茂平和通り商店街））において、東京都の「無電柱化チャレンジ支援事業」

を活用して無電柱化を推進する。 

〔経  過〕 

      平成２９年度   無電柱化の勉強会を開催（計4回） 

               「志茂地域の魅力あるまちづくりについての要望書」が志茂町会自治会連合 

                会から提出される。

                 「志茂スズラン通り商店街、志茂平和通り商店街における無電柱化の推進を 

                    求める要望書」が志茂二丁目町会・志茂スズラン通り商店街・志茂平和 

                    通り商店街から連名で提出される。 

平成３０年度  無電柱化チャレンジ事業の着手 

        基礎調査検討委託（地下埋設物調査、地上機器設置箇所の検討、手法の検討） 

        技術検討会（2回） 

〔令和元年度予定〕 

基本設計委託 

地上地下インフラ3Ｄマップ作成委託 

技術検討会（計4回） 

無電柱化チャレンジ事業の認定 
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住 宅 課 

１．住宅施策の計画に関する事務 

住宅の量の確保から質の向上へと住宅施策を転換し、市場重視・良質な住宅ストック重視等の政策に

重点を移した住生活基本法の制定や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住

宅セーフティネット法）が制定されるなど、住宅施策を取り巻く環境は、大きく変化している。こうし

た住宅施策の動向や新たな課題に的確に対応するため、北区住宅対策審議会の答申を踏まえ、平成２２

年３月「北区住宅マスタープラン２０１０」を策定した。 

このマスタープランに基づき、ファミリー世帯への定住化支援、少子・高齢社会に対応した子育て世

帯、高齢者・障害者世帯等への居住支援、分譲・賃貸マンションへの支援策及び空き家対策など様々な

住宅施策の展開を進めるとともに、北区における住宅事情や動向の把握、国及び東京都の関連施策との

連携を図るなど、区の住宅施策の計画に関する事務を行っている。 

 ２．区営住宅の管理（３１４，９０２千円）  

小規模な都営住宅の移管を受け区営住宅として管理している。住宅に困窮している一定所得以下の方

を対象として、入居者の募集、使用料の徴収、居住者対応等の管理を行っている。なお、区営住宅の管

理は平成１９年度から許可・認可に関することを除き、指定管理者による運営とした。 

管理開始年度 住   宅   名 戸 数 

平成９年度 
浮間二丁目第２アパート   ７０ 

浮間二丁目第３アパート   ６２ 

平成 10年度 赤羽北二丁目アパート  ８０ 

平成 11年度 
東田端二丁目アパート  ８１ 

赤羽北三丁目第２アパート  １５ 

平成 12年度 

志茂五丁目アパート   １８ 

浮間三丁目第３アパート   ７８ 

浮間三丁目第４アパート   ２０ 

平成 13年度 赤羽西六丁目第２アパート  ７４ 

平成 14年度 

西が丘一丁目アパート  ２１ 

西が丘一丁目第２アパート   ７ 

西が丘二丁目アパート  ３６ 

平成 15年度 赤羽西六丁目第３アパート  ５８ 

計 ６２０ 

             （平成３１年４月１日現在、管理戸数：１３団地６２０戸） 

３．区民住宅の管理（６７，５２４千円） 

土地所有者等が建設した中堅所得者層家族世帯向けの良質な賃貸住宅を、区が２０年間借り上げて

区民住宅として管理している。区内在住在勤の方を対象として、入居者の募集、使用料の徴収、居住

者対応等の管理を行っている。 

なお、区民住宅の管理は平成１９年度から許可・認可に関することを除き、指定管理者による運営

とした。 
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管理開始年度 住   宅   名 戸 数 

平成 11年度 王子一丁目第二区民住宅 ４０ 

（平成３１年４月１日現在、管理戸数：１団地４０戸） 

 ※令和２年１月末をもって区民住宅の借上げは終了 

  4．高齢者住宅の管理（３１０，３４９千円） 

６５歳以上の単身者の方で、住宅に困窮している一定所得以下の方を対象として、入居者の募集、使

用料の徴収、居住者対応等の管理、管理人による居住者の安否確認や生活相談を行っている。なお、区

建設の高齢者住宅の管理は平成３０年度から建物維持管理のみ指定管理者による運営とした。 

区分 管理開始年度 住   宅   名 戸 数 

借上げ 平成３年度 
シルバーピアＫ・Ｉビル   ２５ 

ヴィラ・ケルン   １０ 

借上げ 平成４年度 エルダーハウス十条     ８ 

借上げ 平成５年度 
エルダーピアⅡ   ２４ 

エルダーピアⅢ   １３ 

借上げ 平成６年度 シルバーピアマジェスティガーデン   １３ 

借上げ 平成７年度 
シルバーピア王子   ２８ 

シルバーピアカーサエスペランサ   ２２ 

借上げ 平成８年度 
シルバーピア秀華   ２４ 

シルバーピア寿   ２７ 

借上げ 平成９年度 シルバーピア天心館   １８ 

直 営 平成 29年度 シルバーピア赤羽北   ７５ 

計 ２８７ 

      （平成３１年４月１日現在、管理戸数：１２団地２８７戸） 

５．都営住宅公募（６２３千円） 

「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき、都営住宅及び都民住宅の都公

募の申込用紙の配布を行っている。また、都営住宅地元割当については、申込用紙の配布、抽せん及

び入居者の決定に関する事務を行っている。 

なお、平成19年度から一部の公募事務を指定管理者が行っている。 

 ６．住宅マスタープラン改定（１１,３３３千円） 

住宅・住環境を取り巻く状況の変化や国・東京都等における住宅政策の動向に対応して、北区の住宅

政策について基本的な考え方を示すとともに、北区の特性を生かした住まいづくりを進めるため、現行

の北区住宅マスタープラン２０１０を改定する。平成３０年度に実施した基礎調査、環境分析及び北区

住宅対策審議会での審議及び答申等を踏まえ、令和元年度に北区住宅マスタープラン２０２０を策定す

る。 

７．仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設（５０７，２００千円） 

  民間借り上げ住宅の契約期間が順次満了を迎える８施設１４３戸分の移転先として、令和 2 年度ま

でに区営シルバーピアを建設する。 

令和元年度は、平成３０年度に引き続き建設工事（平成30年度～令和２年度債務負担行為）を進め
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る。 

８．仮称区営浮間四丁目アパート建設準備（４９，５２７千円） 

  「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」を踏まえ、区営赤羽北二丁目アパート建替えに伴

う入居者の仮移転または本移転先として、令和６年度までに区営アパートを建設する。 

  令和元年度は、基本・実施設計（令和元年度～令和2年度債務負担行為）及び地盤調査を実施する。 

 ９．空き家等利活用対策（９，３８５千円） 

  周辺の生活環境への深刻な悪影響を及ぼしている空家等に対して空家等対策の推進に関する特別措

置法に基づく指導、勧告、命令等の措置を講じるため、区長の附属機関として設置する東京都北区空家

等対策審議会の審議及び答申を経て、特定空家等に認定し、庁内の関係部署と連携した対応を行ってい

る。 

   また、平成３０年３月に策定した北区空家等対策計画に基づき、空き家に関する様々な相談に対応す

るための空き家等相談総合窓口の開設、専門家又は職員による個別相談の実施、空き家に関する諸問題、

適正管理等に関する普及啓発を図るための講演会の開催を行うほか、空き家の利活用、適正管理に関す

る助成事業等を実施している。 

１０．住まい安心支援（１，２３０千円） 

住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など）の賃貸住宅への円滑な

入居の促進について、民間不動産関係団体、居住支援団体等と協議を行うための居住支援協議会を設立

した。 

令和元年度は、居住支援協議会における協議を経て、居住支援に関する仕組みづくり、情報提供等に

ついて検討を行う。 

１１．高齢者向け優良賃貸住宅の供給（３，３２４千円） 

北区とＵＲ都市機構が連携して、バリアフリーや手すりの設置、緊急通報システムの設置など既存住

宅を改良した高齢者向け賃貸住宅を供給している。 

１２．住まい改修支援（２０，３００千円） 

住宅の長寿命化・定住化の促進と地域経済の活性化のため、区民が区内中小事業者を利用して自己の 

    住宅の改修を行った場合に、工事費用の２０％（上限１０万円）を助成している。 

なお、申請期間は、令和元年６月３日からとし、予算額に達し次第受付を締め切る。 

１３．子育て世帯への居住支援に関する事業 

（１）三世代住宅建設助成（２３，３７０千円、１３（２）事業の予算を含む） 

ファミリー層の定住促進と高齢者の居住の安定を図るため、区内で「三世代世帯（親・子・孫等に 

   より構成されている世帯）」で居住するための準耐火建築物以上の耐火性を備え、高齢者に配慮した 

     設備を有するなどの要件を備えた「三世代住宅」の建設費用の一部（定額５０万円）を助成している。 

また、三世代同居のために住宅を改修する場合に、１棟につき改修費用の５０％（上限３０万円）

を助成している。 

（２）親元近居助成（１３（１）事業の予算額に含む） 

介護・子育て等の共助の推進や定住化の促進を図るために、１８歳未満の子どもを１人以上 

  扶養している世帯が、北区に１０年以上住んでいる親世帯の近くに住むために、北区に住宅を 

  取得した場合の登記費用の一部（上限２０万円）を助成している。 

（３）ファミリー世帯等転居費用助成（４，７６７千円） 



- 34 - 

北区に１年以上居住している１８歳未満の子どもを２人以上扶養・同居している世帯が、区内の民

間賃貸住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い民間賃貸住宅に転居した場合に、転居費

用の一部（礼金と仲介手数料の合算額）について３０万円を限度に助成している。 

また、北区に１年以上居住している障害者世帯及びひとり親世帯が、立ち退きの求めを受けて、区

内の民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額について１５万円

を限度に助成している。 

１４．高齢者世帯住み替え支援（２，７２８千円） 

   北区に１年以上居住している６５歳以上の高齢者世帯が、区内の民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に転

居した場合に、住み替えの際にかかる費用の一部（５万円）を助成している。 

    また、立ち退きの求めを受けて、区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額

について１５万円を限度に別途助成している。 

１５．分譲マンション対策（１，５５５千円） 

分譲マンション管理組合や区分所有者を対象に「分譲マンション管理無料セミナー」を開催し、分譲

マンション管理のための知識や情報の提供を行っている。また、マンション管理士による一般向けの「分

譲マンション管理無料相談」、管理組合向けの「マンション管理士派遣制度」を、随時受付により行っ

ている（年２回まで）。そのほか、劣化診断調査費用の一部を助成している。 

１６．分譲マンション耐震改修支援（６７，８０３千円） 

昭和５６年５月３１日以前に建築に着手し、その後の新耐震基準に適合する増改築を行っていない分

譲マンション管理組合に対し、耐震アドバイザー、精密診断、耐震設計及び改修工事に要する費用の一

部を助成している。 

１７．賃貸マンション耐震化支援（２，１９７千円） 

昭和５６年５月３１日以前に建築に着手し、その後の新耐震基準に適合する増改築を行っていない賃

貸マンションの所有者に対し、耐震アドバイザー、精密診断に要する費用の一部を助成している。 

１８．建築調整に関する事務（８８５千円） 

（１）中高層建築物紛争予防に関する事務 

中高層建築物の新築、増築、改築又は移転に起因する日照阻害、電波障害等の紛争を予防・調整

するため、「東京都北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建

築主に建築計画の事前公開（建築計画の標識設置）や説明会等を行わせることにより建築紛争の予

防を図る。また、「東京都北区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱」に基づき、床

面積の合計が８０㎡以上の建築物の解体工事に係る事前周知も指導している。 

建築紛争となった場合は当事者の依頼により、区が第三者の立場で解決を図るため「あっ    

せん」・「調停」を行う。職員による「あっせん」と、「あっせん」で解決には至らないが    双

方の解決に向けた相当な余地がある場合は、同条例により設置された「北区建築紛争調停    

委員会」の意見を聴き、調査審議を行う「調停」がある。紛争調停委員会は、法律、建築又    は

行政等の知識及び経験を有する委員３名で構成している。 

（２）集合住宅の建築及び管理に関する事務 

       区民が住み続けることができるまちづくり（紛争の防止、ファミリー層の定住化となる住戸の整

備、地域コミュニティの促進及び良好な居住環境の形成など）を行うため「東京都北区集合住宅の

建築及び管理に関する条例」に基づき、３階以上かつ１５戸以上の共同住宅を新築、増築等する場
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合、条例に基づく適正な建築及び管理を行うよう指導している。 

１９．建築審査会に関する事務（１，８５９千円） 

     建築審査会は、建築行政の公正な運営を図るため、区長の附属機関として設置されている。 

法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関する知識及び経験を有する委員５名と、学識経験

者である専門調査員１名の計６名で構成している。 

建築審査会では、特定行政庁（区長）の許可等に対する同意案件の審議や、建築基準法令の規定によ

る特定行政庁、建築主事もしくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為につい

ての審査請求に対する審理・裁決を行っている。また、特定行政庁の諮問に基づく建築基準法の施行に

関する重要事項の調査審議や、関係行政機関に対する建築基準法の施行に関する協議及び連絡を行って

いる。 

２０．平成３０年度の実績は次のとおりである。 

（１）都営・区営・区民・高齢者住宅等公募 

ア．申込用紙配布数 

募集月 公   募   名 用 紙 配 布 数 

５ 都 営 住 宅 あ き 家 公 募 ３，３４４ 

６ 

都 営 住 宅 公 募 （ 地 元 割 当 ） ５６９ 

区 営 住 宅 あ き 家 公 募      ５６５ 

都 民 住 宅 あ き 家 公 募      １８８ 

７ 区 民 住 宅 あ き 家 公 募      １４５ 

８ 

都 営 住 宅 単 身 者 向 ・

単 身 者 用 車 い す 使 用 者 向 ・

シ ル バ ー ピ ア 公 募

２，０５８ 

都 営 住 宅 ポ イ ン ト 方 式 ・

車 い す 使 用 者 世 帯 向 公 募
    １，４０１ 

９ 北 区 高 齢 者 住 宅 公 募      １０７ 

11 都 営 住 宅 あ き 家 公 募    ３，００７ 

12 都 民 住 宅 あ き 家 公 募
        先着分    ８６ 

        抽選分  １１９ 

２ 

都 営 住 宅 単 身 者 向 ・

単 身 者 用 車 い す 使 用 者 向 ・

シ ル バ ー ピ ア 公 募

   ２，２８０ 

都 営 住 宅 ポ イ ン ト 方 式 ・

車 い す 使 用 者 世 帯 向 公 募
  １，５８３ 

イ．都営住宅地元割当公募 

募集月        種          別 募集戸数 応募者数   倍 率 

６    あ き 家 住 宅 単身・家族向 ２ ５９ ２９．５ 

ウ．区営住宅公募 
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募集月        種           別 募集戸数 応募者数  倍 率 

６ あ き 家 住 宅 家 族 向 ５ ８８ １７．６ 

   エ．区民住宅公募 

募集月        種           別 募集戸数 応募者数  倍 率 

７ あ き 家 住 宅 家 族 向 ３ １ ０．３ 

       オ．区民住宅随時募集 

時期        種           別 募集戸数 入居者数 

随時 あ き 家 住 宅 家 族 向 ６ １ 

     ※平成３１年１月より、公募から随時募集に切り換え 

カ．北区高齢者住宅公募 

募集月        種           別 登録人数 応募者数   倍 率 

 ９ あ き 家 住 宅 単 身 者 ２３ ９８ ４．３ 

（２）住まい改修支援助成 

助 成 件 数        ２１７ 

（３）高齢者向け優良賃貸住宅の供給 

年 度 整備戸数    管理戸数 

２２年度 ５ ５ 

２５年度 １ ６ 

２６年度 １ ７ 

２８年度 １ ８ 

２９年度 ０ ８ 

３０年度 0 ８ 

（４）三世代住宅建設助成 

決 定 件 数 １１ 

（５）親元近居助成 

決 定 件 数     ６９ 

（６）転居費用助成 



- 37 - 

対 象 世 帯 決 定 件 数 

フ ァ ミ リ ー 世 帯   1６ 

障 害 者 世 帯   １ 

 ひ  と  り  親  世  帯   ０ 

（７）高齢者世帯住み替え支援助成 

事 業 名 件 数 

住み替え支援   １３ 

転居費用助成     ７ 

  （８）分譲マンション管理無料セミナー 

開 催 日 テ ー マ 参加者数 

平成３０年１０月６日（土）「大規模修繕工事のすすめ方」ほか ３５名 

平成３１年２月２日（土）
「マンション劣化診断から大規模改修まで 

～実例による模擬体験と留意点～」ほか 
２３名 

（９）分譲マンション管理無料相談 

形 式 件 数 

個 別 ４ 

派 遣 ０ 

（１０）マンション劣化診断調査費用助成 

（１１）分譲マンション耐震化支援 

事 業 名 決 定 件 数 

耐 震 ア ド バ イ ザ ー 費 用 助 成 ０ 

耐 震 診 断 費 用 助 成 １ 

耐 震 補 強 設 計 費 用 助 成 ３ 

耐 震 改 修 費 用 助 成 １ 

  （１２）賃貸マンション耐震化支援 

事  業  名 決 定 件 数 

耐 震 ア ド バ イ ザ ー 費 用 助 成  ０ 

耐 震 診 断 費 用 助 成  ０ 

 （１３）建築調整件数 

事 業 名 決 定 件 数 

劣化診断 ７ 
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（１４）建築審査会処理件数 

許可等に対する同意（計１２件） 審査請求 

第４３条（不接道許可） ４ １ 

第４４条（道路内建築物の許可） ６ 

第４８条（近隣商業地域内建築物の許可） １ 

第５６条の２（日影制限の許可） １ 

（１５）特定空家等措置件数 

措置の内容 件数  改善件数 

特定空家等の認定 ９ １ 

助言又は指導（第１４条第１項） ７ 

勧告（第１４条第２項） ０ 

命令（第１４条第３項） ０ 

代執行（第１４条第９項、第１０項） ０ 

あっせん   件 数 
処 理 状 況 標識設置 

届出件数 解決 打切り 継続 

新 規 受 付 分 ０ ０ ０ ０ 

１２３ 前 年 度 未 解 決 分 ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ 
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建 築 課

１．建築基準法及び関係法令に基づく建築確認等の事務 

（建築課管理事務費 １１，５９６千円） 

 （１）区に提出された建築物、工作物及び昇降機等の確認申請について、建築物の用途、構造、規模、避

難・防火関係、日影、構造強度、建築設備関係等の審査を行うとともに、敷地と道路の関係等を現地

調査し、建築基準法及び関係法令に適合していることを審査する。平成１６年４月から、北区生活安

全条例に基づく指導が、平成１８年１２月には高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関す

る条例（バリアフリー条例）への適合性審査が、平成 19 年 6 月からは構造計算書の偽装等を防止

するため、一定の高さ以上等の建築物についての指定構造計算適合性判定機関による適合性判定が、

平成２９年４月からは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき一定規模以上の建

築物についての区または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定が、それぞれ義務

づけられた。 

また、確認申請のあった建築物及び区民からの陳情、消防署からの通知があった建築物についてパ

トロールを行い、違反建築物に対して是正指導を行っている。 

建築物で地上階数が３以上（共同住宅は階数 3 以上）の建築物については、申請に基づき中間検

査を行う。 

なお、区の建築確認の対象はおおむね下記のものである。 

      １）建築物で延べ面積が１０，０００㎡以下のもの 

       ２）１）に附属する工作物及び建築設備 

（２）東京都建築安全条例、バリアフリー条例などに対応すべく、関係部署と連携して協力体制を強化し

ている。 

（３）長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、建

築後の維持保全計画が作成されている等の住宅（長期優良住宅）について認定を行う。 

（４）都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物（低炭素建

築物）について認定を行う。 

（５）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、省エネ性能の向上に資する建築物の計

画や基準適合について認定を行う。 

 ２．建築の許可、認定及び仮使用の認定 

（１）建築基準法の規定に基づく特例許可を建築審査会の同意を得て行う。 

（２）建築基準法及び関係法令の規定に基づく認定について、周辺状況等を調査の上、計画内容が 

   市街地の環境に配慮されたものであるか等について審査を行い、特定行政庁としての認定を行 

   う。 

（３）工事中の建築物に対して、安全上、防火上及び避難上支障のない場合には仮使用の認定を行 

   う。 

 ３．諸証明及び建築計画概要書の写しの交付 

住宅用建物の登録免許税軽減を受けるための住宅用家屋証明書、建築台帳等記載事項証明書、道路位

置指定証明書及び建築計画概要書の写しを交付する。  

４．狭あい道路拡幅整備事業 （４３０，４８４千円） 

東京都北区狭あい道路等拡幅整備要綱に基づき、防災・環境・交通上区民の日常生活をより快適なも

のとするために、建築基準法の主旨を踏まえつつ、土地・建物の関係権利者の協力を得ながら、幅員４

ｍ未満の道路等の拡幅整備を行っている。併せて、後退用地内の門塀等の撤去費の一部及びすみ切り部
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分の助成を行っている。 

また、道路拡幅が可能な敷地に対しても、関係権利者の協力を得ながら整備している。 

  ５．道路調査及び道路位置指定 

建築基準法では、建築敷地が幅員４m 以上の道路に２m 以上接道しなければ建築ができないと規定

されている。そのため、現地調査等を行い幅員４ｍ未満１．８ｍ以上の道が建築基準法上の道路に該当

するか否かの判定等を行っている。 

また、建築基準法に基づく道路位置等の指定、廃止（開発区域の面積が５００㎡以上となる場合は、

都市計画法の開発行為の許可にて行うが、廃止については別途告示する必要がある。）を行っている。 

６．指定道路台帳整備  

建築基準法の改正に伴い、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成１９年国土交通省令第

６６号）が平成２２年４月に施行された。この改正により、建築基準法第４２条に基づく道路等につい

て「指定道路図」及び「指定道路調書」の作成と公開が義務付けられた。これをうけ平成２０年度より

一部現地測量を含めた業務委託を行い、平成２９年度に「指定道路図」及び「指定道路調書」の作成が

完了した。平成３０年度は、「指定道路図」の公開に向けてシステムの構築を行い、窓口にて区内全域

の「指定道路図」及び「指定道路調書」を閲覧に供し、「指定道路図」についてはホームページで公開

した。 

７．建築物等の防災指導、定期報告等 （建築防災事務費 ４，２１６千円） 

（１）既存の商業、飲食等の雑居建築物所有者・使用者等に対して、建築基準法に定められた基準を周知

し、警察署、消防署等の関係機関と連携して改善指導、是正指導を行う。また、建築物の防災週間等

の時期をとらえ、消防署との合同点検を実施する。 

（２）特定建築物・防火設備・建築設備及び昇降機について、所有者又は管理者に報告を求め適切な維持・

管理の指導を行う。また、未報告の建築物の所有者又は管理者には督促や、直接訪問し催促するとと

もに是正指導することで、建築物の適切な維持管理を推進する。 

 （３）既存建築物の地震に対する安全性について窓口相談を行う。また、必要に応じて建築物の耐震診断

の相談及び診断を行う専門機関の紹介を行う。 

    平成１４年度より、区職員による木造住宅の簡易耐震診断を行い、診断結果に基づき耐震改修の方

法を指導し、助言する。 

 （４）保安上危険な老朽建築物及び危険ながけ、擁壁等の改善指導を行う。 

 （５）建築物の窓ガラス、屋外突出物等の落下物による災害防止について改善指導を行う。 

 ８．擁壁等安全対策支援事業 （９，５１２千円） 

地震・台風及び集中豪雨等の自然災害に備え、住宅地を形成する危険な擁壁等の安全を図るため、高

さ２ｍを超える擁壁や道路に面する高さ１．５ｍ以上の擁壁等の改善工事費の一部助成を行っている。 

さらに、高さ２ｍを超える擁壁のうち、土砂災害特別警戒区域内にあるものについては、より手厚く

改善工事費の一部助成を行っている。 

９．がけ・擁壁等の安全・安心支援事業 （がけ・擁壁等現況調査費 ３５，６７３千円） 

東京都は平成２８年３月、北区の「自然がけ」を土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律（以下「法」という。）に基づく「土砂災害警戒区域等」を指定した。また、平成２９

年１１月には、「人工がけ」等について、基礎調査の結果を新たに公表した。今後は、「人工がけ」等

についても、「土砂災害警戒区域等」が指定されるが、法の調査対象となるがけ・擁壁等は、高さ５ｍ

以上で傾斜度３０度以上のものに限定されている。 



- 41 - 

全国各地で多発している記録的豪雨による土砂災害等に対する防災意識の高まりなどから、北区は、

建築基準法の対象となる高さ２ｍ以上のがけ・擁壁等の現況調査を実施し、その結果をもとに所有者等

への意識啓発や区民の安全・安心支援に取り組むこととした。そのため、区内全域に存在する高さ２ｍ

以上で傾斜度３０度以上のがけ・擁壁等の抽出及び現地実態調査を行い、外観目視により、３か年にわ

たって安全性の確認調査を実施することとした。 

   平成２９年度は、住宅地図データや高低差データ（レーザープロファイラによる計測データ） 

  等を活用して机上抽出調査を行い、がけ・擁壁等の位置及び調査箇所数を把握した。平成３０年 

  度は赤羽西地区にて、令和元年度はその他の地区にて、机上抽出を行ったがけ・擁壁等の現況調 

  査を実施し、現地の実態を把握する。 

１０．建築物の応急危険度判定 

   応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性ならび

に建築物の部分等の落下、転倒の危険性を速やかに判定し、調査済（緑）、要注意（黄）、危険（赤）

のステッカーを貼り、被災建築物を使用できるかどうかの情報を提供し、被災後の人命に係わる二次的

災害を防止することを目的としている。 

   大規模な災害の場合、判定を必要とする建築物の量的な問題等で、行政職員だけでは対応が難しい場

合がある。区では東京都防災ボランティア制度に基づく応急危険度判定員に登録されている者のうち、

北区に在住、若しくは在勤の方に、組織的、機動的に活動していただくために、「北区被災建築物応急

危険度判定員会」を組織して、全体会議等を行い、態勢を整備している。 

１１．木造民間住宅の簡易耐震診断 

 昭和５６年以前に建築に着手した木造民間住宅を対象として、区民からの依頼により職員による簡易

的な耐震診断を実施している。既存建築物の耐震性を把握し、耐震改修により建築物の耐震性の向上を

図り、災害に強いまちづくりを推進していく。 

１２．木造民間住宅耐震化促進事業 （８５，０３９千円） 

地震時における木造民間住宅の倒壊を防ぎ、区民の安全確保のため、耐震改修等により木造民間住宅

の耐震性の向上を図る。昭和５６年以前に建築に着手した木造民間住宅の所有者に対し、耐震診断士の

無料派遣や耐震補強設計・耐震改修工事・建替え工事の費用の一部助成を行っている。 

１３．緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 （１８５，５８６千円） 

   地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保 

  するため、耐震改修により緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の向上を図る。 

   平成２３年４月から、昭和５６年以前に建築に着手した緊急輸送道路沿道建築物について、耐 

  震診断・耐震補強設計・耐震改修工事の費用の一部助成を実施している。なお、平成２４年１０ 

  月から、耐震建替え工事にも拡充している。 

   さらに、平成２３年１１月から特定緊急輸送道路（緊急輸送道路のうち特に重要として指定さ 

  れた道路）の沿道建築物について、より手厚い耐震化助成を実施している。なお、平成２４年 

  １０月から、耐震建替え工事、除却工事にも拡充している。 

   また、平成２６年４月からは、耐震診断の結果、耐震性が著しく低い建築物の改修について助 

  成を拡充している。 

１４．老朽家屋除却支援事業 （１２，８３６千円） 

   平成２５年度から、危険な老朽空き家住宅の除却費用の一部を助成することにより、地震等の自然災

害による被害や管理不全な状態による事故等の防止を図っている。 
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   また、密集事業区域内（不燃化特区を除く。）において、まちづくりに資する跡利用を行う等一定の

要件を満たした場合、除却費用の助成を拡充している。 

１５．建設工事に係る分別解体等の指導 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、特定建設資材を用いた下記の規模の工事に

ついて事前に審査し、分別解体等が適切に行われるよう指導する。 

 （１）建築物の解体で、床面積の合計が８０㎡以上のもの 

 （２）建築物の新築又は増築で、当該工事に係る床面積の合計が５００㎡以上のもの 

 （３）建築物の修繕又は模様替等で、請負代金の額が１億円以上のもの 

 （４）建築物以外のものの解体又は新築等（工作物・土木工事等）で、請負代金の額が、５００万円以上

のもの 

１６．指定確認検査機関に関わる照会及び指示 

      指定確認検査機関に提出された確認申請については、必要に応じ現地調査を行い、敷地と道路との関

係等を確認するとともに、関係各課に概要書等を供覧し、条例、要綱等へ適合させるための情報提供を

行っている。 

また、指定確認検査機関からの建築確認業務に関わる照会や報告に対して、建築基準法及び関係法令

に関する疑義がある場合には、必要な措置を講ずるよう指導・助言を行う。 

１７．平成３０年度建築課の主な取扱実績は、以下のとおり。 

（１）建築確認等申請件数（建築物） 

（２）建築確認等申請件数（工作物） 

      内訳 

種別
装飾塔 広告板

突出 

看板
広告塔 擁壁 煙突 サイロ その他 合  計 

確認申請 ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １

計画通知 ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １

計 ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ２

完了申請 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

完了通知 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

     内訳

種別

木 

造

鉄骨鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄  筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造
鉄骨造

コンクリート

ブロック造
その他 合 計

確認申請 ３ ０ ４ ６ ０ ０ １３

計画通知 ０ ２ １２ １１ ０ ０ ２５

計 ３ ２ １６ １７ ０ ０ ３８

中間申請 １ ０ ０ ０ ０ ０ １

中間通知 ０ １ ５ ２ ０ ０ ８

計 １ １ ５ ２ ０ ０ ９

完了申請 ２ ０ ０ ２ ０ ０ ４

完了通知 ２ ０ ０ １ ０ ０ ３

計 ４ ０ ０ ３ ０ ０ ７
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  （３）建築確認申請件数（昇降機） 

      内訳

種別
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機 計

確認申請 ３ ０ ０ ３

計画通知 １３ ０ ３ １６

計 １６ ０ ３ １９

完了申請 ０ ０ ０ ０

完了通知 １２ ０ ３ １５

計 １２ ０ ３ １５

（４）建築等許可申請件数 

事     項 建 築 等 許 可 計 画 通 知 計

建 築 等 許 可

(43条2項2号(法改

正前43条ただし書))

２５

(４)

５

(０)

３０

(４)

認       定 １４ ６ ２０

優良住宅新築認定 ０ ０ ０

長期優良住宅認定

（地位の承継等）

７９

(0)
０

７９

(0)

低炭素建築物認定 １５ ０ １５

（   ）は、内数 

（５）諸証明等発行件数（公用含む） 

発 行 件 数
内             訳

住宅用家屋証明 建築確認等証明 道路位置指定証明

１６，３７７

２，０２０ ２，０７２ ９２５ 

建築計画概要書の写し 

１１，３６０ 

（６）木造民間住宅耐震化促進事業助成件数（耐震診断は派遣件数） 

耐震診断 耐震補強設計 耐震改修工事 耐震建替工事

５６ ４ １０ ４ 

（７）緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成件数 

 耐震診断 耐震補強設計 耐震改修工事 建替え工事 除却工事 

特定 ０ １ ０ ０ ０ 

一般 ２ ０ ０ ０ 

（８）擁壁等安全対策支援事業助成件数 

擁壁等改善工事 土砂災害対策改修工事 

１ 0 



- 44 - 

（９）老朽家屋除却支援事業助成件数 

助成件数 

４ 

（１０）ブロック塀等安全対策支援事業助成件数（耐震アドバイザーは派遣件数） 

耐震アドバイザー 除却 改善 設置（新設） 

２８ ４ １ ０ 

（１１）狭あい道路拡幅整備状況 

要整備件数 区整備件数 自主整備件数 助成金支給件数

５４５ ２６４ １６９ ６９（４５） 

（   ）内は、すみ切箇所数 

（１２）道路位置指定申請件数（42条 1項 4号・5号、42条 2項） 

受 付 件 数
内             訳

指    定 廃    止 変    更

  １６ 
４２－１－４ ２ 

６ ４ 
４２－１－５ ４ 

                     ※一部廃止を変更、延長は指定で計上   

                       一部廃止＋指定（付け替え）を、変更で計上 

（１３）違反建築指導件数 

事                 項 件    数 

違     反     建     築     物 １４

行    政    処    分 工 事 停止 命令等 ０

調           査

呼 出 ・ 指 示  他 ４３

陳       情 ２５０

現  場   実  査 １，０５４

違   反   建   築   物   処   理    済 １

（１４）風営法等の申請に対する報告件数 

報 告 件 数
内             訳

風  俗  営  業 食 品 衛 生 自動車運送関係

４４ ４４ ０ ０ 

（１５）特定建築物の定期調査報告件数（平成３０年度対象は共同住宅・寄宿舎等） 

報 告 件 数  劇場等 共同住宅・寄宿舎等 その他（病院・物販店舗・事務所）

５３９ １０ ５２６ ３ 
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（１６）防火設備の定期検査報告件数（平成３０年度対象は共同住宅・寄宿舎等） 

報 告 件 数
内             訳 

 劇場等 共同住宅・寄宿舎等 その他（病院・物販店舗・事務所）

２００ ４ １５６ ４０ 

（１７）建築設備の定期検査報告件数 

報告件数 報告種別
内             訳

換気設備 排煙設備 非常用の照明装置 給排水設備

９８８ １，７７５ ３４７ ３６ ９７３ ４１９ 

（１８）昇降機の定期検査報告件数 

報 告 件 数
内             訳

エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機

２，９２０ ２，７８７ ５４ ７９ 

（１９）建築防災指導件数 

事     項 内      容 件   数

危険がけ、擁壁の安全指導

陳 情 ・ 相 談 １３

文書による改善指導 ０

改 善 処 理 済 ０

老朽建築物の安全指導

陳 情 ・ 相 談 ９

文書等による改善指導 ４

撤去された老朽建築物数 

（過年度に指導したものを含む） 
１８

石積・ブロック塀の安全指導

陳 情 ・ 相 談 ６０

文書による改善指導 ９

改 善 処 理 済 １

ビル落下物の安全指導

陳 情 ・ 相 談 ３

文書による改善指導 ２

改 善 処 理 済 ０

建築防災週間の安全指導 

（ 特 定 建 築 物 ）

現  場   実  査 １２

文書による改善指導 １２

（２０）建築物等に係る分別解体の届出件数 

工 事 の 種 類 届出件数 通知件数 合   計

建築物の解体 ５５３ １６ ５６９

建築物の新築・増築等 ７４ ２１ ９５

建築物以外の解体・新築等 

（工作物・土木工事等） 
１６１ １３４ ２９５

合  計 ７８８ １７１ ９５９
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 （２１）指定確認検査機関からの照会及び対応等 

照会確認件数 内訳 

１，０８４ 
建築物等 昇降機等 

９７８ １０６ 
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十条・王子まちづくり推進担当部 

十 条 ま ち づ く り 担 当 課 長 

１．十条地区の地区計画制度に関する事務 

  〔目的・内容〕 

   地区計画制度は、それぞれの地域にふさわしい良好な市街地環境を形成するために、法的に土地利用

をコントロールする制度である。地域住民と話し合い、まちづくりルールを都市計画として決定し、良

好な市街地を維持・形成するよう建築事業者等を指導していく。 

〔実   績〕 

地 区 名 

都市計画決定年月 
内  容 

面 積 

平成３０年度末 

時点の累計届出数

上十条三・四丁目地区

防災街区整備 

平成２０年４月 

地区の特性にあわせた建築物などの構造・配置、敷地の

規模等を規制することにより、災害時の安全性向上や居

住環境の維持向上を図ることを目標としている。 

約 19.6ha 

１８１件 

補助８３号線周辺 

南地区 

平成２２年３月 

地区を南北に縦断する都市計画道路補助８３号線の避難

路としての機能確保を図るとともに、歴史的な景観と利

便性が調和した良好な居住環境の創出を図り「災害に強

く、ゆとりとうるおいのある安全で活気と魅力があふれ

るまち」の形成を目標としている。 

約 17.7ha 

１３９件 

十条駅西口地区 

平成２４年１０月 

十条駅周辺市街地の防災性の向上と、駅利用者や地域住

民が集い憩う「にぎわいの拠点」を形成するため、土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るこ

とを目標としている。 

約 1.9ha 

1 件 

補助８３号線周辺 

北地区 

平成２８年３月 

都市計画道路補助第８３号線の整備事業を進めていく

ことに併せ、景観に配慮し利便性の高い良好な居住環境

の創出を図り、東十条駅周辺のにぎわい拠点として地域

の活性化を図ることを目標としている。

約9.8ha 

２４件 

十条駅周辺西地区 

平成２８年１０月 

都市計画道路補助第７３号線の整備に併せ、延焼遮断機

能の確保やにぎわいの拠点としての既存商店街を中心

とした地域の活力の維持向上を図り、「にぎわいとやす

らぎを奏でるまち十条」の形成を目標としている。 

約 24.5ha 

４６件 

〔令和元年度予定〕 

（仮称）十条駅周辺東地区及び（仮称）岸町二丁目地区地区計画の策定に向けて、平成 30 年度に

実施したアンケート調査結果の分析や関係機関との協議を通じ、地区計画原案を作成する。 

 ２．十条地区の防災都市づくり推進に関する事務 

  〔事業目的〕 

   東京都及び関係区市は、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、「防災都市づくり推進計画」

に基づき、都市構造の改善に関する諸施策を積極的に展開している。防災都市づくり推進計画（平成２

８年３月改定）において、十条地区（約１３４ha）を含む十条・赤羽西地域は、地域危険度が高く、

かつ、老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災時に特に甚大な被害が想定される「整備地域」

として、都内２８地域の１つに指定されている。その中でも、十条駅周辺地区（約８１．２ha）は、

防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する「重点整備地域」として、木造住宅密集地

域の改善を一段と加速するため特に改善を必要としている地区について従来よりも踏み込んだ取組を

行う「不燃化特区」の区域５３地区の１つに指定された。 
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引き続き、まちづくりに対する住民の合意形成を図りながら、地域の特性に応じた重層的かつ集中的

な取組を通じた防災都市づくりを推進していく。 

  〔経  緯〕 

   平成８年度 東京都は「防災都市づくり推進計画」を策定。緊急に整備を進めるべき１１重点地区

の一つとして十条地区（約９５ha）を選定した。 

   平成１２年度 防災生活圏促進事業開始 

   平成１５年度 東京都は「防災都市づくり推進計画」を改定。引き続き、十条地区は、１１重 

          点整備地域（旧重点地区）に位置付けた。 

   平成１７年度 町会、商店街及び教育機関等の代表者が中心となり、地域住民を構成員とした 

          「十条地区まちづくり全体協議会」を設立（８月） 

          十条地区のまちの将来像やまちづくりの方針、それを実現するまちづくり手法 

          を示した「十条地区まちづくり基本構想」を策定（１０月） 

   平成１９年度 東京都建築安全条例による新たな防火規制（新防火規制）の導入（６月） 

   平成２１年度 東京都は「防災都市づくり推進計画」を改定。十条地区環七北側が整備地域に 

          追加。また、整備地域の拡大に伴い、名称も「十条地域」から「十条・赤羽西地域」

に変更された。 

   平成２３年度 十条地区まちづくり全体協議会に新たなブロックとして環七北側の十条北ブ 

          ロックを加え、５ブロックでの活動を開始 

「十条地区まちづくり基本構想」を改定（３月） 

   平成２４年度 東京都は「木密地域不燃化１０年プロジェクト」の不燃化特区制度を構築し、 

先行実施地区として「十条駅西地区」を指定 

東京都は特定整備路線として補助７３号線（幅員20ｍ・延長890ｍ）を候 

補区間として選定 

平成２５年度 東京都は「不燃化特区・十条駅西地区」の整備プログラムを認定 

平成２６年度 東京都が補助７３号線の事業認可を取得（２月） 

平成２７年度 東京都は「防災都市づくり推進計画」を改定。引き続き、「十条・赤羽西地域」が整

備地域に指定。また、「不燃化特区」の区域を重点整備地域と指定したことに併せ、

「十条駅西地区」が重点整備地域に指定された。 

平成２８年度 「十条地区まちづくり基本構想」を修正（３月） 

東京都は、「不燃化特区・十条駅西地区」を駅東側にまで区域拡大した新たな 

整備プログラム「不燃化特区・十条駅周辺地区」を認定（３月） 

平成２９年度 十条西ブロック部会の活動を休止 

平成３０年度 駅東ブロック及び８３号線ブロックを合同開催 

〔令和元年度予定〕 

引き続き、十条地区まちづくり全体協議会の幹事会及び各ブロック部会との協議を継続し、住民と区

の協働によるまちづくりを推進する。また、東京都と連携して防災都市づくりに取組んでいく。 

また、都市計画マスタープランの改定の内容と整合を図るため、十条まちづくり基本構想の改定に取

り組んでいく。 

３．十条地区の不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度の取組 

  〔事業目的〕 

   東京都は、木密地域の改善を一段と加速するため、平成２４（２０１２）年度に「木密地域不燃化10年プロ

ジェクト」を制度構築し、整備地域の中で特に重点的・集中的に改善を図る地区を「不燃化特区」として指定

し、都と区とが連携して不燃化を強力に推進している。不燃領域率を平成３２（２０２０）年度までに７０％

に引き上げ、延焼による焼失ゼロの「燃えないまち」の実現を目標としている。 

区は、不燃化特区制度による東京都の支援策を有効活用し、木密地域の防災性の向上を図る。 
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≪十条駅周辺地区（旧：十条駅西地区）≫ 
   〔経  緯〕 

  平成２４年度 東京都は、先行実施地区に「十条駅西地区」を指定（８月） 

平成２５年度 東京都は、「不燃化特区・十条駅西地区」整備プログラムを認定（４月） 

東京都は、不燃化特区に「十条駅西地区」を指定（５月） 

区は、老朽建築物除却と戸建建替え促進支援の制度要綱を策定し、不燃化推進特定整

備事業「十条駅西地区」に着手（１０月） 

平成２６年度 東京都都市づくり公社と防災まちづくり推進業務に関する基本協定を締結（４月） 

十条駅西口再開発相談事務所内に暫定相談窓口を開設（１月） 

不燃化特区内における専門家派遣要綱を策定（１月） 

戸建建替え促進支援の制度要綱を改正（店舗加算助成制度を導入）（２月） 

平成２７年度 十条駅西口再開発相談事務所内に補助第７３号線及び十条駅西地区の都区共同相談

窓口を開設（6月） 

戸建建替え促進支援の制度要綱を改正（対象建築物・対象者の要件等緩和）（9月） 

共同建替えに向けた不燃化建替え勉強会を実施（１２月） 

平成２8年度 共同建替えに向けた不燃化建替え勉強会を実施（２月） 

東京都は、「不燃化特区・十条駅西地区」を駅東側にまで区域拡大した新たな整備プ

ログラム「不燃化特区・十条駅周辺地区」を認定（３月） 

駅東ブロック及び83ブロック部会において、不燃化特区の区域拡大について概要を

報告（3月） 

平成２９年度 不燃化推進特定整備事業「十条駅周辺地区」に着手（４月） 

       不燃化建替え等に関する個別訪問及びアンケート調査を実施（7月～９月） 

平成３０年度 不燃化建替え等に関する個別訪問及びアンケート調査（2年目）の実施（６月～８月） 

共同建替えに向けた不燃化建替え等に関する個別勉強会を実施（１１月） 

〔平成３０年度実績〕 
老朽建築物除却支援 ９件 
不燃化建替え支援  １２件 

〔令和元年度予定〕  

平成３０年度に実施した個別訪問のフォローアップを行うとともに、引き続き、各種助成制度を積極

的に周知するなど、不燃化建替えを促進していく。 

また、引き続き、東京都と連携し、補助第７３号線及び十条駅周辺地区の都区共同相談窓口におい

て、地域住民からの相談対応を行う。 

４．十条駅西口市街地再開発事業の推進（４，０３２，７３３千円） 

  〔事 業 目 的〕 

   組合施行による再開発事業を支援・推進し、十条駅西口地区の防災性の向上と、区の「にぎわいの拠

点」のシンボルにふさわしい土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新（北区画街路第７号

線・十条駅西口地下自転車駐車場・補助第７３号線・補助第85号線）を図る。 

  〔地区の概要〕 

１．地区面積 約１．７ｈａ 

２．計画概要 

施設規模 

    延べ面積  約７９，４６０㎡ 

    階数・高さ 地上４０階／地下２階・高さ約１４７ｍ 

   施設用途  商業、業務、住宅、駐輪場 

公共施設等 

    都市計画道路 補助第７３号線（幅員２０ｍ、延長約８５ｍ） 
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    都市計画道路 補助第８５号線（幅員３０ｍ、延長約１７０ｍ） 

都市計画道路 北区画街路第７号線（幅員２０ｍ、延長約４０ｍ） 

都市計画北第４号十条駅西口地下自転車駐車場（約１，２００台） 

  〔経   緯〕 

   平成１６年度 西口駅前（上十条二丁目２５～２９番地）の地権者を対象に、７月から６回の再開発

勉強会を開催し、組合施行による市街地再開発事業を提案する。 

  平成１７年度 「十条駅西口再開発相談事務所」を開設（４月） 

         「十条駅西口地区まちづくり協議会」を設立（１１月） 

  平成１９年度 十条駅西口地区市街地再開発準備組合が設立（８月） 

   平成２４年度 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業等に係る都市計画決定・変更を告示（10月） 

平成２５年度 再開発事業施行地区の区域を公告（８月） 

        借地権申告を受付（８月５日～９月４日） 

 平成２７年度 準備組合は、組合設立に向けて定款案及び事業計画案を作成し、準備組合の総会にて

承認（６月） 

        準備組合は、組合設立に向けて権利者からの同意取得を開始（７月～） 

平成２８年度 準備組合は、１１月に都市再開発法に定める申請要件を充足したため、準備組合理事

（組合設立発起人）から区を経由して認可権者である東京都知事へ組合設立の認可申

請書を提出（１２月） 

 平成２９年度 東京都知事から設立認可がされ（５月）、十条駅西口地区市街地再開発組合が設立総

会を開催（６月） 

 平成３０年度 再開発組合が特定業務代行者を決定（６月） 

        施設建築物・公共施設の実施設計完了（３月） 

〔令和元年度予定〕  

関係機関協議や権利変換計画作成に向けた手続きが円滑に進むよう、組合と連携しながら、未賛同者

に対する建物等の調査の受け入れ、権利変換・生活再建案の提示等、事業への理解と協力を求める活動

を行う。 

５．十条地区の住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）（以下「密集事業」という。） 

  〔事業目的〕  

   老朽住宅等が密集しており、防災性の向上や居住環境の改善が必要な区域において、道路や公園等の

公共施設の整備を図るとともに、建替え費用の一部助成などによって、良好な住宅への建替えを促進す

る。なお上十条三・四丁目地区は、平成25年度末をもって事業期間が終了した。 

 （１）上十条三・四丁目地区 

〔地区面積〕約２０．８ha 

〔事業期間〕平成６年度～平成２５年度 

   〔経  緯〕 

  平成６年度  密集事業に着手 

  平成７年度  地元住民による「三・四まちづくり協議会」が発足 

 平成１５年度   事業導入後１０年を迎え、事業再評価を受けて整備計画、事業計画を見直し、 

          事業期間を５年間延伸 

 平成１８年度  上十条三丁目７番地共同建替え完了（地権者３名・６戸→６戸） 

 平成１９年度  上十条三丁目５番地の共同建替え完了（地権者９名・１４戸→２７戸／コー 

          ポラティブ方式） 

平成２０年度   防災街区整備地区計画を都市計画決定し、建築物の制限に関する条例を制定。 

     事業再評価を実施し、事業期間を５年間延伸 
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平成２２年度   上十条４丁目11番地において、共同建替えの勉強会を実施 

   平成２５年度  十条西ブロック部会やまちづくりニュース等で事業終了を地域住民に周知 

   平成２９年度  十条西ブロック部会の活動を休止 

  〔主要生活道路の用地取得〕 

   （主要生活道路D路線） 

平成８～2５年度  9 件の用地を取得 

  〔公園・広場の用地取得及び整備〕 

平成８～2５年度  公園（広場）6カ所 

① 上十条四丁目まちかど広場（上十条4-1-1） 

② 上三ふれあい広場（上十条3-8） 

③ 上四虹ひろば（上十条4-12-14） 

④ 上十条四丁目児童遊園（上十条4-17-2） 

⑤ 上三ふじ広場（上十条3-2-10） 

⑥ 上四みんなの広場（上十条4-14-13） 

〔建替促進〕 

  （老朽建築物除却）  

平成８～2５年度 ３９戸 

  （共同建替え）  

平成８～2５年度 ２棟（３３戸） 

（２）十条駅東地区（旧：上十条一丁目、中十条一・二・三丁目地区） 

〔地区面積〕約５１．７ha 

〔事業期間〕平成１８年度～ 

  〔経  緯〕 

 平成１８年度 密集事業に着手 

        主要生活道路整備や共同建替えについて、沿道住民に対して説明会を開催し、 

        アンケートを実施 

 平成２０年度 主要生活道路２号線の一部区間の拡幅について、沿道権利者と協議を進め、 

        線形を決定し、用地取得交渉を開始 

 平成２１年度 主要生活道路２号線の一部区間を道路法及び建築基準法の道路として指定 

       地区計画の都市計画決定（補助８３号線周辺南地区） 

 平成２２年度 建築物の制限に関する条例を制定（補助８３号線周辺南地区） 

   平成２３年度 主要生活道路3号線で、用地測量を実施 

   平成２５年度 主要生活道路3号線沿道権利者に対し説明会及び個別訪問を実施 

   平成２６年度 事業区域拡大を見据え、中十条三丁目地区及び岸町二丁目の一部地区にて現 

                     況調査を実施 

   平成２７年度 事業区域拡大を見据え、ブロック部会において意見交換等を実施 

２７年度末までの密集事業計画期間を５年間延長（平成３２年度まで） 

地区計画の都市計画決定（補助８３号線周辺北地区） 

   平成２８年度 建築物の制限に関する条例を制定（補助８３号線周辺北地区） 

中十条三丁目地区を重点整備地区に加えるとともに、上十条一丁目、中十条一 

丁目及び岸町二丁目の一部地区を密集事業区域として拡大し、「十条駅東地 

区」として整備計画及び事業計画を変更 

東京都は、「不燃化特区・十条駅西地区」を「十条駅東地区」にまで区域拡大した新

たな整備プログラム「不燃化特区・十条駅周辺地区」を認定 
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平成２９年度  密集事業「十条駅東地区」及び不燃化推進特定整備事業「十条駅周辺地区」 

に着手 

  主要生活道路２号線及び３号線の用地折衝委託を開始 

       主要生活道路５号線の道路線形の勉強会を実施（２回） 

       主要生活道路５号線の現況測量を実施 

平成３０年度 主要生活道路５号線の勉強会を開催し、線形を決定（7月） 

主要生活道路5号線の用地測量説明会を開催し、用地測量に着手（10月） 

上十条一丁目４番地区防災街区整備事業準備組合（以下「準備組合」という。）の設

立と、準備組合から北区への「まちづくり提案書」の提出をうけ、本事業の取組みに

係る都市計画決定や事業化に向けた支援を開始（P54参照） 

〔主要生活道路の用地取得〕 

   （主要生活道路２号線） 

平成 20～28 年度 8件の用地を取得 

     平成 30年度 １件の用地を取得（うち土地開発公社取得１件） 

   （主要生活道路３号線） 

     平成 29年度 ３件の用地を取得（うち土地開発公社取得１件） 

     平成 30年度 ３件の用地を取得（うち土地開発公社取得２件） 

  〔公園・広場の用地取得及び整備〕 

   （上一ふれあい児童遊園） 

平成 20～27 年度 5件の用地を取得 

     平成 27年度 基本設計を実施（ワークショップ４回） 

     平成 28年度 測量及び実施設計を実施 

     平成 29年度 整備工事 

   （(仮称)いがしら児童遊園） 

     平成 29年度 1件の拡張用地を取得 

     平成 30年度 基本設計を実施（ワークショップ２回） 

〔令和元年度予定〕 

引き続き、主要生活道路２号線の一部区間及び 3 号線の用地買収を進めるとともに、地区内の共

同建替えの支援方法を検討する。 

岸町二丁目地区については、引き続き、主要生活道路５号線の用地測量等を実施するとともに、井

頭まちかど広場の拡張（(仮称)いがしら児童遊園）整備に向けて、実施設計を行う。 

また、上十条一丁目4番地区防災街区整備事業については、特定防災街区整備地区及び防災街区整

備事業の都市計画決定を行うとともに、準備組合の取組みを支援する。（P54参照） 

（３）十条北地区 

〔地区面積〕約３０．３ha（うち重点整備地区１４．９ha） 

〔事業期間〕平成２６年度～ 

   〔経  緯〕 

 平成２６年度 密集事業に着手 

        十条北ブロック部会にて、共同建替え事業の 説明や公園整備に向けたワーク 

                ショップを開催 

        主要生活道路A路線の現況測量を実施 

 平成２７年度 十条北ブロック部会にて、公園用地確保に向けた空家調査を実施 

        主要生活道路A路線の道路線形検討勉強会を実施 

        主要生活道路B路線の現況測量及び道路線形検討勉強会を実施 



- 53 - 

 平成２８年度 上十条５丁目内にて広場用地を１箇所買収し、十条北ブロック部会にて、公園 

        整備に向けたワークショップを実施（2回） 

        主要生活道路A路線の勉強会を開催し線形決定 

 平成２９年度 上十条５丁目広場用地について、十条北ブロック部会にて、公園整備に向けた 

        ワークショップを実施（２回） 

        主要生活道路Ａ路線の用地測量及び補償に関する勉強会を実施 

        主要生活道路Ｂ路線の道路拡幅に伴う道路擁壁の概略検討を実施 

        生活道路１号線の事業概要と現況測量に関する勉強会を実施 

平成３０年度 主要生活道路A路線南側（私道）区間勉強会を実施 

〔令和元年度予定〕 

公園用地の確保に取組むとともに、主要生活道路 A 路線において優先的に整備を取組む区間にお

いて、沿道土地・建物権利者の協力を得ながら用地測量を実施する。 

また、前年度入札不調となった(仮称)上五防災ふれあい広場の整備を行う。 

（４）十条駅西地区 

〔地区面積〕約２６．８ha 

〔事業期間〕平成26年度～ 

  〔経  緯〕 

 平成２６年度 密集事業に着手 

地区幹線及び主要生活道路１号線の勉強会を実施（各路線毎に２回） 

地区幹線及び主要生活道路１号線の現況測量を実施 

 平成２７年度 主要生活道路2号線の勉強会を実施（２回） 

        主要生活道路2号線の現況測量を実施 

        駅西ブロック部会において、事業代替地確保に向けた空家調査を実施 

 平成２８年度 地区幹線及び主要生活道路１号線の勉強会を開催し線形決定 

地区幹線及び主要生活道路１号線の用地測量説明会及び補償説明会を開催するとと

もに、用地測量及び物件調査に着手 

地区幹線及び主要生活道路１号線の用地折衝委託を開始 

        主要生活道路2号線の勉強会を開催し線形決定 

        主要生活道路2号線の用地測量説明会を実施 

地区計画の都市計画決定（十条駅周辺西地区）し、建築物の制限に関する条例を制定 

 平成２９年度 主要生活道路2号線の補償説明会を開催するとともに用地測量に着手 

        主要生活道路２号線の用地折衝委託を開始 

〔主要生活道路等の整備〕 

 （地区幹線道路） 

    平成２９年度 ２件の用地を取得（うち土地開発公社取得２件） 

      平成３０年度 ３件の用地を取得（うち土地開発公社取得２件） 

    （主要生活道路１号線） 

    平成３０年度 １件の用地を取得（うち土地開発公社取得１件） 

〔令和元年度予定〕 

地区幹線道路及び主要生活道路の整備を推進するため、引き続き、土地建物権利者の理解を得ながら

用地測量及び物件調査を実施し、用地買収に取組む。 

６．十条地区の都市防災不燃化促進事業 

  〔事業目的〕 

 大規模な地震に伴い発生する火災等から、区民の生命・財産を保護するための、防災都市づくりの一

環として、避難地や避難路等の周辺区域で建築物の不燃化を促進することを目的としている。（不燃化
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率目標７０％） 

〔事業内容〕 

避難地、延焼遮断帯又は避難路の周辺に不燃化促進区域を指定し、その区域内で一定の基準（２階以

上かつ高さ７ｍ以上等）を満たす耐火建築物を建築する方に建築費等の一部を助成している。 

また、事業の一層の促進と定住化を図るため、三世代住宅加算・住宅型不燃建築物助成を行っている

ほか、平成26年度より、一定の基準を満たす建築物の解体除却に係る費用の一部が新たに助成対象と

なった。 

現在、補助８３号線南、補助８３号線北、補助７３号線沿道の３地区で事業中である。 

 〔事業中〕  

地 区 事業面積 事業期間 
助成棟数 
（Ｈ30年度分） 

助成棟数(累計)
(平成 31年3月末現在)

不燃化率 

[耐火率] 
(平成 31年3月末現在)

補助 83号線南地区 ３．５８ｈa 
平成 22年度～

平成31年度
0棟 

３２棟 
（うち除却助成４棟） 

５４．２５％ 

[４３．７３％] 

補助83号線北地区 ２．３０ha 

平成 28年度 

(4 月)～ 

令和 7年度 

0棟 
３棟 

（うち除却助成２棟） 

４９．９１％ 

[３７．４６％] 

補助 73号線沿道地区 ５．１０ha 

平成 28年度

(11月)～ 

令和 7年度 

5棟 
9棟 

（うち除却助成２棟） 

４２．５５％ 

[２９．１７％] 

不燃化率…（耐火建築物＋準耐火建築物の建築面積×0.8）／全建物の建築面積×100％ 

耐火率…耐火建築物の建築面積／全建物の建築面積×100％ 

７．十条地区の地区防災不燃化促進事業 

〔事業目的〕 

東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するため、

防災生活道路周辺に不燃空間を形成するとともに、防災上のネットワークを形成し、地域の防災性向上

と区民の安全確保を目的とする。 

〔経  過〕 

平成２９年度 「東京都北区地区防災不燃化促進事業」を導入 

       助成棟数：１棟 

平成３０年度 助成棟数：６棟 

〔令和元年度予定〕 

平成３０年度に引き続き、個別訪問による積極的な制度周知を図り、防災生活道路沿道における不燃

化を推進する。 

８．上十条一丁目４番地区防災街区整備事業 

〔事業目的〕 

上十条一丁目４番地区は、老朽化した木造家屋が密集し、地震による建物の倒壊や道路の閉塞、火事

による延焼等、防災上危険性が高い地区となっており、この状況を改善するため、平成２８年度より共

同建替えに多くの地権者が賛同し、検討が始まった。 

こうした状況の中、平成３０年１０月に「上十条一丁目 4 番地区防災街区整備事業準備組合」が設

立され、その後１１月には、本準備組合より区長宛てに、防災街区整備事業による共同化の実現に向け

た「まちづくり提案書」の提出があった。 

   区としては、本提案書による共同化は、木造密集地域の解消による防災性の向上など、まちづくりの

課題解決に寄与すると判断したため、今後は、十条地域における防災まちづくり事業の一環として、本

件防災街区整備事業の都市計画決定、事業認可に向けた支援を行っていく。 

〔経  過〕 
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 平成３０年 上十条一丁目４番地区防災街区整備事業準備組合設立（１０月）。 

       準備組合より「まちづくり提案書」の提出（１１月） 

〔令和元年度予定〕 

 「特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）」及び「上十条一丁目４番地区防災街区整備事業」

の都市計画決定を行うとともに、準備組合に対し補助金を交付するなど、組合設立認可に向けた取組み

を支援する。 
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連続立体交差事業担当副参事 

１．十条駅付近連続立体交差事業及び関連する道路事業に関する事務（７９，０５３千円） 

  （１）十条駅付近連続立体交差事業 

〔事業目的〕 

   十条駅を中心とした約１．５ｋｍの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差化

することにより、6か所の踏切を除却し、踏切での交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向

上を図る。さらに、鉄道により分断されていた地域を一体化させるとともに、都市計画道路等の整備を

推進することにより、安全で快適なまちづくりを実現する。 

〔事業概要〕 

事業区間 ： 約 1.5km（十条台一丁目～中十条四丁目） 

除却踏切 ： 6か所（原町、十条道、仲道、富士道、仲原、北仲原） 

構造形式 ： 高架式（嵩上式）及び地表式 

駅 施 設 ： ホーム延長 約 210m  ホーム幅員 約 3～7ｍ 

〔経  緯〕 

   平成 15年度   「十条駅立体化早期実現戦略プロジェクト」を策定（9月） 

   平成 16年度   東京都が「踏切対策基本方針」を策定し、十条駅付近を「鉄道立体化の検 

討対象区間」に選定（6月） 

   平成 17年度   「十条地区まちづくり基本構想」を策定（10月） 

   平成 20年度   東京都が十条駅付近を「事業候補区間」に選定（6月） 

   平成 22年度   「北区都市計画マスタープラン2010」を策定し、埼京線について「立体 

交差化の実現」を方針とした 

   平成 23年度   「十条地区まちづくり基本構想」を改定（3月） 

   平成 24年度   東京都が十条駅付近を社会資本総合整備計画に位置づけ、事業範囲や構造 

形式の検討に着手 

   平成 26年度   十条地区まちづくり全体協議会会長及び地域の町会長10名の連名にて、 

「十条駅付近の連続立体交差事業の早期実現に向けた陳情書」を区議会に 

提出（5月） 

区議会が「JR埼京線十条駅付近の連続立体交差事業の早期実現に関する 

決議」を全会派一致で議決（6月） 

            区長・議長が「JR埼京線十条駅付近の連続立体交差事業の早期実現」に 

            ついて、都知事に対して要請活動を実施（8月） 

            「十条地区沿線まちづくり基本計画」を策定（1月） 

            東京都が高架形式（仮線方式）を最適と判断したことについて、東日本旅 

客鉄道赤羽線（十条駅付近）都区連絡会で報告（1月） 

            十条駅付近連続立体交差化計画及び関連する道路計画（鉄道付属街路）に 

ついて、東京都、北区、JRの三者で都市計画素案の説明会を開催（2月） 

   平成 28年度   十条駅付近連続立体交差化計画及び関連する道路計画（鉄道付属街路、補 

助第 85号線）について、東京都、北区、JRの三者で都市計画案及び環 

境影響評価書案の説明会を開催（10月） 

「十条地区まちづくり基本構想」を修正（3月） 

   平成 29年度   東京都が環境影響評価書案に関する都民の意見を聞く会を開催（4月） 

北区都市計画審議会（10月）・東京都都市計画審議会（10月）を開催 

し、都市計画を決定・告示（11月） 

            十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業について、東京都、 

北区、ＪＲの三者で用地測量等の説明会を開催（2月） 

平成 30年度   事業化に向けて東京都が現況測量等を実施 

 十条駅付近連続立体交差事業及び関連する道路事業に関する総合的な検討 
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 及び庁内調整を図るため「庁内検討会」を設置（5月） 

〔令和元年度予定〕 

◇事業化に向けて東京都が用地測量等を実施する。 

   ◇新たに整備される十条駅駅舎のデザインについて、アイデアを広く募集し、デザインコンセプトを

取りまとめＪＲに要望する。 

   ◇東京都及びＪＲと連携して関係権利者に正確な情報発信を行う。 

（２）鉄道付属街路事業 

〔事業目的〕 

   鉄道付属街路（側道）は、十条駅付近沿線まちづくり基本計画に位置付けられた地域内における主要

な生活道路であり、東西方向と比べて不足する南北方向の道路網を形成することにより、駅などへのア

クセス向上を図るとともに、十条駅東側の災害時における消防活動困難区域の解消など、地域の利便性

や安全性を高めることを目的に整備する。また、連続立体交差事業の工事期間中には仮線用地としての

活用を予定している。 

〔事業概要〕 

 〔経  緯〕 

   平成 17年度   「十条地区まちづくり基本構想」を策定（10月） 

平成 20～25 年度   東京都と北区で沿線まちづくり検討会を開催（計５回） 

平成 23年度   「十条地区まちづくり基本構想」を改定（3月） 

平成 26年度   「十条駅付近沿線まちづくり基本計画」を策定（1月） 

   十条駅付近連続立体交差化計画及び関連する道路計画（鉄道付属街路）に 

ついて、東京都、北区、JRの三者で都市計画素案の説明会を開催（2月） 

平成 27～28 年度   鉄道付属街路の関係権利者を対象とした個別相談会を開催（計４回） 

平成 28年度   十条駅付近連続立体交差化計画及び関連する道路計画（鉄道付属街路、補 

助第 85号線）について、東京都、北区、JRの三者で都市計画案及び環 

境影響評価書案の説明会を開催（10月） 

「十条地区まちづくり基本構想」を修正（3月） 

平成 29年度   北区都市計画審議会（10月）・東京都都市計画審議会（11月）を開催 

し、都市計画を決定・告示（11月） 

十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業について、東京都、 

北区、ＪＲの三者で用地測量等の説明会を開催（2月） 

平成 30年度    事業化に向けて現況測量等を実施 

 十条駅付近連続立体交差事業及び関連する道路事業に関する総合的な検討及び

庁内調整を図るため「庁内検討会」を設置（5月） 

          鉄道付属街路の関係権利者を対象とした個別相談会を開催（計2回） 

 都営上十条アパート跡地を早期に取得できるよう国及び東京都と協議し、国に 

対して取得意向を表明する文書を提出（11月） 

〔令和元年度予定〕 

◇事業化に向けて用地測量等を実施する。 

   ◇都営上十条アパート跡地の取得に向けて関係機関と協議する。 

◇個別相談会等を開催して関係権利者の不安解消及び正確な情報発信を行う。 

路線名 延 長 計画幅員  路線名 延 長 計画幅員 

第 1号線 約 40m 11.0m  第 4号線 約 160m 8.5ｍ 

第 2号線 約 170m 10.0ｍ  第 5号線 約 120m 6.0ｍ 

第 3号線 約 210m 13.5ｍ  第 6号線 約 280m 6.0ｍ 
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（３）補助第85号線事業 

〔事業目的〕 

① 地域の防災性の向上 

  延焼遮断帯の形成、災害時の物資輸送路や避難路の確保、電線類の地中化など、地域の防災 

性を向上する。 

② 快適な歩行空間と自転車走行空間の創出 

  歩行者、自転車、自動車それぞれの通行空間を分離することにより、安全で快適な歩行空間 

と自転車の走行空間を確保する。 

③ まちづくり 

  十条駅周辺の東西方向の歩行者ネットワークの軸として機能し、駅周辺の回遊性や交流機能 

の向上に貢献する。 

〔事業概要〕 

事業区間 ： 上十条一丁目～上十条三丁目 

延 長 ： 約620m 

計画幅員 ： 30m 

〔経  緯〕 

   平成 27年度   東京都へ要望書（ＪＲ埼京線十条駅付近における交差道路補助第85号線 

の都市計画変更について）を提出（7月） 

東京都が都市計画素案の説明会を開催（1月） 

平成 28年度   十条駅付近連続立体交差化計画及び関連する道路計画（鉄道付属街路、補 

助第 85号線）について、東京都、北区、JRの三者で都市計画案及び環 

境影響評価書案の説明会を開催（10月） 

   平成 29年度   北区都市計画審議会（10月）、東京都都市計画審議会（10月）を開催 

し、都市計画を決定・告示（11月） 

            東京都が事業概要及び測量の説明会を開催（2月） 

      平成 30年度   事業化に向けて東京都が現況測量等を実施 

〔令和元年度予定〕 

◇事業化に向けて東京都が用地測量等を実施する。 

◇東京都と連携して関係権利者に正確な情報発信を行う。 

２．十条地区の都市計画道路（補助第83号線）の整備に関する事務 

〔事業目的〕 

 補助第83号線は、旧岩槻街道と呼ばれる江戸時代からの街道筋であり、自動車交通量が多く歩道も

ないため、慢性的な交通渋滞に加え、歩行者や自転車の通行時における安全上の課題も抱えている。そ

のため、本整備により、安全で快適な通行空間を創出し、交通渋滞の解消、歩行者や自転車の通行時に

おける安全性の向上を図るとともに、延焼遮断帯の形成、災害時の物資輸送路や避難路の確保などによ

り、地域における防災性を向上させる。 

〔事業概要〕 

    Ⅰ期区間 

事業区間 ： 中十条一丁目～中十条三丁目 

延 長 ： 約640ｍ 

計画幅員 ： 20ｍ 

事業期間 ： 平成 21年8月 13日～令和2年3月 31日 

      Ⅱ期区間 

事業区間 ： 中十条二丁目～中十条四丁目 

延 長 ： 約410ｍ 

   計画幅員 ： 20ｍ～30ｍ 

   事業期間 ： 平成27年 3月 13日～令和３年3月31日 

〔経  緯〕 
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平成 21年度   東京都と「補助第83号線整備に伴う沿道まちづくりに係るコーディネー 

         ト業務に関する基本協定書」を締結（4月） 

東京都と区の共催で「道路整備と沿道まちづくり及び用地測量説明会」を 

開催（7月） 

          東京都がⅠ期区間の事業認可を取得（8月） 

          東京都と区の共催で「補助83号線の用地説明会」を開催（9月） 

平成 21～25 年度   Ⅰ期区間において、東京都から沿道まちづくりの業務を受託し、沿道での 

            共同化を目指した調査検討、個別ヒアリングや街区勉強会を実施 

平成 23～30 年度   Ⅱ期区間において、東京都から沿道まちづくりの業務を受託し、沿道での 

            共同化を目指した調査検討、個別ヒアリングや街区勉強会を実施 

 平成 26年度   東京都がⅡ期区間の用地測量説明会を開催（8月） 

          東京都がⅡ期区間の事業認可を取得（3月） 

          東京都がⅠ期区間の事業期間を延伸（3月） 

 平成 27年度   東京都がⅡ期区間の用地説明会を開催（５月） 

   平成 29年度   東京都がⅠ期区間の工事に着手（12月） 

                        十条冨士塚について、北区文化財保護審議会が留意事項を付加した上で、現状変

更を許可する旨の答申することに決定（3月） 

     平成 30年度   十条富士塚について、文化財保護審議会長より教育長に答申（4月） 

            教育委員会が十条冨士講に条件付きで現状変更を許可（4月） 

〔令和元年度予定〕 

◇Ⅰ期区間、Ⅱ期区間において東京都が用地取得を実施する。 

◇Ⅰ期区間において東京都が埋設管の布設工事を実施する。 

         ◇十条地区まちづくり全体協議会（83号線ブロック部会）を通じ、地域の方々に事業の進捗状況等 

              について情報提供を行う。 
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王 子 ま ち づ く り 担 当 課 長 

１．王子駅周辺まちづくりの調査、計画及び調整に関する事務 

〔目的・内容〕 

平成 29 年 7 月に策定した「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」を受け、まちの将来像実現に

向けて、優先的に整備すべき「先行実施地区」の範囲を特定した上で、令和 3 年度末を目途に、具体的

な事業手法等を定めた整備計画の策定を行う。 

各施策相互の関係性や配慮事項を具体的に定めたまちづくりガイドラインを策定するほか、新庁舎の整

備を含む駅前地区を中心とした「先行実施地区」においては、個別の都市計画や各種事業、施策などを定

め、事業推進に向けた具体的な計画をまとめる。 

 〔経  緯〕 

平成２６年度 「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン（中間まとめ）」取りまとめ 

平成２８年度 「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定検討会」等を開催し、「王子駅周辺まち

づくりグランドデザイン（案）」作成 

平成 28年 4月 25日～平成29年 3月 27日 

※検討会4回、検討部会（２部会）各々３回 

平成２９年度 「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン（案）」のパブリックコメントを実施 

       （5月） 

       「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」策定（7月） 

       国立印刷局と「王子工場用地の一部取得に関する協定書」を締結（7月） 

平成３０年度 交通量調査、駅周辺の都市基盤等検討及び関係事業者協議 

〔令和元年度予定〕 

整備計画の策定に向けて、新たな道路ネットワークをはじめとした、都市基盤等の検討を進めるとと

もに、引き続き、駅周辺の関係事業者との協議を行い、まちづくりのための合意形成を図る。 



 土 木 部
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土 木 部 組 織 図 
平成３１年４月１日 

土 木 部     土 木 政 策 課     企画調整係 

（佐  藤   信  夫）    （参事 岩本 憲文 事務取扱）     土木政策主査 

事業計画係 

土木政策主査 

参        事                      整 備 係 

（岩  本  憲   文）        副  参  事（用地担当）      土木政策主査  

（外  山     学 ）      用 地 係 

                 土木政策主査 

施 設 管 理 課        管理・交通係  

           （稲  垣  茂  孝）          施設管理主査  

占 用 係 

                                                              台 帳 係 

施設管理主査 

主   査 

監 察 係 

施設管理主査 

自転車対策係 

 道 路 公 園 課        工 務 係 

               （杉  戸    代   作）          道 路 係 

主     査 

                                 公園河川係    

道路公園主査 

                                道路公園主査（補修担当） 

                                主   査 

道路公園管理事務所 
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土 木 部 職 員 配 置 状 況 

平成３１年４月１日現在

課   係   名 部長 課長 
係長 

/主査 係員 再任用 計 備   考

土

木

政

策

課

企  画  調  整  係 ２ ２ ２ １ ７ 参事:土木政策課長事務取扱 

事  業  計  画  係 ２ ４ ６

整    備    係 ２ ６ ８

用    地    係 １
 ２

（１） ２
５

（１）
（兼務１名「十条まちづ

くり担当課」） 

計 ２ １

８

（１） １4 １
２６

（１）

施

設

管

理

課

管 理 ・ 交 通 係 １ ２ ３ ６非常勤３名 

占    用    係 １ ５ ６

台    帳    係 ３ ８ １１

監    察    係 ２ ６ ２ １０

自 転 車 対 策 係 １ ６ ２ ９
※有料駐車場 
（指定管理者３名） 

計 １ ９ ２８ ４ ４２

道

路

公

園

課

工    務    係 １ １ ３ ５

道    路    係 ２ ４ ６

公  園  河  川  係 ２ ５ １ ８再任用１名 知水資料館

道 路 公 園 主 査
（補 修） ２ ２ ４

道路公園管理事務所 １ ２ １ ４

計 １ ８ １６ ２ ２７

合 計   ３ 課 ２ ３ ２５ ５８ ７ ９５
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分 掌 事 務 

土 木 部 

土木政策課  

企画調整係 

１ 部の総合窓口に関すること。  

   ２ 道路、橋梁及び公園等（公園・緑地、児童遊園、遊び場及び広場をいう。以下同じ。） 

に係る工事の技術管理及び指導並びに設計及び積算の審査に関すること。 

   ３ 首都高速道路王子線建設事業の調整に関すること。 

   ４ 部の庶務に関すること。 

   ５ 部の歳入歳出予算及び決算の資料に関すること。 

   ６ 部内他の課に属しないこと。   

事業計画係 

１ 道路、橋梁、公共船着場、公衆便所及び公園等事業の計画、調整及び施行に関すること。 

２ 道路及び公園等の長・中期計画の事業調整及び策定に関すること。 

  整 備 係 

   １ 道路、橋梁、公共船着場、公衆便所及び公園等工事の設計及び施工に関すること。 

   ２ 道路改修の調整及び策定に関すること。 

   ３ 執行委任工事の設計及び施工に関すること。 

   ４ 公共下水道整備の受託工事の設計及び施工に関すること。 

  用 地 係 

   １ 道路及び公園等の事業用地の取得に関すること。 

副参事(用地担当) 

   １ まちづくり事業等に係る事業用地の取得及び調整に関すること。 

   ２ 道路及び公園等に係る事業用地の取得及び調整に関すること。 

施設管理課  

管理・交通係 

１ 課内事業の進行管理に関すること。 

２ 部内公共施設に係る固定資産台帳の整備及び管理に関すること。  

３ 道路、公園等及び河川の管理に係る協議に関すること。 

４ 公共交通等の運行支援に関すること。 

５ 交通安全及び違法駐車の防止対策に関すること。     

６ 課内他の係に属しないこと。 
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  占 用 係 

   １ 企業者等の道路占用工事に関すること。                 

   ２ 企業者等の道路占用工事に係る調整に関すること。             

   ３ 道路占用工事及び道路占用工事に伴う掘削工事の技術審査に関すること。        

   ４ 道路管理センターに関すること。                         

   ５ 道路管理者以外の者が行う道路工事の協議、調整、承認及び指導に関すること。   

   ６ 道路等の使用に伴う損害予防及び危険防止に関すること。 

７ 道路、橋梁、河川、公共溝渠、法定外公共物等の占用許可に関すること。 

   ８ 車両制限令に関すること。                             

９ 沿道掘削の届出等に関すること。 

１０ 公園等及び公園附属施設の長期占用及び使用に関すること。 

１１ 屋外広告物に関すること（他に規定するものを除く。）。  

台 帳 係 

１ 公共用地の境界確定及び確認に関すること。 

２ 地籍調査に関すること。                           

   ３ 公共基準点の整備及び管理に関すること。 

４ 道路台帳の整備及び管理に関すること。 

５ 路線の認定、廃止又は変更に関すること。 

６ 道路内にある国有地、都有地及び私有地の権原取得に関すること。 

７ 区管理通路の管理に関すること。      

      ８ 公共用地境界図等の閲覧、証明及び交付に関すること。   

  監 察 係                                       

   １ 道路等の不法占用及び不法使用の取締りに関すること。 

   ２ 道路等の占用及び使用の監察指導に関すること。 

   ３ 道路附属物の損傷に関すること。 

   ４ その他道路管理に関する法令違反行為の監察指導に関すること。 

   ５ 屋外広告物の取締りに関すること。 

自転車対策係 

１ 駐車場及び自転車等駐車場の調整及び管理運営に関すること。 

２ 放置自転車の対策等に関すること。 

道路公園課 

工 務 係 

１ 課内事業の進行管理に関すること。 

２ 水防及び除雪に関すること。 

３ 私道防犯灯、雨水貯留槽等の助成に関すること。 
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４ 課内他の係に属しないこと。 

道 路 係 

１ 道路及び橋梁の維持管理に関すること。                    

２ 道路及び橋梁の維持工事の設計及び施工に関すること。 

３ 街路樹及び植樹帯の改修工事及び管理に関すること。 

４ 街路灯及び私道防犯灯の設置工事に関すること。 

５ 街路灯の改修工事及び管理に関すること。 

６ 私道私下水改修工事の設計及び施工に関すること。 

７ 狭あい道路整備工事の執行委任工事に関すること。 

公園河川係 

１ 公園等の維持管理に関すること。 

２ 公園等の維持工事の設計及び施工に関すること。 

３ 公衆便所の維持管理に関すること。 

４ 河川、公共溝渠及び公共船着場の維持管理に関すること。       

５ 総合治水対策に関すること。             

６ 水辺環境整備事業の調整及び推進に関すること。           

課務担当主査（補修担当） 

 １ 道路、公園等の緊急維持補修に関すること。 

 ２ 排水場に関すること。 

 ３ 企業者等の道路掘削復旧工事に関すること。 

４ 道路占用工事及び道路占用工事に伴う掘削工事の指導監督に関すること。  

道路公園管理事務所 

１ 道路及び橋梁工事のうち維持修繕等簡易なものに関すること。 

２ 路面清掃に関すること。 

３ 道路及び橋梁維持工事の監督に関すること。 

４ 道路占用工事並びに道路占用工事に伴う道路の掘削復旧工事についての指導 

監督に関すること。 

５ 材料置場の管理に関すること。 

６ 公園等の保守管理に関すること。 

７ 公園等の清掃、除草に関すること。 

８ 公園等の遊具施設の点検及び軽易な修繕に関すること。 

９ 公園等の公園美化推進員の監督に関すること。 

１０ 河川、公共溝渠、排水場及び公共船着場の保守管理に関すること。 

１１ 水防作業に関すること。 

１２ その他道路公園課長が必要と認めた事項に関すること。 
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土 木 政 策 課 

１．自転車ネットワーク計画策定事業 

 〔事業目的〕 

  道路の幅員や利用状況に応じ、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備を推進する。平

成３０年度は、北区自転車ネットワーク計画策定を行った。 

  令和元年度  自転車通行空間調査実施設計 

２．道路新設改良事業 

 〔事業目的〕  

  交通機能の向上と歩行者の安全性及び利便性を図るため、都市計画道路及び区道の新設・拡幅等の事

業を計画的に実施する。 

 〔事業概要〕 

  （１）幹線区道新設・拡幅整備事業 

         都市計画道路による交通ネットワークを補い、地区内に発生する交通を集約し、歩行者の安全と

車両交通の円滑化を図るため、幹線的役割を果たす道路の拡幅整備を実施するものである。本年度

は、中央図書館前道路の補償代行設計、（仮称）滝野川３丁目公園脇の歩道新設設計を実施する。 

  （２）駅周辺バリアフリー化整備事業   

     高齢者や身体障害者等の自立した日常生活及び社会活動を確保する重要性が増大している。その

ため、北区バリアフリー基本構想に基づき、計画的にハード・ソフトの両面から駅周辺のバリアフ

リー化を推進する。 

     本年度は、田端駅周辺の昇降施設設置について、詳細設計を進めていく。また、主要な生活関連

経路である滝野川さくら通り工事のⅢ期目と北３５３号の道路工事を実施する。 

（３）都市計画街路新設費 

  ①補助８７号線（延長７８ｍ、計画幅員１８ｍ） 

本路線は、上十条三丁目先補助８５号線から板橋区加賀二丁目に至る道路で、東西地域を結ぶア

クセス機能の確保と防災性の向上を図るため、平成８年３月に都市計画事業の認可を受けて事業を

進めている。 

用地買収が完了し、本年度は、下水道工事と電線共同溝本体工事を実施する。 

②補助１８１号線（延長７９．５ｍ、計画幅員１２ｍ） 

首都高速道路王子線の事業にあわせて、滝野川一丁目先明治通りと本路線の交通ネットワークを

確保するため、昭和６３年６月に都市計画事業の認可を受け、首都高速道路公団に施行委託して事

業を実施してきたが、平成１７年１０月から区が事業を引き継ぎ、用地買収等の交渉を行っている。 

③区画街路３号線（延長２９０ｍ、計画幅員１５ｍ） 

本路線は、赤羽駅西口駅前広場から補助８６号線へ連絡する都市計画道路で、赤羽西地区の円滑

な交通ネットワークの形成を図るため、平成２５年４月に都市計画事業の認可を受けて、用地買収

を進めている。 

    なお、東京都が平成２６年度に交差する補助８６号線の事業認可を取得したことを受け、平成２

７年度に事業認可区間を延長した。 

３．橋梁維持事業 

 〔事業目的〕 

  区が管理する道路橋２９橋、歩道橋５橋、河川橋２橋、公園橋５橋について、経年による老朽化防止、

通行車両等に対する耐荷力の保持に努めるため、定期的に橋梁健全度調査や補修・塗装工事を実施する

ことにより通行車両等の安全を図る。 

 〔事業概要〕 

（１）橋梁等防災対策事業 

橋梁点検要領に基づき５年に１回、橋梁健全度調査を行う。 
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本年度は、中の橋、森の下橋の２橋を実施する。 

また、東台橋の補修設計を実施する。そのほか、橋梁以外で、二本榎保守用通路の補修設計も 

実施する。 

  （２）橋梁維持補修事業 

     橋梁等の維持・保全のため、調査、塗装、舗装打ち換え、伸縮装置の補修等を行う。 

     本年度は、滝野川橋、十条跨線橋、地蔵坂跨線人道橋、田端ふれあい橋、岩淵橋の補修工事を 

実施する。  

４．橋梁架替整備事業  

 〔事業目的〕 

  車両等の交通安全等を確保するため、橋梁健全度調査により、耐震上危険度が高いと判断された橋梁

の架替え整備等を実施する。 

  〔事業概要〕 

   十条跨線橋は、架替えと共に駅南口周辺整備を引き続き検討する。 

新田橋は、架替えに向け、関係機関との協議を進め、渇水期となる１１月以降仮橋工事に着手する。 

新柳橋は、前年度から東京都が詳細設計を継続して実施しており、本年度も引き続き東京都と仮橋工 

事に向けた調整を行う。 

５．集中豪雨等対策事業 

  都市型水害に伴い、集中豪雨対策として、公園・学校等に雨水貯留施設を設置する。   

  平成３０年度は、滝野川第二小学校の対策工事を実施した。 

  本年度は、八幡小学校の基本設計・測量を実施する。 

なお、雨水貯留槽・止水板設置等に伴う補助は、引き続き、道路公園課で実施する。 

６．公園新設改良事業 

  〔事業目的〕 

     区民が安全で快適に住み続けられる住環境の創出を目的として、計画的に季節感あふれる公園づくり

を推進する。設計にあたっては、区民との協働による公園づくりを推進するため、意見交換会等を開催

し、その成果を基に基本設計を実施し、詳細設計実施後、次年度以降に公園整備工事を実施する。また、

整備された公園等を適正に管理するため公園台帳を作成する。 

   本年度は、以下の事業を実施する。 

 （１）基本計画等委託 

  ①Ｐ－ＰＦＩ（公募設置管理制度）導入検討調査 

  ②公園総合整備構想策定（２か年策定の１年目） 

  ③荒川緑地（豊島５丁目）測量・基本計画策定等 

 （２）基本設計・詳細設計委託 

①（仮称）滝野川三丁目公園（実施設計） 

   （３）整備工事 

①旧宮元保育園跡地の遊び場整備工事 

    ②田端新町公園再生整備工事 

    ③（仮称）田端二丁目児童遊園整備工事 

７．用地取得事務 

    都市基盤整備の推進を図ることを目的に、道路・公園等の事業用地を取得する。 

     平成３０年度 用地取得一覧 

 買 収 面 積 事 業 箇 所 

道 路 用 地 ５２４．４８㎡ 区画街路３号線・補助８７号線 

公園用地他 0㎡  

合 計 ５２４．４８㎡  
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     令和元年度 用地取得予定一覧 

 買 収 面 積 事 業 箇 所 

道 路 用 地 ２３５．７０㎡ 区画街路３号線・新田橋架替整備 

公園用地他     ０㎡  

合 計 ２３５．７０㎡  

８．地域公共交通計画費 

 〔事業目的〕 

  誰でもが安心して移動できるよう、土地（崖線）の高低差によって、移動が困難な地域や公共交通の

機能向上を図る地域等を中心に、コミュニティバスを主体とした地域公共交通の移動手段の確保に向け

た取り組みを推進する。 

 〔事業の概要〕 

  地域公共交通会議等の検討会議を立ち上げ、コミュニティバスの新規路線導入を含め、より効果的な

方策について検討する。 

９．公共交通の計画及び調整に関する事務           

（１）環状８号線新交通システム「エイトライナー」 

  〔事業概要〕 

   東京都２３区の南部、西部及び北部地域の周辺６区（大田・世田谷・杉並・練馬・板橋・北）の公共

交通機関は、放射状方向の整備進捗に比べ、環状方向の整備は立ち遅れている。このため６区は、当該

地域における環状方向の交通利便性の向上と赤羽駅から羽田空港へ環状８号線を基軸とする新たな公

共交通システム（通称エイトライナー）の導入について調査・研究を進め、国や都に対し計画推進を働

きかけている。 

   また、区部東部地域の周辺３区（足立・葛飾・江戸川）では、足立区鹿浜から葛西臨海公園に至る、

環状７号線を基軸とした新たな公共交通システム（通称メトロセブン）の導入について調査・研究を進

めている。平成９年度からはエイトライナーとメトロセブンの両路線を一本化した区部周辺部環状公共

交通の早期実現に向けて連携して活動している。  

  〔経  緯〕 

   昭和６１年度 「新交通システム等研究会」発足 

  平成６年度 関係６区で「エイトライナー促進協議会」設立 

          「エイトライナー促進大会」開催、以降、毎年促進停会を開催 

           以降毎年「エイトライナー促進大会」開催 

    平成１０年度 「エイトライナー・メトロセブン合同促進大会」開催、以降、毎年合同促進大会を開

催 

運輸政策審議会に対し「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備 

について」諮問 

   平成１２年度 運輸政策審議会から運輸大臣に「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備

に関する基本計画について」答申（エイトライナーはメトロセブンとともに「今後整

備について検討すべき路線（Ｂ）」として位置付け） 

   平成２６年度 ４月に国土交通大臣より交通政策審議会に対して「東京圏における今後の都市鉄道の

あり方について」を諮問（第１９８号） 

          ３月に東京都において「広域交通ネットワーク計画について《交通政策審議会答申に

向けた検討の中間まとめ》」を発表 

          区部環として次期答申における位置付けについて、都知事及び国土交通大臣に対し

て、９区長名による要請活動を実施 

   平成２７年度 ７月に東京都は、交通政策審議会の答申への反映を求めるため、「広域交通ネットワ

ークについて《交通政策審議会答申に向けた検討のまとめ》」を公表 

   平成２８年度 交通政策審議会から国土交通大臣に「東京圏における今後の都市鉄道のあり方につい

て」答申（エイトライナーはメトロセブンとともに「地域の成長に応じた鉄道ネット



     - 69 - 

ワークの充実に資するプロジェクト」に位置付け） 

  〔区の対応〕 

関係６区の協力体制のもと、構想実現に向け、区部周辺部環状公共交通を担うメトロセブン促進協議

会と連携を図りながら取り組んで行く。 

また、平成２８年４月に示された答申に基づいた具体的な対応策やスケジュールなど、関係区と調整

を図る。 

10．首都高速道路王子線建設事業 

  〔経  緯〕 

昭和４５年 3 月   首都圏整備計画で都市高速道路中央環状線位置付け 

昭和５５年度   東京都及び首都高速道路公団は、北区議会に本計画の事業化を説明 

昭和６0年度  環境影響評価書を都知事に提出 

   都市計画道路として都市計画決定 

昭和６１年度  都市計画事業として事業承認・認可告示 

平成元年度  首都高速道路公団が、工事に着手 

平成１４年度  １２月 本線部分と王子北出入口の供用開始 

   平成１７年度  首都高速道路公団施工の仮設護岸落下により堀船地区で水害発生 

           首都高速道路公団から分割、民営化により設立された首都高速道路株式会社に事業

が継承される。 

           北区と首都高速道路株式会社との間で「首都高速王子線に関する協定」及び「首都

高速王子線に関する覚書」を締結 

首都高速道路株式会社は堀船地区水害の責任を認め、９・４堀船地区水害対策協議 

会と水害補償に係る確認書を取り交わす。 

   平成１８年度   事業期間が平成２７年３月３１日まで延伸される。 

   平成１９年度   首都高速道路株式会社による水害被災者への補償完了 

   平成２２年度   ７月 集中豪雨により石神井川が溝田橋下流の首都高工事エリアから溢水し、堀船 

地区で水害発生 

平成２３年度   堀船一丁目高架下広場について、工事ヤードとして使用するまでの間、暫定的に地 

元管理により暫定開放する協議がまとまり、暫定整備を実施 

平成２４年度  3月末日をもって、堀船一丁目高架下広場の暫定開放が終了 

平成２６年度  平成２７年３月２９日に王子南出入口が開通 

平成２７年度  首都高高架下に水防事務所を移設 

平成３０年度  首都高速道路株式会社から首都高速王子線に関する付属街路３号線や高架下の多

目的広場等の引継ぎが完了 

  〔今後の予定〕    

首都高速道路株式会社による本体事業が完成して以降それに関する付属街路３号線や高架下の多目

的広場等の工事等を行っていたが、平成３０年度にすべての工事等が完了したため、区が引継ぎを行っ

た。 
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施 設 管 理 課 

１．諸 証 明 

道路幅員証明（営業用自動車車庫の届出等に必要）及び区域証明を交付している。 

      道路幅員証明及び区域証明件数 

年 度 
幅 員 証 明 区 域 

証 明 

境界確定

証  明 

地籍成果

証  明 旅客用 貨物用 その他 計 

２９ 30 11 15 56 149 5,681 709 

３０  40  7 4 51 156 5,771 788 

      平成１６年度より、地方分権一括法に基づく国有地の区移管に伴い、境界確認証明を交付している。 

２．車両制限令に関すること  

道路の保全と交通の危険を防止するため、車両制限令に基づく特殊車両の通行許可協議・認定等の事

務を行っている。 

      特殊車両通行許可・認定件数 

年 度 通行許可協議件数 認 定 件 数 

２９ １，３２６ １ 

３０ ８８４ ２ 

３．道路についての占用許可等 

（１）区道に関する次のような許可及び占用料等の徴収を行っている。 

   ①道路占用許可及び占用料       ５４５件       ９５８，１７２，７７６円 

   ②道路掘削許可及び復旧費     １，８０７件       ２２３，６１６，８９６円 

③自費工事施行承認件数        １７７件      

          平成３０年度         計   ２，５２９件   １，１８１，７８９，６７２円   

 （２）区管理通路に関する許可及び占用料の徴収を行っている。（北区管理通路条例） 

     平成３０年度        １２件（５件）         １４３，９０８円 

（   ）内は免除件数 

４．公共溝渠についての使用許可等 

    北区公共溝渠管理条例に基づき使用許可及び使用料の徴収を行っている。 

         平成３０年度          ２３件（８件）          ９６４，７５３円 

                                              （   ）内は免除件数 

５．掘削道路復旧事業 

   通信、電気、上下水道、ガス等の企業者により掘削された道路を復旧する事業である。 

復旧方法の可否が、道路の耐用年数に大きな影響を及ぼすので、復旧工事の設計施行に当っては特に 

注意し、掘削企業者に対しては、埋戻し、復旧方法及び、事故防止等適切な技術指導を行なう必要があ 

るため、適宜掘削企業者、所轄警察署と道路工事調整協議等を実施し技術指導に努めている。 

 また、道路利用者の安全と道路環境の向上を図るため、掘削道路復旧工事として道路の改修は道路公 

園課で実施する｡ 
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６．沿道区域の指定についての指導 

道路法第４４条に基づき道路に及ぼす影響を防止するため、指導を行う。 

高層ビル建築等における沿道掘削施行届の受理及び指導件数    ５１件 

７．北区道路の路線認定・改廃 

新たに整備された道路、再開発などにより再編成された道路について道路法に基づき、認定・改廃等 

の手続を行っている。 

また、道路に関した都区財政調整の算定資料や各種統計資料の作成を行っている。 

      告示路線数 

年 度 認 定 路線変更
廃 止 

（一部廃止） 

区域決定 
（区域変更） 供用開始 

２９ １ ０ ０ 132 122 

３０ ０ ０ １ 153 140 

      区道の状況 

現在日 
路線数 

（本） 

総延長 

（ｍ） 

重複供用 
延  長 
（ｍ） 

未供用 
延 長 
（ｍ） 

実延長 

（ｍ） 

総面積 

（㎡） 

実面積 

（㎡） 

30.4.1 1,726 346,446 4,948 5,244 342,699 2,232,898 2,174,789 

31.4.1 1,726 346,149 4,948 5,201 342,742 2,236,972 2,176,527 

８．地籍調査事業（地籍情報緊急整備事業） 

本事業は、土地一筆ごとに、所在、地番、地目及び境界の調査を行い､基本三角点及び指定された基

準点から最新の技術により測量を行う。この事業により作成された成果は、国の認証を受けた後、登記

所に送付され、不動産登記法第１４条第１項に基づく地図として公図に変えて備え付けられる。 

   平成３０年度から事業を休止し、成果の発行のみ行う。 

９．区管理通路の指定及び管理 

道路法により認定された道路と同様に利用されているが、認定条件を満たしていない道路形態にある

ものについて、生活環境、防災性を向上させることを目的とし、権原を取得し区域を指定して管理する。 

        平成３０年度    区域変更箇所           １６件 

               廃 止 箇 所       ０件 

１０．公共基準点整備事業 

北区の基準点は、測量法に基づく公共測量として北区公共測量作業規程を制定し、公共基準点として

設置している。これは、基本三角点及び東京都公共基準点等指定された基準点を基に設置し、国土地理

院による審査を経ている。また、国土調査法第１９条第５項による指定を受けることにより、前述の地

籍調査事業に利用することができる。この公共基準点は、維持管理を適正に行い、高密度に整備するこ

とにより公共用地・民有地等を測量するための実用点として利用できる。 

東日本大震災以降、３級以上の公共基準点について改測・改算を実施し、その成果をもとに４級基準

点の座標変換を実施した。 

１１．道路台帳の整備事業 

道路を管理するうえで基本となる道路台帳の整備事業は、昭和41年から着手し、昭和49年度まで

に終了しているが、道路新設、拡幅工事及び歩道設置により道路に変更を生じた箇所の補正測量を行っ
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ている。 

道路台帳現況平面図補正 

年 度 事   業   費 （円） 補  正  延  長 （ｍ） 

２９ ２３，８１４，０００ ４，７５８ 

３０ ８１，３２４，０００ １６，３９１ 

１２．道路用地の無償取得・交換及び譲与 

既存区道敷地の権原整理のため、道路法に基づいた国公有地の無償取得、私有地の寄付受領を行って

いる。 

また、集団住宅の建設や開発行為に伴い提供される道路敷地についての事前相談を受けている。 

さらに再開発事業等の施行により付け替えられる道路敷地の取得・譲与を行っている。 

      道路用地の無償取得 

１３．用途廃止 

道路敷や水路敷のうち、現況が廃滅していて将来も道路や水路として利用する必要のないものについ

て隣接地主の申請を受け、用途廃止事務を行っている。 

    用途廃止 

年 度 
旧 道 路 敷 廃 滅 水 路 敷 合     計 

件数 廃止面積(㎡) 件数 廃止面積(㎡) 件数 廃止面積(㎡) 

２９ ２ １１．６７ ２ １５．５５ ４ ２７．２２ 

３０ １  ４２．５９ ０ ０ １ ４２．５９ 

１４．公共用地（国有地・区有地）の境界確定 

      道路、公園、溝渠、法定外公共物（認定外道路・水路敷）を構成する敷地の適正な管理のため、境界 

確定・確認及び道路区域の標示を行っている。 

また、用地取得（都市計画事業等）に必要な土地についても境界確認・協議を行っている。 

（１）区有公共用地境界確認    ２６９件 

  （２）道路区域標示        １６件 

（３）用地境界標及び道路区域標設置箇所     ２３０ヶ所 

               うち用地境界標   ２２７ヶ所 

                          区域・その他      ３ヶ所 

１５．道路監察取締、指導業務 

良好な道路環境を維持するために、区道上の不法占用物・放置物・屋外広告物等に対する注意指導や

道路パトロールを行っている。 

また、交通事故による道路付属物の損傷事故の復旧手続きも行っている。 

年度 
寄   付 東 京 都 国 合   計 

件数 
取得面積 

（㎡） 
件数 

取得面積 

（㎡） 
件数 

取得面積 

（㎡） 
件数 

取得面積 

（㎡） 

２９ 25 2,528.60 ７ 836.43 ４ 117.77 36 3,482.80 

３０ 26 337.45 2 3,900.00 ５ 1,072.43 33 5,309.88 
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北区内における不法占用等の通報・対応件数

種別 

年度 

道路不法占用の 

通報・対応件数 

放置物件の 

通報・対応件数 

不法看板の 

撤去枚数 

道路附属物損傷事故の 

通報・対応件数 

２９ １２９ ２３５ ６，２６５   １２５ 

３０ １６３   ２５４ 7，９７０ １５０ 

１６．交通安全対策事業 

   北区では、交通事故防止活動の実践と交通安全の推進を目指して、昭和４２年２月２０日に交通安全

宣言をした。以来、区及び関係諸機関・団体は、区民総ぐるみの活動、協力を得られるよう、北区交通

安全計画（５カ年）・北区交通安全実施計画を作成し努力してきた。 

              （根拠法  交通安全対策基本法 昭和４５年 法律１１０） 

   平成３０年中の死者数は２人であり、平成２９年より１名増加した。本年度も引き続き関係諸機関・

団体等と協力しながら交通安全の諸施策を講じていく。 

           （東京都北区交通安全協会補助金交付要綱 平成９年６月１日施行） 

（１）北区内における５年間の交通事故発生状況                    

項 目 

暦 年 

事故件数 
死傷者数 

死者数 重傷者数 軽傷者数 計 

２６   ５６７ ３  ３   ６３６   ６４２ 

２７   ５１４ ４  １４   ５６１   ５７９ 

２８   ４７７ ３  ５   ５２７   ５３５ 

２９   ４８６ １  １４   ５３８   ５５３ 

３０   ４９２ ２  ２２   ５１７   ５４１ 

                                       ※警視庁交通統計による 

（２）交通安全対策事業の沿革 

昭和３９年  ９月 「北区交通安全協議会」設置 

 〃 ４１年１２月 北区議会「交通安全に関する決議」 

 〃 ４３年  ４月 
北区交通安全対策本部設置 

北区議会交通安全対策特別委員会設置 

 〃 ５３年  ７月 北区議会交通・公害対策特別委員会設置 

 〃 ６２年  ５月 北区議会交通・環境対策特別委員会設置 

平成  ３年  ４月 北区議会交通対策特別委員会設置 

 〃 １９年 ６月 北区交通安全協議会高齢者部会設置 

〃 ２７年 ４月 土木部施設管理課管理・交通係（組織改正） 

（３）交通安全対策の推進体制  

   ①北区交通安全協議会 

       交通事故のない住みよい区を築くため､区並びに関係行政機関･団体が、協力体制を確立し、効果的

な区民運動を推進していくことが必要である。北区では､このような社会的要請に基づき、昭和３９

年に「北区交通安全協議会」を設置している。        

（東京都北区交通安全協議会規約  昭和３９年９月３日区長決裁） 
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     （協議事項） 

     イ．交通安全に関する広報 

     ロ．交通安全教育と交通安全施設の整備改善 

     ハ．交通事故防止に関する調査研究 

     二．その他必要な事項 

     （組  織） 

        会長(北区長） 

        委員 

        関係団体の代表                    １５名 

         北区議会議員                           ６名 

         関係行政機関の職員                   １２名 

        北区職員                              ３名 

なお、施設管理課長、区内三警察署交通課長及び区内三消防署警防課長を幹事とする。 

   ②北区交通安全対策本部 

    北区が行う交通安全対策の一元化を図るため、北区副区長を本部長として関係部課長２４名を部員

として、交通安全対策本部を設置している。 

       （東京都北区交通安全対策本部設置要綱 昭和４３年３月１３日区長決裁） 

   （所轄事項） 

     イ．交通安全施設の整備計画に関すること 

     ロ．交通安全運動の推進に関すること 

     ハ．交通事故による被害者対策に関すること 

     二．その他交通安全対策の総合的企画と調整に関すること  

（４）交通安全対策事業の実施 

   ①春・秋の交通安全運動の実施 

   ②ランドセルカバーの供与 

   ③北区自転車安全日 

   ④自転車安全運転免許証の発行 

⑤スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全体験教室 

１７．違法駐車等防止対策事業                                   

     平成５年１２月制定の「東京都北区違法駐車等の防止に関する条例」に基づき、次のような事業を行

っている。 

（１）違法駐車等防止重点地域の指定 

王子駅、赤羽駅、板橋駅及び十条駅周辺を重点地域に指定し、違法駐車等の防止に関する施策を重

点的に実施している。 

（２）交通指導員 

「東京都北区交通指導員の任用、職務に関する要綱」に基づき、交通指導員を置いている。 

        （交通指導員の任用、職務に関する要綱 平成３１年４月１日一部改正） 

（３）実施方法 

   ①パンフレット、ちらし等の配付 

   ②口頭による呼びかけ 

   ③注意ステッカーの前部窓ガラス・ワイパー間への挟み込み 

   ④広報車による街頭宣伝 

   ⑤時間貸し駐車場に関する情報の提供 

   ⑥その他必要と認められる方法 

（４）関係機関及び団体等との協力 

毎月１回以上、重点地域において区民と合同で広報・啓発等の協働活動を実施している。 

（５）違法駐車等防止連絡会 
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連絡調整を行うため、区、警察署、交通安全協会、地域交通安全活動推進委員協議会、町会・自治

会、商店会及びその他の地域関係者による連絡会を設置している。 

１８．放置自転車対策事業                                         

     放置自転車対策として、昭和５８年１２月制定の「東京都北区自転車の放置防止に関する条例」に基

づき、駅周辺の生活環境を確保し、通行の障害を除去するとともに、街の美観を維持して安全で快適な

区民生活の実現を図るために、次のような事業を行っている。 

（１）駅周辺に自転車駐車施設の設置（表１－１・１－２） 

（２）自転車利用者への啓発・広報活動 

（３）関係機関との連絡調整 

（４）放置自転車の移送及び処分（表２） 

（５）北区シルバー人材センターへの自転車整理等委託 

①自転車利用者の駐車施設への誘導及び整理 

     ②放置自転車整理区域内のパトロール 

     ③駅周辺の放置自転車の整理 

（６）赤羽駅周辺自転車誘導員委託 

（７）自転車駐車場案内板の設置 

 （８）コールセンターの導入と休日の自転車撤去 

 （９）違法駐輪防止の表示 

表１－１  自転車駐車施設一覧（有料制自転車駐車場）          平成３１年４月１日現在 

 名   称 所 在 地 
開設 

年月 

収容可能

台数 

施設面積

(㎡) 
備考 

１ 浮間四丁目自転車駐車場 浮間４丁目３０番８号 Ｓ61.4 454 540  

２ 浮間三丁目自転車駐車場 浮間３丁目１番４７号 Ｓ61.4 563 589 

３ 赤羽北二丁目自転車駐車場 赤羽北２丁目１番１０号 Ｓ61.4 423 551 

４ 北赤羽駅赤羽口自転車駐車場 赤羽北２丁目３２番2号 Ｈ16.1 268 327 

5 赤羽駅西口自転車駐車場 赤羽西１丁目7番1号 H26.1 660 1,047 

6 赤羽駅西口北自転車駐車場 赤羽１丁目６７番１8号 Ｈ2.12 170 780 

7 赤羽駅南口第一自転車駐車場 赤羽１丁目１番２８号 Ｈ12.7 950 1,435 

8 赤羽駅南口第二自転車駐車場 赤羽１丁目１番２０号 Ｈ13.6 1,450 1,421 

９ 赤羽駅南口第三自転車駐車場 赤羽南２丁目９番先 H26.4 51 42 

10 赤羽東本通り自転車駐車場 赤羽１丁目７番先 Ｈ30.4 253 414 

11 赤羽駅東口自転車駐車場 赤羽1丁目1番先 Ｈ31.4 267 298 

12 十条駅西口自転車駐車場 上十条２丁目２７番１７号 Ｈ18.1 700 993 

13 十条駅東口自転車駐車場 上十条１丁目１４番先 H20.4 29 89 

14 板橋駅東口自転車駐車場 滝野川７丁目３番７号先 H14.11 94 121 

15 東十条駅北口自転車駐車場 東十条４丁目１番先 Ｈ17.2 42 50 

16 
東十条駅北口第二自転車 

駐車場 
東十条３丁目１８番30号 Ｈ19.1 118 140 

17 東十条駅南口自転車駐車場 東十条３丁目１８番４３号 Ｈ２４.４ 1,470 1,877 
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18 王子駅北口自転車駐車場 王子１丁目１１番１号先 Ｓ61.6 630 642 

19 王子駅南口自転車駐車場 王子１丁目３番４０号先 Ｓ62.4 1,548 1,362 

20 王子駅明治通り自転車駐車場 
王子１丁目６番２２番２３番

先 
H26.4 75 205 

21 栄町自転車駐車場 栄町４０番４号先 Ｓ61.6 407 758 

22 音無親水公園自転車駐車場 王子本町１丁目１番１号先 Ｈ17.2 123 122 

23 尾久駅前自転車駐車場 昭和町2丁目1番31号 H21.10 565 652 

24 王子神谷駅前自転車駐車場 
王子５丁目２０番３－Ｂ 

１０１号 
Ｈ16.4 160 179 

25 王子神谷駅北自転車駐車場 王子5丁目29番4号 H2１.３ 994 1,572 

26 滝野川三丁目自転車駐車場 滝野川３丁目１１番2号 Ｈ16.1 371 545 

27 新田端大橋北自転車駐車場 東田端２丁目２０番４５号 Ｈ2.3 705 705 

28 新田端大橋中央自転車駐車場 東田端２丁目２０番５２号 Ｈ3.3 1,003 1,309 

29 新田端大橋南自転車駐車場 東田端１丁目１７番２１号 Ｈ2.3 675 440 

30 田端駅前自転車駐車場 田端６丁目１番３号 Ｈ5.11 598 589 

31 西ケ原駅前自転車駐車場 西ケ原２丁目３番１号 H26.4 149 266 

32 北谷端公園脇自転車駐車場 滝野川7丁目14番先 H27.4 160 165 

小   計  16,125 20,225 

表１－２ 自転車駐車場施設一覧（登録制指定置場）          平成３１年４月１日現在 

 名   称 所 在 地 
開設 

年月 

収容可能 

台数 

施設面積 

（㎡） 
備考 

1 赤羽駅西側指定自転車置場 
赤羽台１丁目１番２９号、 

４番７３号 
Ｓ59.5 1,300 810 

2 赤羽公園脇指定自転車置場 赤羽南１丁目１４番先 Ｈ17.6 200 487  

3 赤羽駅南側指定自転車置場 赤羽南１丁目２０番先 Ｈ29.4 １00 164 

4 十条駅北指定自転車置場 十条仲原１丁目１番５号 Ｈ5.4 992 1,080 

5 十条駅中央指定自転車置場 上十条２丁目３１番１２号先 Ｓ63.4 150 48 

6 十条駅南指定自転車置場 上十条１丁目１４番８号 Ｈ5.4 264 260 

7 上中里駅前指定自転車置場 
上中里１丁目３７番13号先 

上中里２丁目４４番２号 
Ｈ9.3 200 199 

8 駒込駅前指定自転車置場 
中里１丁目７番先 

中里２丁目１番先 
Ｈ2.2 515 309 

9 
赤羽岩淵駅周辺指定自転車 

置場 

岩淵町３６番先 

赤羽１丁目５２番１０号先 
Ｈ10.2 110 59 

10 志茂駅周辺指定自転車置場 
志茂３丁目２２番４号先 

志茂１丁目２番４５号 
Ｈ10.2 100 73 

11 
王子神谷駅周辺指定自転車 

置場 
東十条3丁目10番34号先 Ｈ10.2 30 40 
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12 
北谷端公園脇指定自転車 

置場 
滝野川７丁目１４番先 Ｈ17.4 150 118 

小   計   4,111 3,647 

合   計 20,236 23,872 

※有料制32カ所、登録制１２カ所、合計44カ所 

表２ 放置自転車の移送及び処分（廃棄・売却）          （平成３０年度） 

区域別 ／ 駅別 移 送 数 （台） 処 分 台 数（廃棄・※売却） 

整 理 区 域 内 

※ 売却処分は、平成１９年８月か

ら実施  

浮 間 舟 渡 ４４６ 

北 赤 羽 ９２３ 

赤   羽 ６，１６２ 

十   条 ９１４ 

板   橋 １８９ 

東 十 条 ３９０ 

王   子 ２，８７４ 

上 中  里 ５７ 

田 端 ５３４ 

駒   込 ３８８ 

尾   久 １９６ 

赤 羽 岩 淵 ２２０ 

志   茂 １４０ 

王 子 神 谷 ２１１ 

西 ケ 原 ８ 

西 巣 鴨 ６ 

小 計 １３，６５８ 

整 理 区 域 外 １，４０６ 廃 棄（台） 売 却（台） 

計 １５，０６４ ４，０３７ ２，２０８ 

１９．有料自動車駐車場等管理運営 

 北区まちづくり公社解散に伴い、駐車場の運営が北区へ移管された。平成２７年４月より指定管理者

制度を導入。 

（１） 名   称 赤羽駅西口駐車場及び自転車駐車場 

位   置 北区赤羽西１-７-１ 
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（２） 主な概要 収容台数 自動車           ４５０台 

                自動二輪・原動機付自転車   １４台 

                自転車            ６６０台 

利用時間 自動車           ２４時間無休 

                自動二輪等・自転車 午前４時から翌午前２時まで  

２０．公共交通等の運行支援に関する事務 

（１）コミュニティバス運行支援  

   〔事業概要〕 

コミュニティバスは、高齢化の進行やバリアフリー社会への対応、公共交通のさらなる利便性及び

安全性の向上等のため、全国各地の地方自治体で導入されている。 

北区においては、平成２０年度から「王子・駒込ルート」「田端循環ルート」の２ルートでモデル

運行を開始した。その後、モデル運行による検証を踏まえ、平成22年 4月からバスの愛称名を「Ｋ

バス」と定め、本格運行に移行している。 

〔経  緯〕  

平成１６年度  検討委員会を立上げ候補地を選定  

平成１７年度 検討結果により、モデル運行路線（案）を設定 

平成１９年度 運行事業者を決定（事業者が運行認可を取得） 

平成２０年度 北区コミュニティバスのモデル運行を開始（４月２７日） 

平成２１年度 事業者と運行に関する協定締結（期間：２２年４月１日～３２年３月３１日） 

平成２２年度 モデル運行から本格運行に移行（４月１日） 

平成２８年度 新型車両に代替（２９年度から５カ年にわたり車両減価償却費を補填） 

令和元年度 （予定） 

       これまでの利用実態や運行状況を評価し、現行路線の運行協定の更新に向けた利用

促進策・収益改善策に取り組む。  

年間乗車人数 

年 度 乗車人員（人） のべ乗車人員（人） 

平成２０年度 435,641   435,641 

平成２１年度 530,964   966,605 

平成２２年度 565,890 1,532,495 

平成２３年度 586,488 2,118,983 

平成２４年度 572,245 2,691,228 

平成２５年度 567,693 3,258,921 

平成２６年度 594,034 3,852,955 

平成２７年度 591,501 4,444,456 

平成２８年度 565,316 5,009,772 

平成２９年度 551,932 5,561,704 

平成３０年度 555,413 6,117,117 

（２）民間バス運行経費補助 

   〔事業概要〕 

高齢者や障害者をはじめ、誰もが安心して移動できるまちづくりを進めるため、崖線による東西間

の高低差の移動や公共交通機能向上地域等を中心に、民間事業者と連携しながら交通手段の確保に向
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けた取組みを行っていく。 

  引き続き、民間事業者との協議を継続することと併せて、コミュニティバスの運行拡大も含めた区

内移動の交通手段確保に努めていく。 

〔経  緯〕 

国際興業バス赤０６系統（浮間舟渡駅⇔赤羽駅東口）については、不採算等を理由に廃止するとの 

意向が示された。これに対し、地域住民から移動手段の不便に対する多数の要望が寄せられたことも 

踏まえ、存続に向けた運行収支の改善策や区の支援策の協議を事業者と行い区による運行経費の一部 

補助（平成２６年８月～２８年７月）を行った。しかし、収支の改善が図られないことから、平成２ 

８年９月３０日をもって運行は終了した。 

２１．屋外広告物の許可に関する事務 

   屋外広告物の許可事務は、下記根拠法令に基づき、広告板、広告塔、立看板、ポスターなどの掲示場 

所、掲示方法などについて、美観の維持や公衆に対する危害防止のため、必要な規制を行っている。 

   東京都屋外広告物条例の改正を受け、車体を利用した広告について、平成１２年度からは路線バス、 

平成１３年度からは電車、平成１５年度からはタクシーについて許可を行うようになった。 

   平成２０年４月、旧古河庭園周辺が東京都景観計画の文化財庭園等景観形成特別地区並びに東京都屋 

外広告物条例第６条に基づく禁止区域に指定され、地盤面から２０ｍ以上の部分に掲出する屋外広告物 

が規制を受けることとなった。 

    根拠法令 屋外広告物法（昭和２４年６月３日） 

        東京都屋外広告物条例(昭和２４年８月２７日） 

              特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例 

（平成１１年１２月２４日） 

なお、平成２７年度のまちづくり部の組織改正に伴い、都市計画課から本事務を移管した。 

〔平成３０年度実績〕 

種   別 数  量 種   別 数  量 

１ 広   告   塔 ３２基 ９ バス又は電車の車体
利用広告で長方形の枠を
利用するもの 

１４４枚 
２ 広   告   板 ９３７基 

３ 小 型 広 告 板 ８枚 10 前記以外の車体利用広告 ２，４５５台 

４ は り紙・ はり札 ２８８枚 11 ア ド バ ル ー ン ０個 

５ 立   看   板 ０枚 12 広 告 幕 ０張 

６ 電柱・街路灯柱利用広告 ３，２２９枚 13 ア ー チ ６基 

７ 標 識 利 用 広 告  １０６枚 14 装 飾 街 路 灯  ０基 

８ 宣 伝 車 ０台 15 店 頭 装 飾  ０基 

２２．部内公共施設に係る固定資産台帳の整備及び管理に関する事務 

土木部の所管する道路・公園等に係るインフラ資産（土地・工作物・建物）等について、統一基準

に基づく地方公会計導入に伴い、その財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿として固定資産台

帳を整備する。

平成２７年度は、固定資産台帳の整備に必要な項目の洗い出しを行った。

平成２８年度は、固定資産台帳の内容について整備した。

平成２９年度から、固定資産台帳の運用を開始した。
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道 路 公 園 課 

１．道路維持補修事業 

（１）交通安全施設整備事業 

交通環境の改善と交通事故防止を図るため、歩行者の安全を重点に整備を進めている。 

  本年度は区画線設置工事を約１９，５００ｍ、横断歩道手前及び坂路のすべり止め舗装工事を約６３

０㎡実施する。 

      交通安全施設一覧表                                 （平成３１年４月１日現在） 

種 別 

年 度 

歩    道 歩道橋 防護柵 道路標識 反射鏡 

道路延長
(m) 

歩道延長 
(m) 

数 量 
(橋) 

数 量 
(m) 

数 量 
(本) 

数 量 
(本) 

29年度末現況 79,697 122,687 5 108,405 407 1,379 

30年度末現況 79,697 122,687 5 108,585 403 1,382

区 画 線 道路照明 段差解消 交差点改良 すべり止め舗装

数 量 
(m) 

数 量 
(基) 

数 量 
(カ所) 

数 量 
(カ所) 

数 量 
(㎡) 

199,084 13,335 1,524 １3 65,558 

200,884 13,116 1,524 1３ 65,660 

（２）道路維持事業 

    区民の日常生活及び活動に密着した重要な事業で、道路の機能を保持し、安全で円滑な交通を確保 

するため、きめ細かな維持管理を行っている。その内容は破損路面の小修繕から、道路清掃、側溝桝 

類、管渠などの排水施設の浚渫清掃、及び防護柵、道路標識等の交通安全施設の保守修繕、洗浄、道 

路の除雪作業等多岐にわたっている。道路保全に万全を期すために道路補修車、パトロールカーを併 

用して巡回調査を実施し、日常の維持管理の強化を図っている。また、駅周辺等のエレベーター・エ 

スカレーターの維持管理も行っている。 

    さらに、休日・夜間を含め、緊急を要する工事に対応するため、請負単価契約を締結して、道路の 

維持・修繕を行っている。 

     また、歩車道が分離されている主要路線については、機械力による道路清掃（清掃延長＝約３，７ 

００㎞）を実施するとともに、駅前広場等のカラー舗装洗浄（清掃面積＝約９，０００㎡）と、北区 

全域を３年に１回のローテーションで、透水性舗装の再生洗浄（今年度清掃面積＝約５，１００㎡） 

を実施する。 

   昇降施設一覧表                           （平成３１年４月１日現在） 

名   称  所 在 地 開設年月日 構造及び施設内容 

上中里さわやか橋 

 エレベーター 

上中里2-45先 Ｈ11.1.13 油圧式、21人乗り、2台 

運転時間 AM6:00～PM10:00 

馬場歩道橋 

 エレベーター 

滝野川2-6先 

滝野川1-65先 

Ｈ15.6.26 ロープ式、15人乗り、2台 

運転時間 AM6:00～PM10:00 

東十条駅北口跨線人道橋 

 エレベーター 

東十条4-15先 Ｈ16.4.9 ロープ式、15人乗り、1台 

運転時間 24時間 
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東十条駅北口跨線人道橋 

 エスカレーター 

東十条4-15先 Ｈ16.4.9 9,000人／ｈ、4台 

運転時間 24時間 

音 無 橋 

 エレベーター 

王子本町1-2先 Ｈ21.4.22 ロープ式、15人乗り、1台 

運転時間 AM4:30～ＡM1:30 

車坂跨線人道橋 

 エレベーター 

上中里2-32先 Ｈ23.2.3 ロープ式、17人乗り、2台 

運転時間 24時間 

東十条駅北口西側 

 エレベーター 

中十条3-36先 Ｈ23.11.18 ロープ式、15人乗り、1台 

運転時間 24時間 

田端ふれあい橋 

 エレベーター 

東田端1-17先 Ｈ24.1.10 ロープ式、15人乗り、1台 

運転時間 24時間 

２．街路緑化事業 

   緑化事業の一環として、区道の歩道幅員が２．５ｍ以上ある場所に並木桝や植樹帯を築造し、高・中・ 

低木類の植栽をしている。 

なお、昭和４８年度からは、既設植樹帯の除草、刈込、清掃等の管理委託も併せて行っている。 

    街路樹一覧表                           （平成３１年４月１日現在） 

番号 樹 種 名  （科名） 本数 (本) 備    考 

１ ハナミズキ （ミ ズ キ 科） 1,282  

２ ソメイヨシノ （バ ラ 科） 940  

３ イ チ ョ ウ （イチョウ科） 438  

４ ケ ヤ キ （ニ レ 科） 344  

５ サルスベリ （ミソハギ科） 331  

６ スズカケノキ （スズカケノキ科） 175 プラタナス 

７ フ   ウ （マンサク科） 213 タイワンフウ 

８ トウカエデ （カ エ デ 科） 182  

９ タ ブ ノ キ （クスノキ科） 173  

１０ モミジバフウ （マンサク科） 155 アメリカフウ 

１１ シ ラ カ シ （ブ ナ 科） 151  

１２ ヤマザクラ （バ ラ 科） 119  

１３ コ ブ シ （モクレン科） 119  

 そ の 他 893  

 計 5,515  

３．私道私下水改修補助事業 

     本事業は私道の舗装及び下水施設の設置工事を、北区の補助制度に基づいて実施しているものである。 

   経年による舗装の破損箇所について、地元権利者等からの申請に基づく再舗装、既設下水施設の改修 

及び管渠の清掃を実施している。 

     本年度は、下水管渠改修工事約３００ｍ、Ｌ型側溝工事約２５０ｍ、舗装工事約１，０００㎡を実施 

する予定である。 

平成２５年度から、原則工事費の１０％が申請者の負担となった。 
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４．街灯改修事業 

    北区道の夜間における交通安全及び防犯対策をするとともに、省エネルギー化を推進するため、平成 

２１年度から老朽化した水銀灯を、LED照明街灯へ計画的に改修している。 

  街灯一覧表                             （平成３１年４月１日現在） 

 街 路 灯 橋梁灯・地下道灯 合   計 

水 銀 灯 5，８８７ ８６ ５，９６３ 

蛍 光 灯 １４５ ３２９ ４７４ 

Ｌ Ｅ Ｄ 灯  ６，２２７   ５３ ６，２８０ 

ナトリウム灯 外 ２３５ １６４ 3９９ 

合   計 １２，４３２ ６３２ １３，１１６ 

５．私道防犯灯改修事業 

明るく住みよい環境をつくるため、昭和４７年度から全額補助事業として、私道防犯灯の新設改修を 

行っている。 

平成３０年度における補助対象の私道防犯灯は計５，７３６基となっている。 

     本年度は、ＬＥＤ化を基本として約６０基の新設及び改修を実施する予定である。  

６．河川事業に関する事項 

  河川事業は、より高い治水安全度の確保及び河川環境の整備・保全、利活用を目指して、それぞれの 

地域に適した事業が進められている。このため、水系・地域ごとに各種のプロジェクトが運営され、こ 

れらに係る北区の事務局として活動している。 

   河川関係協議会等 

   （１）東京都総合治水対策協議会       （２）東京河川改修促進連盟   

   （３）東京高潮対策促進連盟       （４）隅田川流域連絡会 

    （５）新河岸川流域総合治水対策協議会   （６）石神井川流域連絡会     

７．河川に関する事務 

石神井川及び公共溝渠を維持管理する他、区内４河川に係る水防、治水対策等に関する事務事業を実 

施している。 

  （１）河 川 管 理 

北区が管理している河川及び公共溝渠の現況は次表のとおりである。 

                                             （平成３１年４月１日現在） 

名   称 延長 (m) 摘 要 備        考 

一 級 河 川 3,810 石神井川 東京都の事務処理特例に関する条例 

公

共

溝

渠 

現況溝渠 1,773 11本  

現況道路 46,881 136本 公共下水道の布設に伴い道路に変更 

小  計 48,654 147本  

計 52,464 148本  

     なお、公共溝渠は公共下水道の普及（現普及率１００％概成）に伴い年々減少し、現在管理延長 

は１，７７３ｍとなっており、下水道管布設後は道路の拡幅、新設用地等に活用されている。 
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 （２）水 防 

      北区管内の各河川の洪水、又は高潮による水害を防止し、被害を軽減するため、関係各機関と連携

し、水防に関する事務、及び水防活動を実施している。 

    また、毎年出水期前に東京消防庁と合同で、北区総合水防訓練を実施しており、平成３０年度は、

東京消防庁と合同で水防訓練を実施した。 

本年度は、荒川河川敷において、区内３消防署と合同による水防訓練を実施する予定である。 

水防用として管理している排水場は次表のとおりである。                                       

（平成３１年４月１日現在） 

名  称 所  在  地 
ポ ン プ 概 要 

口径㎜ 排水場 /分 設 置 年 次 

観 音 橋 排 水 場 滝野川五丁目53 番地先 
150 

(２台) 
８ 

昭和５８年 

(平成9年改修) 

赤 羽 北 排 水 場 赤羽北二丁目21 番地先 
100 

(１台) 
0.6 平成６年 

赤羽台公園排水場 赤羽台三丁目16 番地先 
80 

(２台) 
0.7 平成７年 

井 頭 排 水 場 岸町二丁目9番地先 
100 

(２台) 
0.9 平成８年 

 （３）雨水流出抑制施設設置指導 

    管内河川の総合的治水対策の一環として、流域における雨水の流出を抑制するため「流出抑制施設

設置に関する指導要綱（平成元年６月５日作成）」（平成２２年４月１日改定）に基づき、公共施設

及び大規模民間施設（敷地面積５００㎡以上）に雨水貯留、浸透施設の設置について指導している。 

 （４）水辺環境整備等に係る調整 

    水辺環境や河川利用の向上等を目的として、国土交通省や東京都が行う基盤整備に併せ、北区が施

工する事業との調整を行っている。 

    ①隅田川・新河岸川水辺環境整備 

     東京都が施工する隅田川及び新河岸川の緩傾斜型堤防整備（神谷一丁目）、スーパー堤防整備（豊

島五丁目、浮間一丁目）に併せ、船着場の設置及び周辺景観整備を行っている。 

    ②荒川水辺環境整備 

     ＪＲ東北線鉄橋から新岩淵水門付近の荒川河川敷（延長約1.9㎞）の環境整備について、荒川下

流河川事務所と協議・調整を行いながら緑地整備を実施している。 

    ③荒川知水資料館の運営 

     平成１０年３月に開設し、荒川の歴史や環境を学び、知ることを目的として、国土交通省と共同

運営を行っている。 

     平成３０年度の入館者数は、約７６，５４７人で開館以来の延べ入館者数は、約１３０万人とな

っている。 

④荒川緑地美化運動の実施（荒川クリーンエイド等） 

     河川美化運動と河川愛護を目的として設立されたＮＰＯ法人荒川クリーンエイド・フォーラムの

活動を通じ、北区主催の荒川河川敷の一斉清掃として、荒川岩淵関緑地を会場として実施している。 

平成３０年度は、１０月に実施した。令和元年度も１０月に開催を予定している。 
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８．石神井川遊歩道維持管理 

  石神井川管理通路を緑化し、緑地８カ所（音無さくら・こぶし・けやき・みずき・くぬぎ・かつら・も 

みじ・えのき）を遊歩道で結び、地域の自然・歴史・文化にふれる散歩道として、樹木の剪定、刈り込み 

等の維持管理を行っている。 

９．公園・児童遊園等の維持管理 

  公園、児童遊園、遊び場を安全で快適な魅力のある施設とするため、きめ細かな維持管理を行っている。 

    飛鳥山公園や名主の滝公園等の大規模公園の維持管理については、年間契約で園内全般の管理作業を委 

託しているほか、中・小規模公園施設の修繕、電気、機械、給排水設備の維持管理、トイレ清掃を委託に 

より維持管理を行っている。 

さらに安全管理の観点から道路公園管理事務所においては、遊具など施設の不具合について報告・通報 

があった際に、早急な簡易修繕に対応できるようにしている。 

   また、公園・児童遊園等の清掃・除草を公園等美化推進員、シルバー人材センター、及び町会自治会等 

に委託し、美化推進に努めている。 

   管理している公園、児童遊園、遊び場は次のとおりである。 

（平成３１年４月１日現在） 

種   別 カ所数 面          積 

公     園 ８４ ８９８，６５８．４５㎡ 

児 童 遊 園 ９７ ６２，４５８．５９㎡ 

遊  び  場 １４ ２２，９２７．０４㎡ 

計 １９５ ９８４，０４４．０８㎡ 

   昇降施設一覧表                          （平成３１年４月１日現在） 

名   称  所 在 地 開設年月日 構造及び施設内容 

あすかパークレール 

（アスカルゴ） 

王子 1-1-3 

（飛鳥山公園） 

Ｈ21.7.17 ラック・ピニオン式 

自走式モノレール、16人乗り 

運転時間 AM10:00～PM4:00 

西ヶ原みんなの公園 

  エレベーター 

西ヶ原4-51-62 Ｈ22.4.1 ロープ式、１１人乗り、１台 

運転時間 ＡＭ9:00～PＭ5:00 

１０．花の飛鳥ふれあい事業 

飛鳥山公園の花見時期に合わせ、ぼんぼりの設営や仮設トイレの設置を行っている。 

１１．緑のリサイクル事業 

公園等から発生した剪定枝や枯損木は粉砕・チップ化し、遊具周辺等のクッション材として利用して

いる他、チップ材を堆肥化し、公園内の植え込み地に敷きならしているとともに、区民植木市などで配

布している。 

１２．公衆便所維持管理 

駅前公衆トイレを含む管内１４カ所の公衆便所の清掃作業や設備管理を業者委託で実施し、区民の利

用に供している。 
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１３．狭あい道路拡幅整備事業 

この事業はまちづくり部建築課から依頼を受け、北区狭あい道路拡幅整備要綱に基づき、建築主及び

土地権利者の理解と協力を得て、建築に際して更地となった後退用地について、舗装及びＬ形側溝等を

整備する事業である。 

本年度も、引き続き事業の推進を図る。 
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北 区 立 公 園 ・ 緑 地 
○印は美化推進員配置カ所（８カ所） 

番号 園   名 所 在 地 面 積 (㎡) 所有 開園年月日  

1 南 谷 端 公 園 滝野川７－４２－１ 7,144.74 区 S24.6.21  

2 西 中 里 公 園 中里２－１５－１ 2,119.75 区 S25.3.31  

3 東 田 端 公 園 東田端２－５－１８ 1,913.88 区 〃  

4 北 谷 端 公 園 滝野川７－１４－１ 3,191.19 区 
(S18.3.27) 
S25.10.1 

5 神 谷 公 園 神谷２－３３－６ 3,765.57 区 
(S13.4.29) 
S25.10.1 

○ 

6 志 茂 町 公 園 志茂１－５－１ 2,601.55 国・区 (S18.4.28)  

7 島 下 公 園 赤羽西６－１０－１２ 3,396.48 区 
(S26.10.30) 
S27.4.1 

8 袋 町 公 園 赤羽北３－１１－１０ 7,163.17 都・区 
(S26.11.1) 
S27.4.1 

9 王 子 本 町 公 園 王子本町２－２９－８ 1,739.61 区 S28.9.1 ○ 

10 柳 田 公 園 王子１－２０－１ 2,299.82 区 
(S26.11.1) 
S28.4.1 

11 北 運 動 公 園 神谷２－４７－６ 24,446.36 区 S30.6.1  

12 王 子 駅 前 公 園 王子１－７－１ 1,769.44 区 S30.10.1  

13 浮 間 北 公 園 浮間１－１１－１１ 3,131.98 区 S33.5.26  

14 稲 付 公 園 赤羽西３－１９－５ 7,899.76 区 S35.10.15  

15 東 王 子 公 園 堀船２－１９－１８ 718.31 私 〃  

16 西 ケ 原 公 園 西ケ原４－１８－１ 2,171.58 区 〃  

17 東 中 里 公 園 中里１－１２－２ 1,645.87 区 〃  

18 赤 羽 公 園 赤羽南１－１４－１７ 11,532.85 区 〃  

19 浮 間 つ り 堀 公 園 浮間５－４－１９ 3,361.44 区 〃  

20 神 谷 南 公 園 神谷１－３２－４ 805.93 区 S38.5.13  

21 飛 鳥 山 公 園 王子１－１－３ 73,788.38 
国･区･ 
ＪＲ 

(M6.10.19) 
S40.4.1 

22 堀 船 公 園 堀船２－１０－５ 3,004.82 区 S35.10.15  

23 新 荒 川 大 橋 緑 地 赤羽２－２９先 91,718.07 国 
(S38.3.5) 
S40.4.1 

24 豊 島 公 園 王子６－３－４５ 6,051.08 国 S40.12.16  

25 十 条 公 園 十条台２－５－１３ 2,486.25 国 〃  

26 赤 羽 東 公 園 赤羽１－４３－１ 778.85 区 〃  

27 田 端 台 公 園 田端１－２８－２３ 3,387.17 区 〃  

28 田 端 新 町 公 園 田端新町１－２２－１８ 1,671.37 区 〃  

29 桐 ケ 丘 中 央 公 園 桐ケ丘２－７－４３ 50,987.75 
国･都･
区 

S43.7.1  

30 田 端 公 園 田端３－２３－２４ 1,658.23 区 S44.10.1 ○ 

31 稲 付 西 山 公 園 西が丘３－１０－３ 8,265.19 国 S45.6.26  
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32 中 十 条 公 園 中十条２－１２－１２ 728.12 区 S47.4.1  

33 王 子 五 丁 目 公 園 王子５－１７－２６ 1,908.11 都 S47.7.1  

34 浮 間 三 丁 目 公 園 浮間３－４－４７ 1,172.73 都 〃  

35 志 茂 東 公 園 志茂３－４６－８ 2,727.50 都・区 (S44.4.1)  

36 東 豊 島 公 園 豊島５－５－１５ 13,211.28 区 S49.9.30  

37 王 子 三 丁 目 公 園 王子３－２３－３３ 984.70 都 S50.4.1  

38 名 主 の 滝 公 園 岸町１－１５－２５ 20,413.03 区 
(S35.11.2) 
S50.4.1 

39 荒 川 赤 羽 緑 地 
赤羽３－２９－２２先 
赤羽北１－２２－２２先 

53,312.81 国 
(S45.6.1) 
S50.4.1 

40 王 子 六 丁 目 公 園 王子６－２－６０ 1,636.69 区 S50.7.12 ○ 

41 田端新町南むつみ公園 田端新町１－５－１３ 994.45 〃 〃  

42 中 央 公 園 十条台１－２－１外 79,243.30 国 S51.4.1  

43 堀 船 第 ２ 公 園 堀船２－２７－１７ 1,774.03 区 〃  

44 白 山 堀 公 園 堀船３－１１－１７ 2,570.20 区 〃  

45 西が丘三ツ和公園 西が丘２－４－１ 2,015.79 区 S51.9.30  

46 堀 船 第 ３ 公 園 堀船２－２２－３ 1,235.48 区 S51.12.9 ○ 

47 赤 羽 三 丁 目 公 園 赤羽３－２３－１９ 1,610.90 区 S52.6.21 ○ 

48 神 谷 堀 公 園 王子５－２８ 5,366.55 区 S54.4.1  

49 堀 船 一 丁 目 公 園 堀船１－１５－９ 1,283.32 区 S55.4.1  

50 音 無 さ く ら 緑 地 王子本町１－６先 3,529.61 国 〃  

51 音 無 こ ぶ し 緑 地 滝野川４－２９先 1,849.80 国 〃 ○ 

52 音 無 も み じ 緑 地 滝野川４－２先 6,271.04 国 S56.4.1  

53 新 河 岸 川 緑 地 
岩淵町４１先 

赤羽３－２９先
8,637.16 都 S58.4.25  

54 浮 間 一 丁 目 緑 地 浮間１－８－１ 3,874.33 都・区 S58.7.11  

55 音 無 け や き 緑 地 滝野川３－７７－８ 1,674.07 国 S59.4.1  

56 音 無 み ず き 緑 地 滝野川４－８－１０ 102.71 国・区 S59.12.22  

57 赤 羽 台 公 園 赤羽台３－１６－１ 6,511.56 区 S61.4.1  

58 音 無 く ぬ ぎ 緑 地 滝野川４－３３－１３ 2,757.37 国 S62.7.1  

59 滝 野 川 公 園 西ケ原２－１－８ 15,837.06 国・区 S62.10.5  

60 音 無 か つ ら 緑 地 滝野川５－５８－１８ 94.70 区 S63.4.1  

61 音 無 親 水 公 園 王子本町１－１－１先 5,461.33 国・区 S63.5.23  

62 赤羽台四丁目公園 赤羽台４－１７－４６ 4,521.06 区･JR H4.4.1  

63 赤 羽 緑 道 公 園 赤羽台３－１８－３３ 20,006.30 都・区 〃  
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64 童 橋 公 園 田端５－１－５ 1,095.69 区 H6.2.1 ○ 

65 清 水 坂 公 園 十条仲原４－２－１ 20,647.33 区 H6.4.1  

66 荒川赤羽桜堤緑地
赤羽３－２９先 
岩淵町４１先 

12,334.60 国 〃  

67 荒 川 岩 淵 関 緑 地 岩淵町２３－４５先 49,600.81 国 H6.7.1  

68 音 無 え の き 緑 地 滝野川４－９－１７ 831.52 国・区 H8.4.1  

69 荒 川 赤 水 門 緑 地 志茂５－４１－８２先 3,977.36 国 〃  

70 十条野鳥の森緑地 上十条１－２２－３０ 1,031.72 区 〃  

71 豊島馬場遺跡公園 豊島８－２７－１ 2,839.97 区 H11.4.1  

72 赤羽自然観察公園 赤羽西５－２－３４ 54,020.20 国・区 H11.4.1  

73 新 河 岸 東 公 園 浮間４－２７－１ 49,906.54 都 H15.4.1  

74 南 橋 公 園 中十条１－１－１５ 520.32 国 H17.4.1  

75 王 子 四 丁 目 公 園 王子４－１－１６ 1,264.36 区 〃  

76 醸 造試験所跡地公園 滝野川２－６－３０ 6,592.39 国・区 H18.4.1  

77 赤羽台さくら並木公園 赤羽台４－１７－５ 12,796.12 国・区 H19.4.1  

78 豊島五・六丁目公園 豊島６－１１－１２ 1,500.00 区 〃  

79 あ す か 緑 地 豊島２－１０先 3,470.14 国 〃  

80 栄町ふれあい公園 栄町３３－２ 1,575.43 区 H20.4.1  

81 赤羽スポーツの森公園 赤羽西５－２－３２ 35,919.73 国・区 Ｈ22.4.1  

82 志茂ゆりの木公園 志茂５－１８－１ 4,247.89 区 〃  

83 西ケ原みんなの公園 西ケ原４－５１－６２ 21,878.00 区 〃  

84 志茂三丁目小柳川公園 志茂３－２６－５ 2,674.80 区 Ｈ24.7.1  

計 ８４カ所  898,658.45    

（平成31年４月１日現在） 
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北 区 立 児 童 遊 園 

○印は美化推進員配置カ所（１６カ所） 

番 号 園   名 所 在 地 面 積 (㎡) 所 有 開園年月日  

1 神 谷三丁目児童遊園 神谷３－１６－１８ 390.10 都 S23.3.31  

２ 豊 島 八 幡 児 童 遊 園 豊島２－１９－１５ 653.17 国 〃  

３ 王 子三丁目児童遊園 王子３－２４－１ 2,420.87 国 S26.3.31  

４ 赤羽南二丁目児童遊園 赤羽南２－７－６ 1,121.84 都・区 〃  

５ 鶴 ヶ 丘 児 童 遊 園 赤羽西４－６－５ 528.31 国 〃  

６ 上 田 端 児 童 遊 園 田端４－１８－１ 326.15 私 S27.3.6 ○ 

７ 四 本 木 児 童 遊 園 滝野川３－６１－８ 689.77 都 S27.7.31 ○ 

８ 八 幡 山 児 童 遊 園 中十条４－１５－２４ 3,494.36 区 S31.9.15  

９ 船 方 児 童 遊 園 堀船４－１３－２８ 1,535.08 国・区 S31.12.25  

10 十 条 駅 前 児 童 遊 園 上十条２－２７－１５ 57.05 ＪＲ東日本 S33.10.1  

11 西が丘二丁目児童遊園 西が丘２－１４－３ 220.10 区 S34.11.28  

12 赤 羽 三 和 児 童 遊 園 赤羽西４－２７－２７ 1,071.76 都 S37.3.5 ○ 

13 豊 島四丁目児童遊園 豊島４－１７－９ 757.84 区 S37.12.20  

14 豊島七丁目北児童遊園 豊島７－２４－４ 587.62 都・区 S39.2.11  

15 志 茂三丁目児童遊園 志茂３－１８－３ 328.64 区 S41.10.5 ○ 

16 赤羽北一丁目児童遊園 赤羽北１－１０－８ 1,272.87 国・区 S43.7.1  

17 滝 野川馬場児童遊園 滝野川２－３０－２９ 780.45 都 S44.4.1  

18 田端新町一丁目児童遊園 田端新町１－１７－８ 989.45 区 〃  

19 堀 船四丁目児童遊園 堀船４－４－２１  566.94 区 〃  

20 赤羽北二丁目児童遊園 赤羽北２－３４－６ 633.12 区 〃  

21 堀船四丁目西児童遊園 堀船４－４－３５ 246.67 国・区 S44.10.1  

22 大 原 児 童 遊 園 滝野川１－７８－８ 331.62 区 S45.6.26  

23 西 が 丘 児 童 遊 園 西が丘２－２２－１１ 271.74 区 〃  

24 赤羽台三丁目児童遊園 赤羽台３－２１－３５ 250.85 区 〃  

25 堀 船二丁目児童遊園 堀船２－２５－１３ 440.93 都 S45.6.30  

26 赤 羽 北 児 童 遊 園 赤羽北１－５－４ 236.18 区 〃  

27 王 子六丁目児童遊園 王子６－２－６０ 787.05 国 S45 .12 .15

28 栄 町 南 児 童 遊 園 栄町７－１２ 243.70 都 S47.7.1  

29 栄 町 北 児 童 遊 園 栄町２４－１２ 204.55 都 〃  

30 上中里二丁目児童遊園 上中里２－１３－１５ 307.73 都 〃  
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31 東十条五丁目児童遊園 東十条５－１３－２ 363.92 区 〃  

32 赤 羽三丁目児童遊園 赤羽３－２６－８ 720.40 区 〃 ○ 

33 中十条三丁目児童遊園 中十条３－７－１ 364.64 区 S48.3.31  

34 西ケ原三丁目児童遊園 西ケ原３－１９－８ 308.05 区 S48.6.23  

35 宮 堀 児 童 遊 園 神谷１－６－２１先 269.48 国・区 〃 ○ 

36 堀 船三丁目児童遊園 堀船３－１－１６ 1,245.85 都・区 S49.6.19  

37 堀 船一丁目児童遊園 堀船１－５－６ 373.61 区 S50.4.1 ○ 

38 志 茂五丁目児童遊園 志茂５－３９－３ 323.89 区 〃 ○ 

39 上中里一丁目児童遊園 上中里１－３８－１ 226.37 私 S50.7.12  

40 滝野川五丁目児童遊園 滝野川５－４２－３２ 431.45 私 〃  

41 岸 町二丁目児童遊園 岸町２－５－１６ 326.23 区 〃  

42 十条仲原一丁目児童遊園 十条仲原1－21－10 333.37 区 〃  

43 旧 古河庭園児童遊園 西ケ原１－２７－３ 321.90 国 S52.4.1  

44 豊 島七丁目児童遊園 豊島７－３１－１ 826.00 区 S52.6.21  

45 豊 島八丁目児童遊園 豊島８－３３－１１ 451.53 区 S52.10.1  

46 赤羽北三丁目児童遊園 赤羽北３－１８－８ 794.31 区 S53.6.30  

47 西が丘一丁目児童遊園 西が丘１－４４－７ 696.51 都・区 S53.12.13 ○ 

48 赤羽西六丁目児童遊園 赤羽西６－３－１０ 489.86 区 S54.4.1 ○ 

49 西 が 丘 南 児 童 遊 園 西が丘２－１５－１０ 354.92 区 〃  

50 浮 間 中 央 児 童 遊 園 浮間３－３４－２１ 709.62 区 〃  

51 西ケ原一丁目児童遊園 西ケ原１－９－４ 350.49 区 〃  

52 堀船三丁目西児童遊園 堀船３－１６－３ 424.93 都 S56.4.1  

53 滝野川三丁目児童遊園 滝野川３－８０－３ 699.65 区 〃 ○ 

54 十条仲原二丁目児童遊園 十条仲原2－15－14 53.31 都 S56.12.14  

55 東 田 端 二 丁 目 児 童 遊 園 東田端２－１３－７ 565.91 都 S57.10.1  

56 昭 和 町 児 童 遊 園 昭和町３－９－１０ 1,191.54 区 S58.4.1  

57 豊島四丁目南児童遊園 豊島４－１４－１ 266.65 区 〃  

58 志茂五丁目東児童遊園 志茂５－２１－１２ 273.02 都 S58.12.12  

59 浮 間一丁目児童遊園 浮間１－７－１３ 1,037.81 都 〃 ○ 

60 西ケ原二丁目児童遊園 西ケ原２－１９－１１ 700.42 区 S59.4.1  
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61 赤羽北三丁目第一児童遊園 赤羽北３－１４－６ 806.10 都 〃  

62 浮間二丁目東児童遊園 浮間２－２－５ 605.68 都 S59.7.1  

63 浮間二丁目西児童遊園 浮間２－２６－４４ 1,645.71 都 〃  

64 王 子五丁目児童遊園 王子５－２－１３ 1,077.72 公団 〃  

65 浮 間三丁目児童遊園 浮間３－２４－１４ 728.85 区 S62.4.1  

66 袋 児 童 遊 園 赤羽北２－２２－１０ 832.13 公団 〃  

67 栄 町 西 児 童 遊 園 栄町４０－２先 323.65 ＪＲ東日本 〃  

68 東十条一丁目高架下児童遊園 東十条１－７先 621.23 ＪＲ東日本 〃  

69 東十条二丁目高架下児童遊園 東十条２－１－１４ 464.98 ＪＲ東日本 〃  

70 地 蔵 坂 下 児 童 遊 園 東十条３－１８－４４ 106.97 ＪＲ東日本 S63.4.1  

71 北赤羽駅高架下児童遊園 浮間３－１－５１ 761.19 ＪＲ東日本 〃  

72 浮間三丁目高架下児童遊園 浮間３－３２－３ 605.37 ＪＲ東日本 〃 ○ 

73 浮間四丁目高架下児童遊園 浮間４－１－９ 568.04 ＪＲ東日本 〃  

74 志 茂四丁目児童遊園 志茂４－４６－６ 1,322.44 区 H3.4.1 ○ 

75 滝 野川菊谷児童遊園 滝野川６－４３－１ 468.71 区 H4.4.1  

76 中 里三丁目児童遊園 中里３－２２－９ 1,472.05 区 H5.11.1  

77 ち んちん山児童遊園 岸町２－１－１１先 745.90 都 H6.4.1  

78 中十条一丁目児童遊園 中十条１－２０－９ 437.45 区 H7.2.1  

79 志茂五丁目南児童遊園 志茂５－４－１１ 328.80 区 H7.4.1 ○ 

80 神谷三丁目南児童遊園 神谷３－３７－４ 360.13 区 〃 ○ 

81 十条仲原四丁目児童遊園 十条仲原４－１０－５ 384.91 区 〃  

82 東 十 条 南 児 童 遊 園 東十条１－２－１ 1,477.47 都 H9.4.1  

83 八 幡 通 り 児 童 遊 園 滝野川５－１０－１ 898.77 区 〃  

84 田 端 西 台 児 童 遊 園 田端５－１４－１ 380.33 区 〃  

85 豊島七丁目南児童遊園 豊島７－４－１ 743.90 区 H10.4.1  

86 上中里三丁目児童遊園 上中里３－１２－４ 616.69 区 H11.4.1  

87 神 谷一丁目児童遊園 神谷１－５－１１ 313.22 区 H13.4.1  

88 上十条四丁目児童遊園 上十条４－１７－２ 451.91 区 H15.4.1  

89 こ は ら 児 童 遊 園 滝野川５－１先 328.70 私・豊島区 H16.4.1  

90 赤羽西六丁目第二児童遊園 赤羽西６－３８－４ 370.88 区 H17.4.1  
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番 号 園   名 所 在 地 面 積 (㎡) 所 有 開園年月日  

91 赤羽西六丁目第三児童遊園 赤羽西６－８－１ 493.06 区 〃  

92 昭和町ふれあい児童遊園 昭和町1-5-14 644.92 区 Ｈ25.4.1  

93 志茂四わかば児童遊園 志茂４－３１－１ 1,103.26 区 H28.4.1  

94 北 園 児 童 遊 園 北赤羽３－６－１ 646.35 区 Ｈ29.3.1  

95 堀船一丁目いこい児童遊園 堀船1－23－1 628.77 区 Ｈ29.5.1９  

96 上一ふれあい児童遊園 上十条1－16－15 524.60 区 Ｈ30.4.1  

97 谷戸さんさん児童遊園 西ヶ原3-59-16 925.60 区 Ｈ31.3.16  

計 97カ所   62,458.59    

（平成３１年４月１日現在） 

遊  び  場 

○印は美化推進員配置カ所（１カ所） 

番号 遊 び 場 名 所 在 地 面 積 (㎡) 所 有  

1 中里台遊び場 中里３－１０－１ 836.84 都 ○ 

2 稲付遊び場 赤羽西１－２４－２４ 134.00 区   

3 堀船緑地（仮称）遊び場 堀船３－１先 2,554.14 国   

4 豊島三丁目遊び場 豊島３－７ 1,462.02 区   

5 上十条五丁目遊び場 上十条５－４－２ 314.73 区   

6 赤羽諏訪緑地 赤羽北２－３－１ 2,716.57 区   

7 王子一丁目遊び場 王子１－１３－１０ 281.82 私   

8 王子五丁目遊び場 王子５－２２－３ 123.15 区   

9 上十条五丁目東緑地 上十条５－３－１ 437.77 区   

10 上中里二丁目遊び場 上中里２－２先外 2,273.97 区   

11 豊島八丁目遊び場 豊島８－３０－２０ 2,500.00 区   

12 紅葉遊び場 滝野川3-78-3 266.76 区   

13 豊島五丁目遊び場 豊島５－６－１ 7,940.00 区   

14 堀船一丁目高架下遊び場 堀船1-7先 1,085.27 独法  

計 １4カ所   22,927.04    

（平成３１年４月１日現在） 
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ま ち か ど 広 場 

番号 名    称 所 在 地 面 積(㎡) 所 有 設置年度 

1 権 現 坂 岸町１－４ 42.82 区有地 Ｓ６１ 

2 西 ケ 原 三 丁 目 西ケ原３－４１ 123.49 区有地 Ｓ６２ 

3 名 主 の 滝 岸町１－１５ 88.47 区有地 Ｈ 元 

4 西 ケ 原 三 丁 目 南 西ケ原３－３２－９ 89.71 区有地 Ｈ ２ 

5 ゲ ー テ 記 念 館 前 西ケ原２－３６－２ 81.66 区有地 〃 

6 上 十 条 二 丁 目 上十条２－１４ 100.75 区有地 Ｈ ４ 

7 
田 端 三 丁 目 
ま ち か ど 広 場 

田端３－１３ 33.02 区有地 Ｈ ５ 

8 井 頭 ま ち か ど 広 場 岸町２－９－１６ 11.31 区有地 Ｈ ６ 

9 
王 子 二 丁 目 
ま ち か ど 広 場 

王子２－１５－１７ 124.06 区有地 Ｈ ９ 

10 
上 十 条 四 丁 目 
ま ち か ど 広 場 

上十条４－１－１ 85.76 区有地 〃 

11 上 三 ふ れ あ い 広 場 上十条３－８ 117.36 区有地 Ｈ１０ 

12 岩 淵 か っ ぱ 広 場 岩淵町２８ 116.77 区有地 〃 

13 上 四 虹 ひ ろ ば 上十条４－１２－１４ 116.19 区有地 Ｈ１３ 

14 上 三 ふ じ 広 場 上十条３－２－１０ 79.24 区有地 Ｈ１５ 

15 
上 一 西 防 災 
ふ れ あ い 広 場 

上十条１－１９－８ 269.10 私有地 〃 

16 上 四 み ん な の 広 場 上十条４－１４－１４ 162.90 区有地 Ｈ２１ 

17 西 部 つ ど い 広 場 西ケ原４－５９－３ 133.20 区有地 H２６ 

計 １7カ所   1,775.81 

（平成３１年４月１日現在） 
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公 園 便 所 

番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 だれでも

トイレ 鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

1 南 谷 端 公 園 滝野川7-42-1 20.01 ○ ○ 

2 西 中 里 公 園 中里2-15-1 26.40 ○ ○ 

3 東 田 端 公 園 東田端2-5-18 11.62 ○ ○ 

4 北 谷 端 公 園 滝野川7-14-1 24.77 ○ ○ 

5 神 谷 公 園 神谷2-33-6 27.09 ○ 

6 志 茂 町 公 園 志茂1-5-1 16.10 ○ ○ 

7 島 下 公 園 赤羽西6-10-12 14.89 ○ 

8 袋 町 公 園 赤羽北3-11-10 42.98 ○ ○ 

9 王 子 本 町 公 園 王子本町2-29-8 15.50 ○ ○ 

10 柳 田 公 園 王子1-20-1 31.47 ○ ○ 

11 北 運 動 公 園 神谷2-47-6 34.47 ○ ○ 

12 王 子 駅 前 公 園 王子1-7-1 21.51 ○ ○ 

13 浮 間 北 公 園 浮間1-11-11 6.75 ○ ○ 

14 稲 付 公 園 赤羽西3-19-5 21.14 ○ ○ 

15 東 王 子 公 園 王子1-30-1 21.84 ○ ○ 

16 西 ケ 原 公 園 西ケ原4-18-1 0.99 ○ 

17 東 中 里 公 園 中里1-12-2 5.65 ○ ○ 

18 赤 羽 公 園 西 赤羽南1-14-17 37.50 ○ ○ 

19 赤 羽 公 園 東 赤羽南1-14-17 25.74 ○ ○ 

20 浮間つり堀公園 浮間5-4-19 12.00 ○ 

21 神 谷 南 公 園 神谷1-32-4 2.16 ○ 

22 飛 鳥 山 公 園 
東(児童 

コーナー) 
王子1-1-3 26.17 ○ ○ 
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号 園   名 所 在 地 
構    造    （㎡） 処 理 

だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

23 飛 鳥 山 公 園
北 

(歩道橋脇)
王子1-1-3 35.15 ○  ○

24 飛 鳥 山 公 園
中央 

(噴水前)
王子1-1-3 42.00 ○ ○

25 飛 鳥 山 公 園
南 

(博物館横)
王子1-1-3 43.20 ○ ○

26 堀 船 公 園 堀船2-10-5 23.68 ○ ○

27
新荒川大橋緑地/ 

野 球 場
赤羽3-29先 12.96 ○ ○ ○

28 豊 島 公 園
西(第 2 

ブロック)
王子6-3-45 30.00 ○ ○

29 豊 島 公 園
東(第 5 

ブロック)
王子6-3-45 32.28 ○

30 十 条 公 園 十条台2-5-13 21.76 ○ ○

31 赤 羽 東 公 園 赤羽1-43-1 13.68 ○

32 田 端 台 公 園 田端1-28-23 18.01 ○ ○

33 田 端 新 町 公 園 田端新町1-22-18 18.69 ○ ○

34 桐ケ丘中央公園
北Ａ(ふれ

あい館前)
桐ケ丘2-7-43 22.01 ○

35 桐ケ丘中央公園
北Ｂ 

(体育館前)
桐ケ丘2-5 22.01 ○

36 桐ケ丘中央公園 南 桐ケ丘1-8 28.05 ○ ○

37 田 端 公 園 田端3-23-24 9.52 ○

38 稲 付 西 山 公 園 西が丘3-10-3 36.40 ○ ○

39 中 十 条 公 園 中十条2-12-12 8.16 ○

40 王子五丁目公園 王子5-17-26 27.60 ○ ○

41 東 豊 島 公 園 豊島5-5-15 20.31 ○

42 名 主 の 滝 公 園 岸町1-15-25 14.90 ○

43
荒川赤羽緑地/ 

サ ッ カ ー 場

赤羽北 

1－22－22－先
3.00 ○

44 王子六丁目公園  王子6-2-60 5.76 ○
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番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 
だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

45 田端新町南むつみ公園 田端新町1-5-13 8.16 ○ ○

46 中 央 公 園
Ａ(テニス

コート)
十条台1-2-1 39.66 ○ ○

47 中 央 公 園
Ｂ(野球場

Ｂ面）
十条台1-2-1 14.62 ○  ○ 

48 中 央 公 園
Ｃ ( 児 童 

コーナー)
十条台1-2-1 14.26 ○  ○

49 中 央 公 園 Ｄ(流れ) 十条台1-2-1 14.26 ○  ○

50 中 央 公 園 Ｅ(拡張部) 十条台1-2-1 47.20 ○ ○

51 堀 船 第 二 公 園 堀船2-27-17 5.70 ○ ○

52 白 山 堀 公 園 堀船3-11-17 12.51 ○ ○

53 西が丘三ツ和公園 西が丘2-4-1 7.20 ○

54 堀 船 第 三 公 園 堀船2-22-3 12.86 ○

55 赤 羽 三 丁 目 公 園 赤羽3-23-19 11.62  ○  ○

56 神 谷 堀 公 園 王子5-21先 22.20 ○ ○

57 堀 船 一 丁 目 公 園 堀船1-15-9 11.62  ○  ○

58 音 無 こ ぶ し 緑 地 滝野川4-29先 6.50 ○ ○

59 音 無 も み じ 緑 地 滝野川4-2先 11.95 ○ ○

60 新 河 岸 川 緑 地 赤羽3-29 3.20 ○

61 浮 間 一 丁 目 緑 地 浮間1-8-1 11.62 ○  ○

62 音 無 け や き 緑 地 滝野川3-77-8 5.76 ○

63 赤 羽 台 公 園 赤羽台3-16-1 9.93 ○

64 滝 野 川 公 園 西ケ原2-1-8 16.65 ○ ○

65 音 無 親 水 公 園 王子本町 1-1-1 先 27.24 ○ ○

66 赤羽台四丁目公園 赤羽台4-17-46 8.54 ○ ○
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番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 
だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

67 赤 羽 緑 道 公 園
Ａ (パーク 

ブリッジ西)
赤羽台3-21-33 15.76 ○ ○

68 赤 羽 緑 道 公 園
Ｂ (赤 羽 西 

ブロック)
赤羽台3-21-33 6.76 ○ ○

69 童 橋 公 園 田端5-1-5 5.59 ○

70 清 水 坂 公 園
中央(ビジター 

センター)
十条仲原4-2-1 42.00 ○ ○

71 清 水 坂 公 園 東 十条仲原4-2-1 33.76 ○

72 清 水 坂 公 園 西 十条仲原4-2-1 7.04 ○

73 荒川岩淵関緑地 岩淵町23-45先 14.09 ○ ○ ○

74 十条野鳥の森緑地 上十条1-22-30 5.76 ○ ○

75 南 橋 公 園 中十条1-1-5 2.16 ○

76 豊島馬場遺跡公園 豊島8-27-1 40.42 ○ ○

77 赤羽自然観察公園 管理棟 赤羽西5-2-34 72.00 ○ ○

78 赤羽自然観察公園 東門 赤羽西5-2-34 7.10 ○ ○

79 王子四丁目公園 王子4-1-16 6.50 ○ ○

80 醸造試験所跡地公園 滝野川2-6-30 15.52 ○ ○

81 新 河 岸 東 公 園 浮間4-27-1 36.35 ○ ○

82 豊島五・六丁目公園 豊島6-11-12 22.47 ○ ○

83 あ す か 緑 地 豊島2-10先 17.44 ○ ○

84 赤羽台さくら並木公園 赤羽台4-17-5 24.01 ○ ○

85 栄町ふれあい公園 栄町33-2 13.31 ○ ○

86 赤羽スポーツの森公園 南 赤羽西5-2-32 71.58 ○ ○

87 赤羽スポーツの森公園 北 赤羽西5-2-32 71.58 ○ ○

88 西ケ原みんなの公園 南 西ケ原4-51-62 46.92 ○ ○
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番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 
だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

89 西ケ原みんなの公園 北 西ケ原4-51-62 22.10 ○ ○

90 志茂ゆりの木公園 志茂5-18-1 14.96 ○ ○

91 志茂三丁目小柳川公園 志茂3-26-5 25.63 ○ ○

公園トイレ（小計） 1,601.９６ 129.48 153.61 14.90 90 3 67 

92 豊島八幡児童遊園 豊島2-19-15 5.76 ○

93 王子三丁目児童遊園 王子3-24-1 5.76 ○

94 赤羽南二丁目児童遊園 赤羽南2-7-6 9.95 ○ ○

95 鶴ヶ丘児童遊園 赤羽西4-6-5 2.16 ○

96 上田端児童遊園 田端4-18-1 0.88 ○

97 四本木児童遊園 滝野川3-61-8 2.16 ○

98 船 方 児 童 遊 園 堀船4-13-28 5.14 ○

99 赤羽三和児童遊園 赤羽西4-27-27 2.16 ○

100 豊島四丁目児童遊園 豊島4-17-9 4.66 ○ ○

101 豊島七丁目北児童遊園 豊島7-24-4 4.26 ○ ○

102 志茂三丁目児童遊園 志茂3-18-3 2.16 ○

103 赤羽北一丁目児童遊園 赤羽北1-10-8 5.76 ○

104 滝野川馬場児童遊園 滝野川2-30-29 5.76 ○

105 田端新町一丁目児童遊園 田端新町 1-17-8 2.10 ○

106 堀船四丁目児童遊園 堀船4-4-21 2.16 ○

107 赤羽北二丁目児童遊園 赤羽北2-34-6 2.16 ○

108 大 原 児 童 遊 園 滝野川1-78-8 2.16 ○

109 上中里二丁目児童遊園 上中里2-13-15 1.16 ○
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番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

110 赤羽三丁目児童遊園 赤羽3-26-8 8.60 ○

111 宮 堀 児 童 遊 園 神谷1-6-21先 5.61 ○

112 堀船一丁目児童遊園 堀船1-5-6 5.31 ○

113 滝野川五丁目児童遊園 滝野川5-42-32 4.80 ○

114 十条仲原一丁目児童遊園 十条仲原1-21-10 2.16 ○

115 豊島七丁目児童遊園 豊島7-31-1 2.16 ○

116 豊島八丁目児童遊園 豊島8-33-11 1.12 ○

117 西が丘一丁目児童遊園 西が丘1-44-7先 5.86 ○ ○

118 堀船三丁目西児童遊園 堀船3-16-3 5.76 ○

119 東田端二丁目児童遊園 東田端2-13-7 1.27 ○

120 昭和町児童遊園 昭和町3-9-10 5.76 ○

121 浮間一丁目児童遊園 浮間1-7-13 5.76 ○

122 西ケ原二丁目児童遊園 西ケ原2-19-11 5.76 ○

123 赤羽北三丁目第一児童遊園 赤羽北3-14-6 8.40 ○

124 浮間二丁目東児童遊園 浮間2-2-5 5.76 ○

125 浮間二丁目西児童遊園 浮間2-26-44 8.65 ○

126 王子五丁目児童遊園 王子5-2-13 10.16  ○    ○ 

127 浮間三丁目児童遊園 浮間3-24-14 5.76 ○

128 袋 児 童 遊 園 赤羽北2-22-10 5.76 ○

129 栄町西児童遊園 栄町40-2先 5.31 ○

130
東 十 条 一 丁 目 

高架下児童遊園
東十条1-7-3先 4.80 ○

131 北赤羽駅高架下児童遊園 浮間3-1-51 16.80 ○ ○
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（平成３１年4月1日現在） 

番

号
園   名 所 在 地 

構    造    （㎡） 処 理 だれでも 

トイレ鉄筋 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ 木造 水洗 汲取 

132
浮間三丁目高架下

児 童 遊 園
浮間3-32-3 4.80 ○

133
浮間四丁目高架下

児 童 遊 園
浮間4-1-9 4.80 ○

134 志茂四丁目児童遊園 志茂4-46-4 4.49 ○

135 中里三丁目児童遊園 中里3-22-9 3.88 ○

136 ちんちん山児童遊園 岸町2-1-11先 1.95 ○

137 中十条一丁目児童遊園 中十条1-20-9 4.49 ○

138 志茂五丁目南児童遊園 志茂5-4-11 2.24 ○

139 神谷三丁目南児童遊園 神谷3-37-4 1.95 ○

140 八幡通り児童遊園 滝野川5-10-1 1.95 ○ ○

141 東十条南児童遊園 東十条1-2-1 1.95 ○

142 田端西台児童遊園 田端5-14-1 2.48 ○

143 豊島七丁目南児童遊園 豊島7-4-1 7.10 ○

144 上中里三丁目児童遊園 上中里3-12-4 2.90 ○

145 神谷一丁目児童遊園 神谷1-5-11 2.99 ○

146 上十条四丁目児童遊園 上十条4-17-4 1.54 ○

147 こはら児童遊園 滝野川5-1 2.16 ○

148 昭和町ふれあい児童遊園 昭和町1-5-14 7.50 ○ ○

149 志茂四わかば児童遊園  志茂4-31-1   10.29  ○  ○ 

150 北 園 児 童 遊 園  北赤羽3-6-1   6.01  ○  ○ 

児童遊園トイレ（小計） 14.21 183.80. 75.10 0.00 59 0 10 

151 豊島三丁目遊び場 豊島3-7 4.80 ○

152 上中里二丁目広場 上中里2-19 6.76 ○ ○

遊び場トイレ（小計） 0.00 11.56 0.00 0.00 2 0 1

総 計 （152カ所） 面積 2,184.62 1,616.17 324.84 228.71 14.90 151 3 76
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駅 前 公 衆 便 所 

番号 園  名 所 在 地 
   構   造 処  理 

だ
れ
で
も 
ト
イ
レ 鉄筋㎡ 木造㎡ ユニット㎡ 水洗 汲取 

1 王 子 駅 前 王子１－１０先 34.57    ○   ○ 

2 東 十 条 駅 （ 北 ） 東十条４－１－１０ 42.92    ○   ○ 

3 東 十 条 駅 （ 南 ） 中十条２－９－２２ 18.50    ○    

4 赤 羽 駅 東 口 赤羽１－１先 36.38    ○   ○ 

5 新 荒 川 大 橋 際 岩淵町２３先   3.98 ○    

6 田 端 駅 前 田端１－２１先 43.15    ○   ○ 

7 尾 久 駅 前 昭和町１－２－１７ 24.96    ○   ○ 

8 王 子 五 丁 目 王子５－２先   17.15  ○ ○ 

9 東 十 条 駅 高 架 下 東十条２－１６－１５ 14.96    ○    

10 新 田 端 大 橋 下 東田端１－１７先 19.23   ○   ○ 

11 十 条 駅 前 上十条２－２７－１５   2.10 ○    

12 板 橋 駅 前 滝野川７－３先    4.59 ○    

13 北 赤 羽 駅 前 赤羽北２－２５ 19.49    ○   ○ 

14 上 中 里 駅 前 上中里1－４７先 14.10    ○   ○ 

計 1４カ所   286.26 0.00  27.82 14 0 9 

（平成３１年４月１日現在） 
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平成３１年度    事務事業の概要と現況

（ ま ち づ く り 部 ・ 土 木 部 ）
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